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古典期アテネのフラトリア（伊藤）

【
要
約
】
　
前
四
世
紀
前
半
に
刻
さ
れ
た
ア
ッ
テ
ィ
カ
碑
文
ぎ
ω
。
臨
隣
δ
器
の
爵
器
＄
。
H
鷹
這
ら
。
圃
の
分
析
を
通
し
て
古
典
期
ア
テ
ネ
の
フ
ラ
ト
リ
ア

（
兄
弟
団
）
の
構
造
の
大
枠
を
見
定
め
、
ポ
リ
ス
市
民
団
編
制
の
実
状
把
握
の
手
掛
り
と
す
る
こ
と
に
、
本
稿
の
目
標
は
置
か
れ
る
。
本
稿
は
先
ず
碑
文

の
フ
ラ
ト
リ
ア
入
籍
規
定
に
現
れ
る
二
つ
の
集
団
O
Φ
ヨ
。
江
〇
三
山
巴
と
U
興
①
一
目
Φ
㍑
の
う
ち
、
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
こ
そ
上
記
碑
文
を
遣
し
た
フ
ラ
ト
リ

ア
の
名
称
で
あ
り
、
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
！
ニ
ダ
イ
は
そ
の
な
か
の
特
権
保
有
者
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
と
解
す
べ
き
旨
を
明
ら
か
に
す
る
。
後
半
部
で
は
、
こ
の

前
提
に
立
ち
、
他
の
関
遮
史
料
を
も
援
用
し
つ
つ
、
入
籍
規
定
本
文
よ
り
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
家
と
ポ
リ
ス
と
を
つ
な
ぐ
最
も
重
要
な
中
間
的
社
会
集
団
フ

ラ
ト
リ
ア
の
内
部
購
造
を
読
み
と
る
作
業
を
行
う
。
古
典
期
ア
テ
ネ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
は
、
貴
族
政
期
以
来
の
家
柄
を
誇
る
ゲ
ソ
ネ
ー
タ
イ
（
氏
族
員
）
と

然
ら
ざ
る
オ
ル
ゲ
オ
ー
ネ
ス
と
か
ら
成
る
と
同
時
に
、
両
者
を
共
に
含
む
テ
ィ
ア
ソ
ス
な
る
下
部
単
位
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
側
面
を
も
も
つ
。
こ
の
二

つ
の
編
制
原
理
の
並
存
・
交
錯
に
フ
ラ
ト
リ
ア
の
組
織
上
の
特
徴
が
あ
り
、
前
四
世
紀
以
降
は
少
く
と
も
入
籍
資
格
審
査
に
関
し
、
ゲ
ソ
ネ
ー
タ
イ
の
優

位
が
消
滅
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
が
、
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
［
巻
五
号
　
一
九
八
八
年
九
月

ポ
リ
ス
市
民
と
は
何
か
を
、
彼
ら
一
人
々
々
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
難
境
位
に
焦
点
を
合
せ
て
考
察
す
る
こ
と
、
本
稿
の
主
題
の
起
点
は
先

ず
以
っ
て
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
。
民
主
政
完
成
期
の
ポ
リ
ス
に
お
い
て
、
市
民
娼
。
葺
鉱
は
国
家
の
構
成
員
と
し
て
民
会
に
集
っ
て
国
事
を
議

七
、
役
人
な
い
し
は
民
衆
法
廷
の
審
判
人
と
し
て
行
政
と
司
法
の
任
に
当
っ
た
が
、
彼
ら
は
ま
た
日
常
、
ポ
リ
ス
に
包
摂
さ
れ
る
よ
り
小
さ
な
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社
会
集
団
、
す
な
わ
ち
国
家
℃
○
蔚
と
家
。
搾
。
ω
と
を
つ
な
ぐ
い
く
つ
か
の
中
間
的
社
会
集
団
の
そ
れ
ぞ
れ
独
自
か
つ
濃
密
な
生
活
空
間
の
な

か
に
身
を
置
い
て
い
た
。
こ
れ
ら
諸
集
団
は
時
に
ポ
リ
ス
を
凌
ぐ
永
い
歴
史
と
強
い
自
立
性
と
を
も
ち
、
人
々
の
日
常
の
生
活
を
、
そ
し
て
さ

ら
に
彼
ら
の
市
民
と
し
て
の
存
立
そ
の
も
の
を
も
、
規
定
す
る
役
割
を
担
っ
た
。
史
料
的
に
細
か
な
と
こ
ろ
ま
で
辿
る
こ
と
の
で
き
る
ア
テ
ネ

の
場
合
に
つ
い
て
兇
る
と
、
例
え
ば
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
に
よ
っ
て
大
方
は
旧
来
の
地
方
村
落
を
基
に
設
け
ら
れ
た
行
政
区
α
①
ヨ
8
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
共
有
地
に
よ
り
市
民
団
の
中
核
を
成
す
地
方
の
農
民
た
ち
に
生
活
上
、
不
可
欠
の
経
済
的
基
盤
を
提
供
し
、
ま
た
祭
祀
を
通
し
宗
教
上
の
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

同
意
識
を
育
む
「
つ
の
母
体
と
な
っ
た
他
に
、
所
属
区
の
成
員
総
会
で
の
資
格
審
査
を
通
過
し
区
民
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
が
即
ち
ア
テ
ネ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

市
民
た
る
こ
と
の
正
式
の
証
と
な
る
定
め
ゆ
え
に
、
個
々
の
ア
テ
ネ
人
男
子
に
市
民
と
し
て
の
法
制
的
地
位
を
賦
与
す
る
主
体
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
デ
ー
モ
ス
と
対
比
さ
る
べ
き
重
要
な
中
間
的
社
会
集
団
が
、
本
稿
の
考
察
対
象
た
る
フ
ラ
ト
リ
ア
（
兄
弟
団
）
噂
財
轟
早
雪
で
あ
る
。

　
両
者
は
次
の
三
点
に
お
い
て
対
照
的
で
あ
る
。
第
一
に
、
デ
ー
モ
ス
が
前
審
世
紀
末
の
劇
設
に
か
か
る
比
較
的
新
し
い
制
度
で
あ
る
の
に
反

し
、
フ
ラ
ト
リ
ア
は
そ
の
成
立
が
ポ
リ
ス
成
立
以
前
に
遡
る
、
起
源
の
必
ず
し
も
定
か
な
ら
ぬ
古
い
社
会
集
団
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、
デ
ー

モ
ス
が
基
本
的
に
は
地
縁
原
理
に
よ
り
組
織
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
フ
ラ
ト
リ
ア
は
少
く
と
も
観
念
的
に
は
血
縁
原
理
に
基
づ
く
人
的
結
合

体
で
あ
る
こ
と
。
第
三
に
、
デ
ー
モ
ス
へ
の
登
録
が
ア
テ
ネ
人
男
子
に
と
り
公
法
上
の
権
利
の
拠
り
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
に
反
し
、
フ
ラ
ト
リ

ア
へ
の
帰
属
は
私
法
上
の
権
利
の
源
と
な
っ
た
。
当
時
、
家
の
祭
祀
と
財
産
に
与
る
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
正
規
の
成
員
で
あ
る
こ
と
を
公

的
に
認
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
ア
テ
ネ
市
民
の
家
に
生
れ
た
男
女
一
人
珊
々
を
公
認
し
、
と
り
わ
け
男
子
に
つ
い
て
資
格
審
査
の
う
え

家
賢
権
を
正
式
に
撃
し
た
の
は
・
他
な
ら
ぬ
Z
フ
ト
リ
ア
で
あ
・
や
そ
の
意
肇
フ
ラ
ト
リ
ア
は
・
個
あ
ア
テ
ネ
人
が
市
民
ど
し
て

完
全
な
権
利
を
取
得
す
る
う
え
に
、
デ
ー
モ
ス
と
並
ん
で
決
定
的
な
役
割
を
果
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
今
一
つ
附
言
す
る
な
ら
ぼ
、
デ
ー
モ
ス
が
自
然
村
落
犀
。
B
①
を
包
含
す
る
他
に
、
そ
れ
ほ
ど
複
雑
な
内
部
構
成
を
と
ら
な
い
の
に
対
し
て
、

フ
ラ
ト
リ
ア
は
史
料
の
示
す
と
こ
ろ
、
内
部
に
ゲ
ノ
ス
σ
q
⑦
⇔
o
の
、
、
オ
ル
ゲ
オ
…
ネ
ス
。
お
①
o
器
ω
、
テ
ィ
ア
ソ
ス
夢
寅
ω
o
ω
と
い
っ
た
、
よ
り

小
さ
い
、
し
か
し
自
立
的
な
集
団
を
包
摂
し
、
そ
の
う
え
こ
れ
ら
諸
集
団
相
互
の
関
係
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
の
み
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
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団
の
性
格
に
つ
い
て
も
定
説
が
な
い
。
ア
テ
ネ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
に
関
し
て
は
、
そ
の
社
会
的
機
能
は
史
料
的
に
明
確
で
あ
り
、
入
籍
手
続
も
二
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

三
の
間
題
を
残
す
と
は
言
え
、
お
お
よ
そ
の
理
解
が
可
能
で
あ
る
の
に
、
そ
の
内
部
構
成
に
は
不
明
の
点
な
お
少
し
と
し
な
い
と
評
さ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
ポ
リ
ス
な
る
も
の
の
構
造
を
よ
り
精
密
に
見
定
め
、
併
せ
て
市
民
一
人
々
々
が
そ
の
な
か
で
置
か
れ
て
い
た
境
位
を
明
か
す
た

め
に
も
、
フ
ラ
ト
リ
ア
の
組
織
上
の
実
態
を
で
き
う
る
限
り
究
め
る
こ
と
は
必
須
の
課
題
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
課
題
を
追
究
す
る
緒
を
、

稀
有
の
史
料
を
遺
す
一
つ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
裡
に
求
め
よ
う
と
す
る
試
論
で
あ
る
。

古典期アテネのフラトリア（伊藤）

　
ポ
リ
ス
と
り
わ
け
ア
テ
ネ
国
家
の
下
部
構
成
単
位
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
～
九
世
紀
以
来
、
永
い
歴
史
を
も
つ
。
し
か
も
近
年
、
注
目
す
べ

き
新
研
究
が
輩
出
す
る
傾
向
に
あ
る
。
デ
ー
モ
ス
や
そ
の
上
位
区
分
で
あ
る
ト
リ
ッ
テ
ユ
ス
貯
葺
遂
に
関
し
て
大
部
の
著
作
が
刊
行
さ
れ
て

　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
る
他
、
ゲ
ノ
ス
に
つ
い
て
も
在
来
の
通
説
を
根
本
的
に
否
定
す
る
新
説
が
提
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
フ
ラ
ト
リ
ア
に
関
し
て
は
、
以
上
に
匹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

敵
す
る
活
況
こ
そ
見
ら
れ
な
い
に
せ
よ
、
こ
こ
数
年
、
寓
鼠
の
限
り
で
も
新
た
な
知
見
を
含
む
い
く
つ
か
の
論
文
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
も
注
目
す
べ
き
は
、
ア
メ
リ
カ
の
新
進
学
徒
ヘ
ド
リ
ッ
ク
の
研
究
で
あ
る
。

　
ヘ
ド
リ
ッ
ク
が
園
指
す
の
は
、
『
ギ
リ
シ
ア
碑
文
集
成
、
第
二
巻
（
第
二
版
）
』
ぎ
。
。
。
臣
℃
怠
。
器
の
○
窮
¢
。
器
H
憶
に
＝
一
三
七
の
番
号
を
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
碑
文
の
新
た
な
る
分
析
で
あ
る
。
右
の
碑
文
は
あ
る
フ
ラ
ト
リ
ア
の
入
籍
規
定
を
詳
細
に
記
す
が
、
そ
の
な
か
に
デ
ー

モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
O
①
露
。
寓
。
既
α
鉱
と
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
∪
Φ
犀
魚
訟
φ
冨
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
集
団
の
名
称
を
表
す
二
つ
の
固
有
名
詞
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
集
団
の
う
ち
何
れ
が
碑
文
に
刻
さ
れ
て
い
る
入
籍
規
定
に
か
か
わ
る
決
議
を
行
っ
た
当
の
フ
ラ
ト
リ
ア
で
あ

っ
た
か
。
一
九
世
紀
以
来
く
り
返
し
論
及
さ
れ
て
来
た
こ
の
問
題
に
対
し
、
ヘ
ド
リ
ッ
ク
は
決
議
文
の
構
成
に
関
す
る
独
自
の
解
釈
を
基
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
こ
そ
が
上
記
碑
文
を
遺
し
た
フ
ラ
ト
リ
ア
の
名
で
あ
る
と
結
論
す
る
。
ヘ
ド
リ
ッ
ク
の
説
は
、
学
説
史
的
に
見
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

在
来
有
力
説
へ
の
回
帰
と
い
う
意
味
を
も
つ
が
、
決
議
文
の
精
細
に
し
て
創
見
に
富
む
読
解
に
裏
打
ち
さ
れ
た
論
証
は
な
か
な
か
に
魅
力
的
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
結
論
に
は
遽
か
に
同
意
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
議
論
の
骨
格
を
な
す
決
議
文
の
構
成
に
関
す
る
ヘ
ド
リ
ッ
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⑬

ク
独
自
の
知
見
に
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
り
、
論
証
の
過
程
が
充
分
に
説
得
的
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
と
ま
れ
囹
O
H
憶
匿
無
の
本
文
分
析
、
と
り
わ
け
上
記
二
つ
の
固
有
名
詞
の
何
れ
が
フ
ラ
ト
リ
ア
の
名
を
表
す
か
と
の
視
点
か
ら
す
る
分

析
は
、
今
な
お
顧
み
ら
れ
る
に
値
す
る
論
題
で
あ
る
。
研
究
史
上
こ
の
碑
文
へ
の
言
及
の
頻
繁
な
る
瀬
野
が
予
測
さ
せ
る
ほ
ど
に
は
、
こ
の
問

題
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
例
は
、
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
そ
の
う
え
決
議
文
は
我
々
に
別
個
の
考
証
を
許
す
か
の
如
く
に
見
え
る
。
そ
れ
は
単
に

名
称
確
定
の
問
題
た
る
に
止
ま
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
名
称
の
確
定
は
、
上
記
碑
文
を
通
し
て
こ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
内
部
構
成
を
推
定
し
よ
う

と
す
る
際
、
必
須
の
前
提
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ
ト
リ
ア
の
構
造
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
は
き
わ
め
て
乏
し
い
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、

上
記
碑
文
は
お
よ
そ
ア
テ
ネ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
内
部
構
成
を
考
え
る
う
え
に
無
二
の
史
料
を
供
す
る
も
の
と
評
価
し
て
よ
い
。
こ
の
内
容
豊
か

な
決
議
文
を
遺
し
た
フ
ラ
ト
リ
ア
の
名
称
如
何
は
、
し
た
が
っ
て
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
意
想
外
に
大
き
い
と
番
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
フ
ラ
ト
リ
ア
と
し
て
の
名
称
を
定
め
た
う
え
で
、
碑
文
か
ら
古
典
期
ア
テ
ネ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
在
り
方
に
つ
い
て
何
ほ
ど
の
こ
と
を
推

測
し
う
る
か
、
そ
れ
が
当
然
な
が
ら
本
稿
の
第
二
の
課
題
と
な
ろ
う
。
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①
岩
田
拓
郎
「
古
典
期
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
デ
ー
モ
ス
と
フ
ラ
ト
リ
ア
ー
「
ヘ
カ
ト

　
ス
テ
ー
碑
文
」
の
検
討
を
中
心
と
し
て
一
」
『
史
学
雑
誌
』
七
一
i
三
、
一
九

　
六
二
年
、
一
i
四
八
頁
、
と
り
わ
け
同
論
文
第
三
節
を
参
照
。

②
　
桜
井
万
里
子
「
エ
レ
ウ
シ
ス
の
祭
儀
と
ア
テ
ナ
イ
民
主
政
の
進
展
」
『
史
学
雑

　
誌
』
八
二
一
一
〇
、
一
九
七
三
年
、
一
i
四
一
頁
、
と
り
わ
け
同
論
文
第
三
－
四
節

　
を
参
照
。
他
に
桜
井
万
里
子
「
古
典
期
ア
テ
ナ
イ
の
團
家
祭
儀
と
地
方
祭
儀
一

　
テ
ス
モ
フ
ォ
リ
ア
祭
に
つ
い
て
…
」
『
史
潮
…
』
新
一
八
、
一
九
八
五
年
目
四
i

　
一
八
頁
。
勺
梱
紳
禦
げ
。
焦
鵬
、
℃
9
三
〇
巴
》
。
臨
鼠
3
、
貯
Ω
㊤
鴇
オ
巴
〉
窪
㊦
蕊
・

　
鳶
的
一
〇
ρ
一
㊤
。
。
曾
℃
℃
」
Q
。
切
占
。
。
①
．
ロ
ー
ズ
は
有
力
者
の
政
治
的
基
盤
と
し
て
デ

　
ー
モ
ス
が
も
つ
意
味
を
多
角
的
に
論
じ
、
そ
の
観
点
か
ら
テ
ス
モ
フ
ォ
リ
ア
祭
に

　
お
け
る
彼
ら
の
費
用
負
担
に
つ
い
て
触
れ
る
。

③
岩
田
拓
郎
「
ア
テ
ナ
イ
人
の
「
戸
籍
登
録
」
に
就
い
て
」
『
西
洋
古
典
学
研
究
臨

　
一
〇
、
一
九
六
二
年
、
六
下
ー
七
二
頁
。

④
伊
藤
野
夫
「
古
典
期
ア
テ
ネ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
ー
そ
の
入
籍
規
定
を
め
ぐ
っ
て

　
一
」
『
法
湖
史
研
究
隔
三
一
、
一
九
八
二
年
、
三
五
一
六
〇
頁
。

⑥
入
籍
年
齢
と
女
子
入
籍
の
存
否
が
中
心
的
論
点
を
な
す
。
註
④
所
掲
拙
稿
参
照
。

⑥
ρ
乏
．
旨
国
＝
o
漕
O
暑
無
ミ
b
題
撃
§
ミ
鼠
ミ
暑
¶
日
。
δ
馨
p
ド
O
O
鮒
｝
．
ω
◆

　
摩
⇔
…
b
§
恥
勺
。
N
ミ
h
ミ
O
風
袋
ミ
毬
欺
§
＆
箆
ミ
ミ
き
落
馬
ミ
＆
o
り
選
書
峯

　
H
り
謡
い
到
o
Q
δ
窯
Φ
昌
b
紺
碧
馬
δ
・
§
箆
ミ
ぎ
切
§
ミ
概
帖
偽
計
ミ
器
喜
嚇
．
ミ
§
恥

　
ミ
鼠
無
ミ
ミ
些
些
茸
0
9
謬
口
O
Q
。
b
p
引
戸
○
ω
9
ヨ
P
b
§
周
。
勲
§
馬
b
蹄
8
竃
曙
ミ

　
9
紅
絵
昏
ミ
」
ミ
ミ
9
9
彰
ぴ
諜
£
ρ
6
0
。
α
…
σ
■
第
三
峠
免
μ
8
9
↓
書
b
§
駕
砺
＆

　
這
ミ
ミ
”
団
O
％
＼
N
ー
ミ
・
N
団
O
釦
O
曾
勺
鼠
謬
o
o
8
ジ
お
◎
。
9
　
ア
テ
ネ
以
外
に
つ
い
て
も
、

　
比
較
の
意
味
で
、
例
え
ば
客
男
．
冒
器
。
。
、
6
び
。
Ω
〈
答
9
σ
q
ρ
鉱
鎚
鉱
8
0
h

　
O
o
尻
営
誉
●
↓
諏
き
臥
一
一
9
H
㊤
◎
。
O
㌧
℃
℃
・
一
〇
一
点
㊤
ω
嚇
レ
自
。
℃
盈
二
目
仲
㌧
〉
魯
9
0
の
忠



古典期アテネのフラトリア（便藤）

　
蜜
一
一
Φ
酔
一
“
↓
艮
σ
嵩
ω
①
け
鳥
①
ヨ
①
ω
一
月
前
尿
ζ
n
一
①
嵩
c
o
●
旨
惑
瞬
．
簿
、
畔
へ
δ
隔
一
㊤
Q
Q
ρ
℃
℃
．
一
I

　
H
Q
。
’
の
加
押
き
諸
論
L
又
を
参
照
。

⑦
　
哨
．
じ
d
o
β
護
ざ
仲
、
淘
ミ
ぎ
§
ぎ
吻
忠
ミ
討
謡
ミ
震
薫
S
“
偽
ミ
N
含
．
幅
ミ
織
恥
翫
．
ミ
乳
ミ
篭

　
恥
O
ミ
a
む
氣
ミ
魯
鼠
ミ
ミ
罵
．
㌔
駄
適
Q
銚
馬
顔
犠
§
詠
犠
画
禽
鳶
ミ
鳥
ミ
分
目
楠
ミ
・
b
つ
く
O
『
■
勺
四
ユ
G
陰
㌧

　
樋
O
刈
⑦
甲
O
．
閃
。
鐸
ω
。
。
o
r
肩
畿
占
い
象
鼠
載
．
幡
旨
晒
§
二
丁
ミ
口
羽
o
q
き
爵
疇
窃
8
鼠
§
裳

　
駄
窺
謡
q
鳶
軌
翫
載
肋
恥
§
鳥
鶯
ミ
恥
§
．
い
疑
愚
O
鶯
ミ
恥
黛
着
電
斜
爵
N
．
罵
ミ
偽
ミ
門
出
ミ
ミ
■
℃
勲
ほ
ω
、

　
一
〇
♂
．

⑧
罫
説
曾
母
r
劉
。
信
。
・
罎
＃
o
粉
き
ヨ
ω
畠
。
喜
冨
践
。
ω
碧
α
Q
博
。
毒
。
ω
．
切
9
嚥

　
一
〇
ρ
H
㊤
◎
o
㌍
℃
℃
．
O
H
一
一
α
一
し
Q
…
α
O
■
”
勺
げ
巴
P
鐸
。
δ
Q
口
O
け
舎
（
O
銀
着
》
鳥
り
〉
桟
σ
q
O
G
o
’
し
u
G
幾

　
昌
O
『
”
一
¢
G
◎
G
◎
℃
娼
娼
。
b
二
①
O
I
い
。
刈
α
…
（
δ
こ
諏
℃
脱
。
℃
o
ω
伽
0
6
陰
ω
自
σ
缶
く
富
δ
類
。
。
畠
⑦
冨

　
唱
O
℃
口
｝
ρ
銘
O
⇔
P
円
σ
駿
ぼ
ロ
”
Φ
．
切
O
蔑
一
〇
P
固
O
O
◎
伊
℃
ワ
G
Q
藤
㎝
一
Q
Q
㎝
躯
い
℃
■
O
げ
心
内
p
㊦
娼
％
㌧

　
ω
賃
弓
ρ
郎
9
ρ
ρ
O
o
ロ
ー
ロ
ω
O
江
℃
氏
O
昌
。
陰
α
噛
〉
同
σ
q
O
ω
・
　
累
O
酵
O
ω
ρ
α
血
津
一
〇
嵩
O
＝
①
ω
幽
艶
G
霞

　
一
〇
8
H
㊤
Q
Q
Q
Q
㌧
唱
℃
．
卜
昌
Φ
ω
1
卜
⇒
①
画
回
忌
O
こ
勺
ず
吋
P
貯
溶
頓
①
汁
一
（
O
諺
P
一
〇
、
〉
「
σ
q
O
ω
●
　
b
コ
O
窺

　
μ
O
◎
o
層
H
O
Q
o
倉
　
℃
℃
曾
N
O
“
一
入
悼
①
…
　
窯
．
ゆ
’
≦
賢
一
び
9
嵩
｝
（
b
　
O
同
①
包
（
　
H
ロ
ω
〇
二
℃
謡
O
コ
匂
◎
．

　
專
落
ミ
、
討
い
ご
一
り
○
◎
さ
δ
」
℃
や
縣
Q
◎
1
α
O
嚇
○
．
ノ
＜
■
国
㊦
ロ
鳳
O
搾
b
O
厩
餌
ロ
島
隠
O
’
＜
O
昌

　
訟
お
》
け
鑑
O
℃
H
肖
9
貯
団
O
h
銘
μ
㊦
↓
ぴ
2
．
色
面
門
島
弧
巴
e
專
愚
筆
嵐
鶏
α
b
う
b
H
り
Q
Q
ρ
．
郊
℃
。

　
鱒
Φ
O
一
ω
O
b
o
一
瞬
O
こ
U
O
旨
〇
二
〇
一
臨
α
9
一
図
．
①
＜
冨
犀
0
9
＞
勺
P
℃
①
困
℃
増
⑦
こ
。
Φ
一
洋
Φ
0
9
け
悼
ご
¢

　
U
⑦
O
①
讐
ぴ
⑦
貝
一
昌
Φ
O
甑
コ
σ
q
ω
O
h
け
ぴ
O
㌧
ゴ
冨
O
鼠
O
ρ
昌
勺
ぴ
躍
O
δ
σ
Q
一
〇
二
一
＞
o
◎
G
o
O
9
ρ
鼠
O
P
一
づ

　
一
〇
。
。
日
（
桜
井
万
里
子
氏
の
手
を
経
て
報
告
草
稿
を
入
手
、
一
読
す
る
こ
と
を
得
た
。

　
桜
井
残
な
ら
び
に
筆
者
の
質
問
に
応
じ
下
記
の
博
士
論
文
の
存
在
に
注
意
を
促
し

　
た
う
え
複
製
を
許
可
さ
れ
た
へ
ド
リ
ッ
ク
氏
の
お
二
人
に
謝
意
を
表
す
る
）
嚇
鳥
。
こ

　
§
価
臥
慧
貯
㌔
壽
ミ
驚
黛
．
∪
貯
ω
’
》
O
謹
ρ
ω
囑
一
く
㊤
ロ
一
勲
一
㊤
Q
o
躰
嚇
畠
O
二
月
7
0
↓
財
嘱
鑓
巴
銘
碧
μ

　
娼
げ
同
P
葺
ざ
導
憩
ミ
．
旨
α
8
一
㊤
Q
◎
Q
Q
㌧
℃
℃
．
Q
o
一
l
Q
O
窃
噛
ω
「
Ω
．
O
O
δ
憎
8
ぴ
Φ
ω
0
9
巴

　
門
口
昌
O
げ
一
〇
口
　
O
h
　
ロ
一
酔
鎧
9
一
ω
　
O
h
　
レ
自
齢
叶
＝
畦
届
け
一
〇
昌
”
　
日
『
⑦
　
囚
O
昌
醜
O
一
〇
昌
　
餌
昌
α
　
二
μ
⑦

　
》
噌
搾
控
貧
P
N
㌔
肉
伊
μ
ド
⑩
○
◎
蒔
》
唱
即
昏
。
ω
ω
一
爬
み
A
い
窓
岬
O
O
一
々
①
夢
、
U
O
p
伊
ひ
停
乙
。
、
9
β
α

　
》
㊧
ぴ
。
二
二
回
　
℃
ぴ
槻
暮
口
ω
o
。
．
　
G
◎
　
Q
o
α
　
（
累
．
ω
．
）
吻
．
一
り
Q
Q
9
　
℃
℃
。
㊤
占
ω
㎞
鎮
．
〉
■

　
殉
一
〇
ノ
〈
O
び
　
H
O
　
H
囲
の
　
b
o
Q
Q
蒔
蒔
　
㊤
雷
二
　
鈴
同
O
　
ω
h
凶
φ
　
O
h
　
℃
ン
「
9
種
話
Φ
ω
　
一
欝
　
〇
一
ρ
ω
し
陰
一
〇
P
一

　
〉
ゆ
7
①
β
ω
．
6
の
　
ω
α
　
（
ぼ
。
ψ
）
㌔
μ
㊤
Q
Q
9
唱
ワ
　
N
ω
D
o
一
三
。
ω
q
…
い
「
冨
π
○
ド
g
ω
匠
一
昌
P

　
℃
『
目
斜
育
冤
匿
コ
ユ
O
冨
⇔
疑
り
句
O
β
蒜
げ
O
O
ロ
け
霞
鴨
侵
〉
二
日
9
窃
■
　
§
N
一
㊤
○
◎
Q
◎
”
Z
ρ

§
ら
唱
．
ω
㊤
由
（
曽
讐
。
・
｝
・
ω
琶
暴
ぎ
や
α
・
。
y
な
お
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ド
大

学
．
の
？
穿
ス
．
教
授
の
霊
示
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
七
年
九
月
現
在
、
同
大
学
に

　
お
い
て
、
学
位
請
求
論
文
ω
■
U
●
い
雪
山
興
ρ
目
δ
H
o
巳
騨
嵩
勺
7
≦
o
白
鳥

　
蒙
肖
三
婆
ぎ
〉
門
魯
巴
。
ぎ
島
O
げ
。
，
。
。
8
巴
〉
夢
魯
・
、
・
を
審
査
中
の
由
で
、
こ
こ

　
に
も
フ
ラ
ト
リ
ア
が
研
究
対
象
と
し
て
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
纂
実
を
読
み
と
る
こ

　
と
が
で
き
よ
う
。

⑨
　
註
⑧
所
掲
の
ρ
≦
e
隣
①
α
昌
。
ぎ
U
⑦
旨
O
賦
O
昌
置
鉱
強
く
一
ω
津
9
…
二
〇
．
㌧
§
馬

　
」
ミ
“
℃
ミ
ミ
曙
の
一
一
篇
。
筆
者
宛
の
私
信
に
よ
れ
ば
、
角
顔
は
、
お
そ
ら
く
こ

　
の
こ
篇
を
基
に
、
さ
ら
に
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
準
備
中
と
言
う
。

⑩
　
上
記
二
篇
の
ヶ
ち
§
馬
鼠
ミ
q
㌧
鳶
ミ
馬
蓬
は
、
表
題
の
示
す
通
り
、
　
ア
テ
ネ

　
の
フ
ラ
ト
リ
ア
を
め
ぐ
る
諸
間
題
の
包
括
的
研
究
た
る
こ
と
を
目
指
す
が
、
こ
の

　
論
孜
で
も
燈
的
に
本
論
の
半
ば
を
越
え
、
離
実
ま
た
注
議
す
べ
き
成
果
を
収
め
て

　
い
る
と
見
ら
れ
る
の
は
、
全
五
章
中
、
H
O
囲
唱
お
鵯
に
か
か
わ
る
三
章
で
あ
る
。

＠
口
巴
膏
ぎ
U
①
ヨ
。
け
ご
撃
高
一
器
三
。
。
箒
葺
α
o
こ
§
恥
鼠
ミ
“
竈
ミ
養
O
冨
や

　
G
Q
。

⑫
本
稿
第
三
篤
参
照
。

⑬
　
第
二
自
註
⑲
参
照
。

（681）5



二

議
論
に
入
る
前
に
、
当
面
の
考
察
対
象
で
あ
る
H
O
H
憶
お
ω
圃
の
全
文
試
訳
を
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

（
A
）
裏
（
B
）
両
面
に
計
四
つ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
総
会
の
決
定
が
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
前
四
世
紀
の
ア
ッ
テ
ィ
カ
碑
文
に
は
、
表

6　（682）

A
　
　
（
供
犠
に
お
け
る
神
官
役
得
分
に
つ
い
て
の
規
定
）

ー
ゼ
ウ
ス
・
フ
ラ
ト
リ
オ
ス
（
に
捧
げ
る
碑
）
。
神
官
、
エ
ウ
フ
ァ
ン
テ
ィ
デ
ス
の
子
テ
オ
ド
ロ
ス
が
碑
を
刻
み
、
か
つ
建
立
せ
り
。
神
官
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

役
得
分
と
し
て
下
記
の
物
を
与
う
べ
し
。

　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

5
メ
イ
オ
ン
か
ら
は
、
（
犠
牲
獣
の
）
肉
付
き
の
大
腿
骨
と
肋
骨
、
耳
な
ら
び
に
銀
貨
三
オ
ボ
ロ
ス
。
ク
ー
レ
イ
オ
ン
か
ら
は
肉
付
き
の
大
腿
骨

と
肋
骨
、
耳
、
一
コ
イ
ニ
ク
ス
の
粉
か
ら
作
ら
れ
た
焼
菓
子
、
半
ク
ー
ス
の
葡
萄
酒
な
ら
び
に
銀
貨
一
ド
ラ
ク
マ
（
を
与
う
べ
し
）
。

　
　
　
（
入
籍
に
関
す
る
第
一
決
議
）

フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
た
ち
は
以
下
の
事
を
決
議
せ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

鐙
フ
ォ
ル
ミ
オ
ン
が
ア
テ
ナ
イ
の
筆
頭
ア
ル
コ
ン
、
オ
イ
オ
ソ
区
の
パ
ン
タ
ク
レ
ス
が
フ
ラ
ト
リ
ア
の
長
な
り
し
年
に
。
ヒ
エ
ロ
ク
レ
ス
提
議

す
。
未
だ
、
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
の
法
に
則
り
入
籍
資
格
審
査
（
を
牽
く
べ
き
と
こ
ろ
、
そ
れ
）
を
経
た
る
こ
と
な
き
人
々
を
、

1
5
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
た
ち
は
直
ち
に
審
査
す
べ
し
ー
ゼ
ゥ
ス
・
フ
ラ
ト
リ
オ
ス
に
か
け
て
（
正
し
き
審
査
を
な
す
こ
と
を
）
誓
い
、
祭
壇
よ
り

投
票
の
た
め
の
小
石
を
取
り
て
。
（
本
来
）
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
に
非
ず
し
て
（
家
父
に
よ
り
成
員
仲
闘
に
）
紹
介
さ
れ
（
名
簿
に
登
録
さ
れ
）
た
と
み
な

さ
れ
し
者
の
名
を
、

20

_
官
と
フ
ラ
ト
リ
ア
の
長
と
は
、
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
の
許
（
文
書
保
管
所
）
に
あ
る
名
簿
と
そ
の
写
し
か
ら
削
除
す
べ
し
。
審
査
に
基

づ
き
名
簿
よ
り
削
除
さ
れ
た
る
者
を
（
か
つ
て
フ
ラ
ト
リ
ア
に
）
紹
介
せ
し
（
家
父
）
は
、
一
〇
〇
ド
ラ
ク
マ
の
罰
金
を
負
う
べ
く
、
そ
は
ゼ
ウ
ス
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・
フ
ラ
ト
リ
オ
ス
の
聖
財
た
る
べ
し
。
こ
の
貨
幣
は

2
3
神
官
と
フ
ラ
ト
リ
ア
の
長
と
が
徴
収
す
べ
し
。
然
ら
ざ
れ
ぼ
、
彼
ら
自
身
が
（
そ
の
額
を
）
負
う
も
の
と
す
。
（
入
籍
の
た
め
の
）
資
格
審
査
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

爾
今
（
一
人
門
々
の
入
籍
候
補
者
に
つ
い
て
）
ク
ー
レ
イ
オ
ン
（
の
供
犠
）
を
執
り
行
い
し
翌
年
、
ア
パ
ト
ゥ
ー
リ
ア
祭
の
ク
ー
レ
ォ
…
テ
ィ
ス
の
日

に
行
わ
る
べ
き
こ
と
。
（
フ
ラ
ト
リ
ァ
成
員
は
）
祭
壇
よ
り
投
票
の
た
め
の
小
石
を
取
り
票
決
に
加
わ
る
べ
し
。

3
0
（
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
が
）
投
票
に
よ
り
入
籍
を
認
め
ざ
る
者
の
う
ち
、
も
し
何
人
か
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
に
上
訴
せ
ん
と
欲
す
る
者
あ
ら

ば
、
そ
の
者
は
上
訴
す
る
こ
と
を
得
。
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
の
オ
イ
コ
ス
は
、
彼
ら
（
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
）
に
加
え
、
共
同
審
決
人
と
し
て

三
〇
歳
以
上
の
成
年
男
子
（
成
員
）
五
人
を
（
自
ら
の
中
か
ら
）
選
ぶ
こ
と
。
彼
ら
に
対
し

3
5
フ
ラ
ト
リ
ア
の
長
と
神
官
と
は
（
以
下
の
こ
と
を
）
装
わ
す
べ
し
。
最
も
正
し
き
審
決
を
な
し
、
　
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
（
た
る
の
資
格
を
有
す
る
）

に
非
ざ
る
者
が
フ
ラ
ト
リ
ア
の
一
員
た
る
を
許
さ
ず
、
と
。
上
訴
せ
る
者
の
う
ち
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
…
ニ
ダ
イ
が
入
籍
否
認
の
審
決
を
下
し
た
る

者
は
、
一
〇
〇
〇
ド
ク
ラ
マ
の
罰
金
を
負
う
べ
く
、

4
0
そ
は
ゼ
ウ
ス
・
フ
ラ
ト
リ
オ
ス
の
聖
財
た
る
べ
し
。
こ
の
貨
幣
は
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
の
オ
イ
コ
ス
の
神
宮
が
微
幸
す
べ
し
。
然
ら
ざ
れ
ば
、

彼
自
身
が
（
そ
の
額
を
）
負
う
べ
き
も
の
と
す
。
そ
の
こ
と
を
希
望
す
れ
ば
他
の
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
も
、
（
フ
ラ
ト
リ
ァ
の
）
共
同
の
財
庫
の
た
め

に
（
右
の
罰
金
を
）
微
収
す
る
こ
と
を
得
。

45

ﾈ
上
の
こ
と
ど
も
は
、
フ
ォ
ル
ミ
オ
ン
が
（
ア
テ
ネ
国
家
の
筆
頭
）
ア
ル
コ
ソ
の
年
よ
り
有
効
た
る
べ
き
こ
と
。
ブ
ラ
ト
リ
ア
の
長
は
、
資
格

審
査
を
要
す
る
人
々
に
つ
い
て
毎
年
、
投
票
の
手
続
を
と
る
こ
と
。
投
票
の
手
続
を
と
ら
ぬ
場
合
、
彼
は
五
〇
〇
ド
ラ
ク
マ
の
罰
金
を
負
う
べ

く
、
そ
は
ゼ
ウ
ス
・
フ
ラ
ト
リ
オ
ス
の
聖
財
た
る
べ
し
。

50

_
官
も
し
く
は
そ
の
こ
と
を
希
望
す
る
他
の
者
（
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
）
が
右
の
貨
幣
を
［
（
フ
ラ
ト
リ
ァ
の
）
共
同
の
財
庫
の
た
め
に
】
徴
収
す

べ
し
。
爾
今
、
［
メ
イ
ナ
ン
と
ク
ー
レ
イ
オ
ン
（
の
た
め
の
犠
牲
獣
）
】
は
デ
ケ
レ
イ
ア
［
所
在
の
祭
壇
］
へ
と
運
ぶ
べ
し
。
　
［
も
し
嗣
（
フ
ラ
ト
リ

ア
の
長
が
）
祭
壇
に
て
【
供
犠
を
行
わ
ざ
る
】
場
合
に
は
、

7　（683）



55

ﾞ
は
［
五
〇
］
ド
ラ
ク
マ
の
罰
金
を
負
う
べ
く
、
　
【
そ
は
ゼ
ウ
ス
・
フ
ラ
ト
リ
オ
ス
の
］
聖
財
た
る
べ
し
。
神
官
が
［
こ
の
貨
幣
を
日
徴
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

す
べ
し
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
彼
自
身
が
（
そ
の
額
を
）
負
う
べ
し
。
［
但
し
、
疫
病
あ
る
い
は
戦
い
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
に
非
ず
。
］

B
　
右
の
何
れ
か
（
の
災
厄
）
が
（
デ
ケ
レ
ィ
ア
の
祭
壇
で
の
供
犠
を
）
妨
げ
た
る
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

6
0
神
官
が
公
示
せ
る
場
所
で
メ
イ
オ
ン
と
ク
ー
レ
イ
オ
ン
と
を
執
り
行
う
べ
し
。
（
神
官
は
、
）
ド
ル
ピ
ア
の
日
の
五
日
前
に
、
一
ス
ピ
タ
メ
ー
を

越
え
ざ
る
幅
の
白
板
に
（
上
記
の
場
所
を
）
公
示
す
べ
し
l
l
中
心
市
の
う
ち
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
（
の
人
々
）
が
屡
々
赴
く
と
こ
ろ
に
（
公
示
す
べ
し
）
。

6
5
こ
の
決
議
と
神
官
の
（
供
犠
に
際
し
て
の
）
役
得
分
（
に
関
す
る
規
定
）
と
を
、
神
官
は
自
ら
の
費
え
に
て
碑
に
記
し
、
デ
ケ
レ
イ
ア
所
在
の
祭

壇
の
前
に
之
を
建
つ
べ
し
。

　
　
（
入
籍
に
関
す
る
第
二
決
議
）

ニ
コ
デ
ー
モ
ス
提
議
す
。
（
次
な
る
決
議
で
定
め
ら
れ
る
以
外
の
）
他
の
こ
と
ど
も
は
、
以
前
に
成
立
せ
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

70

q
た
ち
の
紹
介
と
資
格
審
査
と
に
関
し
て
定
め
ち
れ
た
る
諸
決
議
に
よ
る
こ
と
と
す
。
予
備
審
査
の
た
め
に
（
差
し
出
す
よ
う
、
先
の
決
議
で
）

　
　
　
　
　
⑫

命
ぜ
ら
れ
た
る
三
人
の
証
人
を
（
家
父
は
）
彼
自
身
の
属
す
る
テ
ィ
ァ
ソ
ス
の
成
員
た
ち
の
中
か
ら
差
し
出
す
べ
し
。
証
人
た
ち
は
尋
ね
ら
れ
る

こ
と
ど
も
に
つ
い
て
証
言
し
、
ゼ
ウ
ス
・
フ
ラ
ト
リ
オ
ス
に
か
け
て
誓
う
も
の
と
す
。

75

ﾘ
人
た
ち
は
祭
壇
に
手
を
置
き
て
証
言
し
、
か
つ
誓
う
べ
し
。
上
記
テ
ィ
ア
ソ
ス
に
そ
れ
だ
け
の
（
す
な
わ
ち
三
人
ま
で
の
）
数
の
成
員
な
き

場
合
は
、
他
の
（
テ
ィ
ア
ソ
ス
を
異
に
す
る
）
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
の
中
か
ら
（
証
人
を
）
さ
し
出
す
べ
し
。
審
査
今
わ
る
る
と
き
、
フ
ラ
ト
リ
ア
の

長
は
、

80

q
た
ち
に
つ
い
て
先
ず
も
っ
て
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
全
員
に
投
票
の
機
会
を
与
え
ざ
る
こ
と
。
そ
れ
よ
り
も
先
に
紹
介
さ
れ
る
子
の
（
属
す
べ

き
）
テ
ィ
ア
ソ
ス
の
成
員
が
秘
密
裡
に
祭
壇
か
ら
投
票
の
た
め
の
小
石
を
取
り
て
票
決
す
べ
し
。
彼
ら
の
票
を

8
5
総
会
に
出
席
せ
る
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
全
員
の
面
前
に
て
フ
ラ
ト
リ
ア
の
長
は
数
え
上
げ
、
票
決
の
結
果
の
如
何
を
告
げ
る
べ
し
。
テ
ィ
ア
ソ

ス
成
員
が
（
入
籍
候
補
者
は
）
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
な
り
と
票
決
し
た
る
の
ち
、
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9
0
他
の
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
た
ち
が
入
籍
捧
否
の
決
定
を
下
し
た
る
場
合
は
、
（
当
該
）
テ
ィ
ア
ソ
ス
の
成
員
は
一
〇
〇
ド
ラ
ク
マ
の
罰
金
を
負
う

べ
し
。
そ
は
ゼ
ウ
ス
・
フ
ラ
ト
リ
オ
ス
の
聖
財
た
る
べ
し
。
倶
し
、
テ
ィ
ア
ソ
ス
成
員
の
う
ち
、
資
格
審
査
に
お
い
て
（
入
籍
候
補
者
を
）
非
難

し
、
（
彼
の
入
籍
に
）
反
対
せ
る
こ
と
明
ら
か
な
る
者
は
、
そ
の
限
り
に
非
ず
。
も
し

9
5
テ
ィ
ア
ソ
ス
成
員
が
入
籍
拒
否
の
票
決
を
な
し
、
紹
介
者
（
家
父
）
が
（
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
）
全
員
に
上
訴
し
、
か
つ
（
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
）
全
員
が

（
入
籍
候
補
者
は
）
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
な
り
と
決
し
た
る
場
合
は
、
（
入
籍
候
補
者
は
）
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
名
簿
に
登
録
さ
る
べ
し
。
（
フ
ラ
ト
リ
ァ
成

員
）
全
員
が
入
籍
拒
否
の
票
決
を
な
せ
る
場
合
は
、
（
上
訴
せ
る
紹
介
者
は
）
一
〇
〇
ド
ラ
ク
マ
の
罰
金
を
負
う
べ
く
、

m
そ
は
ゼ
ウ
ス
・
フ
ラ
ト
リ
ナ
ス
の
聖
財
た
る
べ
し
。
も
し
テ
ィ
ア
ソ
ス
成
員
が
入
籍
拒
否
の
票
決
を
な
し
、
（
紹
介
者
が
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
）
全

員
に
上
訴
せ
ざ
る
場
合
は
、
テ
ィ
ア
ソ
ス
成
員
の
入
籍
拒
否
の
票
決
が
有
効
た
る
べ
し
。
テ
ィ
ア
ソ
ス
成
員
は
、
他
の
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
と
と

も
に
投
票
す
べ
か
ら
ず

獅
彼
ら
自
身
の
テ
ィ
ア
ソ
ス
出
身
の
子
た
ち
（
の
入
籍
）
に
つ
い
て
。
こ
の
決
議
を
神
宮
は
碑
に
書
き
加
う
べ
し
。
子
た
ち
の
紹
介
に
際
し
て
の

証
人
た
ち
の
誓
い
。
私
は
証
言
す
。
（
家
父
が
）
紹
介
す
る
こ
の
男
子
は

m
嫡
妻
か
ら
生
れ
た
彼
自
身
の
嫡
出
の
息
子
な
り
、
と
。
そ
は
ゼ
ウ
ス
・
フ
ラ
ト
リ
オ
ス
に
か
け
て
真
実
な
り
。
私
に
し
て
、
も
し
正
し
き
誓

い
を
な
さ
ば
、
多
く
の
良
き
こ
と
が
、
ま
た
偽
り
の
誓
い
を
な
さ
ぼ
、
逆
の
こ
と
ど
も
が
身
に
生
ず
べ
し
。

　
　
（
入
籍
に
関
す
る
第
三
決
議
）

メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
提
議
す
。
子
た
ち
の
紹
介
に
つ
い
て
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
た
ち
は
以
下
の
如
く
決
議
せ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

螂
他
の
こ
と
ど
も
に
つ
い
て
は
以
前
の
諸
決
議
に
同
じ
。
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
た
ち
が
紹
介
さ
る
る
予
定
の
子
た
ち
（
の
名
）
を
知
る
た
め
に
、
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ー
レ
イ
オ
ン
を
執
り
行
う
年
の
前
年
に
（
子
の
）
名
を
、
父
と
そ
の
所
属
デ
！
モ
ス
の
名
、

伽
母
と
そ
の
父
お
よ
び
（
こ
の
外
祖
父
の
）
所
属
デ
ー
モ
ス
の
名
を
添
え
て
フ
ラ
ト
リ
ア
の
長
に
届
出
づ
べ
し
。
フ
ラ
ト
リ
ア
の
長
は
、
【
（
家
父

が
）
届
出
で
し
の
ち
、
一
（
そ
の
子
た
ち
の
名
を
）
記
し
、
［
デ
ケ
】
レ
イ
エ
イ
ス
（
の
人
々
）
が
屡
々
赴
く
［
場
所
に
公
示
す
べ
し
。
神
官
も
ま
た
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白
］
板
に
録
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

螂
レ
ー
ト
ー
の
【
神
域
】

に
之
を
公
恭
す
べ
し
。
［
神
官
は
】

フ
ラ

　
　
　
　
　
⑯

【
ト
リ
ア
の
決
議
を
］

碑
に
【
記
す
べ
し
。
］

10　（686）

　
見
ら
れ
る
通
り
、
本
碑
文
は
全
＝
一
六
行
で
、
あ
る
フ
ラ
ト
リ
ア
に
か
か
わ
る
四
つ
の
規
定
、
す
な
わ
ち
供
犠
に
際
し
て
の
神
官
役
得
分
に

つ
い
て
の
規
定
と
入
籍
審
査
に
関
す
る
三
つ
の
成
員
総
会
決
議
と
を
A
・
B
両
面
に
逐
一
刻
す
る
。
四
つ
の
規
定
の
成
立
は
、
入
籍
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

第
二
決
議
ま
で
が
前
四
世
紀
前
半
の
早
い
時
期
、
第
三
決
議
は
遅
れ
て
同
世
紀
中
葉
と
見
ら
れ
る
。

　
年
代
に
つ
い
て
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
第
一
決
議
の
成
立
時
期
が
第
九
i
一
一
行
の
同
決
議
頭
書
の
一
部
に
よ
っ
て
前
三
九
六
年
と
確
定
し

　
　
　
　
　
　
⑱

う
る
こ
と
で
あ
る
。
碑
文
全
体
の
構
成
を
眺
め
る
と
、
入
籍
審
査
の
風
蘭
を
定
め
る
第
一
・
第
二
決
議
が
そ
の
実
質
を
形
造
る
こ
と
は
一
目
瞭

然
で
あ
る
が
、
な
か
ん
づ
く
第
一
決
議
は
現
存
ブ
ラ
ト
リ
ア
成
員
名
簿
の
点
検
と
以
後
の
入
籍
手
続
と
を
規
定
し
て
、
碑
文
全
体
の
中
核
を
成

⑲す
。
第
一
決
議
の
背
後
に
は
フ
ラ
ト
リ
ア
の
成
員
構
成
の
現
状
に
対
す
る
重
大
な
危
惧
の
念
が
伏
在
し
、
そ
れ
が
一
連
の
詳
細
な
入
籍
規
定
を

生
む
原
動
力
を
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
第
一
決
議
に
つ
い
て
成
立
年
代
が
明
確
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
碑
文
内
容
へ
の
立
ち
入

っ
た
理
解
の
上
に
少
か
ら
ず
役
立
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
前
三
九
六
年
と
い
う
年
が
第
一
決
議
に
関
し
て
も
つ
意
味
に
つ
い
て
は
、
ト
ム
ソ
ン
の
精
細
な
推
論
が
あ
る
。
そ
の
根
本
は
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ

ス
戦
争
に
よ
る
ア
テ
ネ
の
社
会
的
混
乱
と
そ
の
一
結
果
と
し
て
の
フ
ラ
ト
リ
ア
入
籍
審
査
の
不
行
届
き
を
、
名
簿
の
点
検
と
不
適
格
者
の
除
籍

と
い
う
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
処
置
の
要
因
と
見
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
開
戦
に
際
し
て
の
籠
城
に
よ
り
市
民
の
問
に
伝
統
的
な
生
活
様
式
か
ら
の

離
脱
の
風
が
拡
が
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
市
民
・
外
人
を
問
わ
ぬ
婚
姻
外
同
棲
が
増
大
し
た
。
そ
こ
か
ら
生
ず
る
の
は
、
両
親
と
も
に
ア
テ
ネ
人

に
し
て
且
つ
正
規
の
婚
姻
の
結
果
出
生
せ
る
子
と
い
う
フ
ラ
ト
リ
ア
入
籍
の
法
的
条
件
を
充
た
し
え
ぬ
老
の
増
加
で
あ
っ
た
。
ア
ル
キ
ダ
モ
ス

戦
争
期
（
前
四
三
一
－
四
二
一
年
）
に
生
れ
た
子
は
、
デ
ケ
レ
イ
ア
戦
争
期
（
前
四
；
一
－
四
〇
四
年
）
に
ほ
ぼ
成
年
に
達
し
、
フ
ラ
ト
リ
ア
入
籍
の

　
　
　
　
　
　
⑳

時
期
を
迎
え
た
が
、
問
題
多
き
こ
の
年
齢
層
の
入
籍
資
格
審
査
に
当
っ
て
は
、
彼
ら
の
出
生
に
関
す
る
証
人
た
る
べ
き
親
族
・
知
人
の
多
く
が



開
戦
当
初
の
悪
疫
や
シ
シ
リ
…
遠
征
の
失
敗
な
ど
に
よ
っ
て
既
に
世
を
去
っ
て
お
り
、
そ
の
う
え
少
か
ら
ぬ
人
々
が
国
外
の
戦
場
に
あ
っ
て
、

入
籍
候
補
者
に
対
す
る
フ
ラ
ト
リ
ア
の
資
格
判
定
能
力
は
著
し
く
低
下
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
の
審
査
不
備
が
戦
後
八
年
を
経
過
し
た
時
点
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
成
員
名
簿
見
直
し
へ
の
発
条
と
な
っ
た
、
と
す
る
の
が
ト
ム
ソ
ン
の
推
論
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
ト
ム
ソ
ン
の
推
測
は
、
お
そ
ら
く
当
っ
て
い
る
。
そ
の
祭
壇
の
所
在
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
デ
ケ
レ
イ
ア
戦
争
期
に
ス
パ
ル
タ
軍
の
恒
常

的
駐
留
地
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
戦
禍
著
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
ア
ッ
テ
ィ
カ
東
北
部
の
一
デ
ー
モ
ス
、
デ
ケ
レ
イ
ア
に
成
員
団
結
の
中
心
が
あ

っ
た
こ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
に
お
い
て
は
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
終
結
後
、
な
お
し
ぼ
ら
く
の
間
は
フ
ラ
ト
リ
ア
と
し
て
の
再
建
に
困
難
が
伴
い
、

入
籍
審
査
に
も
幾
多
の
問
題
が
存
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
戦
後
八
年
と
い
う
時
間
的
経
過
は
、
漸
く
に
し
て
彼
ら
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
の
問
に

秩
序
圓
復
へ
の
強
い
志
向
を
生
ぜ
し
め
る
ほ
ど
の
、
経
済
的
な
ら
び
に
心
理
的
安
定
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
出
生
に

お
い
て
法
制
上
の
条
件
を
充
た
し
て
い
な
い
人
々
を
除
籍
し
、
且
つ
爾
後
に
お
け
る
入
籍
審
査
の
た
め
の
準
則
を
改
め
て
定
め
よ
う
と
の
機
運

が
こ
の
階
期
に
生
じ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
な
い
。
第
一
決
議
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
に
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

古典期アテネのフラトリア（伊藤）

①
　
本
碑
文
を
収
録
す
る
も
の
と
し
て
、
他
に
昌
目
㌧
客
。
’
×
図
囲
×
…
ω
H
O
。
。
り
b
。
一
叫

　
呂
①
血
凱
。
ぎ
§
改
革
ミ
“
、
壽
§
馬
鳶
9
Ω
茜
㍗
一
．
訳
文
中
（
　
）
を
付
し
た
部
分
は

　
文
意
を
通
す
た
め
筆
者
が
補
っ
た
も
の
。
　
［
］
は
テ
ク
ス
ト
自
体
の
補
い
を
示

　
す
。
原
文
と
の
照
合
の
便
を
考
慮
し
て
、
行
数
を
訳
文
の
上
部
に
適
宜
記
し
た
。

　
訳
文
は
五
行
毎
に
原
文
に
即
し
て
改
行
す
る
よ
う
に
努
め
た
が
、
必
ず
し
も
成
功

　
し
て
い
な
い
。

　
　
古
代
ギ
リ
シ
ア
社
会
史
研
究
の
史
料
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
、
議
論
喧
し

　
い
本
碑
文
は
、
碑
文
学
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
極
め
て
特
異
な
扱
い
を
受
け
て
来
た

　
と
言
っ
て
よ
い
。
一
八
八
三
年
、
古
代
デ
ケ
レ
イ
ア
の
故
地
（
近
代
地
名
タ
ト
イ
）

　
に
在
っ
た
ギ
リ
シ
ア
国
王
王
領
地
で
発
掘
さ
れ
て
以
来
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
こ

　
の
碑
文
は
旧
王
室
財
産
と
し
て
秘
蔵
さ
れ
、
公
開
さ
れ
て
い
な
い
。
H
Ω
踏
・
。
旨
。
。
『

　
を
始
め
と
す
る
上
記
刊
本
テ
ク
ス
ト
は
、
何
れ
も
発
見
晴
に
公
に
さ
れ
た
写
し

（
筆
写
と
ω
ρ
器
。
N
。
）
に
拠
っ
て
い
る
。
　
ヘ
ド
リ
ヅ
ク
の
新
研
究
が
発
見
以
来
一

〇
〇
年
を
経
て
初
め
て
碑
の
実
見
に
基
づ
く
議
論
を
展
開
す
る
が
、
但
し
発
見
当

時
の
碑
の
伝
存
状
況
が
良
か
っ
た
こ
と
も
与
っ
て
、
例
え
ば
H
Ω
置
・
、
匿
。
。
刈
と

口
⑦
畠
鼠
。
ぎ
§
鴨
」
ミ
q
㌧
ミ
ミ
鳶
娼
や
①
1
障
所
掲
テ
ク
ス
ト
と
の
問
に
異
同
は

殆
ど
認
め
ら
れ
ず
、
ヘ
ド
リ
ッ
ク
の
校
訂
上
の
新
発
見
は
一
個
所
に
留
ま
る
（
本

節
識
⑯
参
照
）
。
な
お
、
　
ヘ
ド
リ
ッ
ク
の
上
記
論
文
複
製
本
の
末
尾
附
載
の
本
碑

文
の
写
真
は
不
鮮
閉
で
、
実
用
に
供
し
得
な
い
。
現
在
公
に
さ
れ
て
い
る
碑
文

表
裏
両
面
の
写
真
は
、
結
句
、
目
ド
〉
・
〉
箋
ρ
巳
8
℃
o
巳
。
煽
㌧
眠
肉
群
落
」
肉
N
箆
・

〉
夢
g
ρ
お
q
Q
。
（
ω
ρ
鎧
8
N
o
）
琶
p
O
図
『
、
鼠
映
七
二
映
」
肉
映
肉
遥
肉
N
」
財
■
〉
停
2
ρ

一
〇
紹
（
碑
）
所
掲
の
各
二
葉
に
限
ら
れ
る
。
筆
者
は
、
一
九
八
七
年
九
月
、
在
ア

テ
ネ
・
ド
イ
ツ
考
古
学
研
究
所
を
通
じ
て
碑
の
実
見
を
話
望
し
た
が
、
滞
在
期
間

が
限
ら
れ
て
い
た
た
め
に
果
せ
ず
、
一
九
八
八
年
三
月
に
、
同
研
究
所
所
員
類
’
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勾
・
O
o
象
8
氏
の
尽
力
に
よ
り
、
碑
文
両
面
の
全
体
お
よ
び
部
分
の
極
め
て
鮮
明

　
な
写
莫
計
六
枚
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
氏
の
妊
意
に
深
く
感
謝
し
た
い
。

　
前
述
、
本
碑
∵
又
の
辿
っ
た
保
存
取
扱
い
L
∴
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
男
■
〆
＜
鷺
ぽ
琶
ω
o
P

　
＜
o
日
Ω
話
σ
げ
o
N
一
襲
α
o
。
。
宏
一
ド
。
伽
。
旨
。
ω
ぎ
U
①
一
δ
｝
Φ
㌶
．
』
ミ
Q
σ
ρ
δ
課
㌧
や
や

　
ミ
？
ミ
ご
瓢
a
凱
。
ぎ
§
馬
」
馬
賦
ら
㌧
鳶
ミ
馬
迷
．
℃
℃
●
堅
9
℃
噸
b
。
劇
コ
・
一
．

②
第
四
i
八
行
は
、
三
つ
の
入
籍
規
定
に
か
か
わ
る
決
議
に
先
立
つ
、
フ
ラ
ト
リ

　
ア
の
神
官
の
役
得
分
に
関
す
る
規
定
。
フ
ラ
ト
リ
ア
内
部
で
神
官
が
果
し
た
役
割
、

　
と
り
わ
け
神
官
が
こ
の
碑
の
諺
文
と
建
立
に
関
し
て
負
っ
た
責
任
に
鑑
み
、
本
来

　
の
決
議
よ
り
も
先
に
、
　
こ
の
種
の
規
定
が
刻
ま
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
　
＜
．

　
ω
9
0
0
頃
①
ジ
U
o
ヨ
。
¢
o
乱
創
僧
一
e
沁
肉
く
（
ら
8
y
お
9
葭
a
に
。
ぎ
§
馬
嵐
ミ
“

　
℃
ぎ
蕊
・
曙
．
や
悼
G
。
・

③
　
二
巴
。
P
　
フ
ラ
ト
リ
ア
入
籍
手
続
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
供
犠
の
一
種
。
ア

　
テ
ネ
市
民
の
子
女
の
幼
時
お
そ
ら
く
は
生
誕
第
　
年
に
、
家
父
に
よ
リ
フ
ラ
ト
リ

　
ア
成
員
の
前
で
捧
げ
ら
れ
た
小
規
模
な
犠
牲
。
第
㎜
節
註
④
所
掲
、
拙
稿
、
四
三

　
一
疋
四
頁
参
照
。

　
　
な
お
国
。
α
臥
9
（
》
§
馬
鼠
ミ
帯
導
ミ
W
曙
・
℃
℃
幽
ω
α
一
も
0
9
一
〇
Φ
も
同
謡
1
一
圃
b
◎
・
ヘ
ド

　
リ
ッ
ク
は
騰
㍉
建
を
窃
ミ
8
の
比
較
級
需
へ
§
よ
り
説
明
す
る
こ
と
に
異
を

　
唱
え
、
語
源
は
不
明
と
す
る
。

④
ぎ
霞
鐵
9
．
フ
ラ
ト
リ
ア
入
籍
に
際
し
、
成
員
総
会
で
の
資
格
審
査
に
先
立
っ

　
て
行
わ
れ
た
本
絡
的
な
供
儀
。
一
六
歳
に
達
し
た
男
予
に
つ
い
て
の
み
行
わ
れ
、

　
遇
過
儀
礼
と
し
て
の
断
髪
を
、
こ
の
場
合
、
意
味
す
る
需
甘
e
（
「
髪
を
切
る
」
）

　
に
、
そ
の
語
源
を
有
す
る
と
見
ら
れ
る
。
第
一
簾
設
④
所
掲
拙
稿
、
四
二
一
四
四

　
頁
参
照
。
な
お
国
。
岱
鳥
。
ぎ
§
馬
誌
ミ
“
㌔
｝
§
W
遣
・
℃
唱
．
ω
刈
1
。
。
g
。
㌧
傷
P
ミ
も
。
の

　
他
、
第
憲
郎
註
⑧
所
掲
の
0
9
P
賠
肉
α
伊
℃
や
ト
。
ω
。
。
I
b
。
繊
を
も
参
君
。

⑤
こ
の
ア
ル
コ
ン
の
名
に
よ
り
第
一
決
議
の
成
立
年
代
が
定
ま
る
。
す
な
わ
ち
前

　
三
九
六
／
五
年
。

⑥
供
犠
と
資
格
審
・
査
は
、
法
廷
弁
論
の
関
係
記
事
に
よ
れ
ば
、
同
じ
成
員
総
会
で

続
け
て
執
り
行
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
第
一
節
註
④
所
掲
拙
稿
、
三
八
頁
。

　
本
碑
文
の
場
合
、
二
つ
の
手
続
の
間
に
一
年
の
間
隔
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注

意
。
第
三
決
議
の
第
一
一
七
一
＝
九
行
に
よ
れ
ば
、
家
父
は
入
籍
さ
せ
よ
う
と

　
す
る
子
の
名
を
更
に
ク
ー
レ
イ
オ
ソ
を
執
り
行
う
前
年
に
届
出
る
こ
と
を
義
務
づ

　
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
資
格
審
査
に
当
り
正
確
を
期
す
べ
く
、
充
分

　
な
時
間
的
余
裕
を
成
員
た
ち
に
与
え
よ
う
と
の
配
慮
が
本
碑
文
を
通
じ
一
貫
し
て

　
認
め
ら
れ
る
。
9
菊
．
ω
o
げ
α
夢
心
①
臨
似
ω
9
⑦
鐵
ω
o
げ
窪
娼
ξ
象
ほ
①
鵠
・
験
實
，

　
§
粛
恥
富
蔑
偽
ミ
馬
儀
ミ
通
観
暁
恥
ミ
註
濤
守
遣
ミ
丸
鋸
§
鼠
勢
ミ
塁
§
織
ミ
ミ
再
呈
§
量

　
肋
さ
蕊
§
一
Q
。
Q
。
り
■
℃
置
ご
。
・
o
℃
鉱
‘
。
。
亨
℃
三
δ
ざ
σ
q
冴
9
0
β
昌
儀
三
ω
8
徽
ω
o
ぎ
Ω
霧
器

　
H
目
M
℃
や
一
〇
占
一
・

⑦
毎
年
秋
、
ピ
ュ
ア
ノ
プ
シ
オ
ン
の
月
に
ア
テ
ネ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
が
一
斉
に
執
り

　
行
う
ゼ
ウ
ス
・
フ
ラ
ト
リ
ォ
ス
の
祭
ア
パ
ト
ゥ
ー
リ
ア
の
第
一
二
資
。
ω
ロ
山
㊤
し
自
・
〈
・

　
　
　
も

　
融
O
q
、
⑩
e
輔
“
り
・

⑧
ヘ
ド
リ
ッ
ク
は
本
文
の
校
訂
で
は
第
五
八
行
を
残
欠
の
ま
ま
と
し
、
補
い
を
試

　
み
な
い
が
、
訳
出
し
た
如
き
H
Ω
囲
憶
の
補
い
は
お
そ
ら
く
正
し
い
と
し
て
、
こ

　
れ
を
認
め
る
。
鎖
巴
昌
。
ぎ
§
恥
這
馬
§
、
為
ミ
一
三
・
℃
●
ざ
．

⑨
儀
二
二
曾
三
日
に
わ
た
る
ア
パ
ト
ゥ
ー
リ
ア
祭
の
第
一
日
。
こ
の
臼
が
祭
の
第

　
一
日
に
あ
た
る
論
拠
は
、
本
碑
文
の
こ
の
儂
所
頴
強
聴
誉
鑓
忌
の
」
。
℃
熱
8
（
一
戸
・

　
鎮
－
欝
）
「
ド
ル
ピ
ア
の
五
畿
前
に
」
な
る
表
現
に
求
め
ら
れ
る
。
ω
H
Ω
⇔
り
b
。
静
P

　
ω
ご
H
O
昌
⇔
一
b
。
。
。
メ
や
α
Q
。
O
い
出
o
O
甑
。
ぎ
§
恥
謡
ミ
q
自
国
§
艦
蔭
．
や
↓
一
．

⑩
ω
覧
荘
9
ヨ
ρ
親
指
と
小
指
を
横
に
張
っ
て
計
る
長
さ
。

⑪
⑫
　
碑
文
の
こ
れ
ら
二
個
所
を
含
む
第
六
八
…
七
三
行
は
、
本
碑
文
に
刻
さ
れ
た

　
入
籍
規
定
に
か
か
わ
る
三
つ
の
決
議
に
先
立
っ
て
、
こ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
成
員
構

　
成
の
基
本
を
定
め
る
総
会
決
議
の
存
在
し
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
「
以
前
に
成

　
評
せ
し
諸
決
議
」
事
々
野
考
臼
＄
謬
へ
q
黛
負
建
（
一
’
①
㊤
）
が
箆
ぐ
前
に
刻
さ
れ
て

　
あ
る
第
一
決
議
（
ヒ
エ
ロ
ク
レ
ス
の
決
議
）
に
先
行
す
る
他
の
決
議
の
存
在
を
示

　
唆
す
る
こ
と
は
、
①
複
数
形
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
「
予
備
審
査
の
た
め
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に
（
さ
し
出
す
よ
う
、
先
の
決
議
で
す
で
に
）
命
じ
ら
れ
て
い
る
一
　
一
人
の
証
人
」
＆
り

　
諺
鳶
隊
禽
愚
寝
の
門
痴
り
¢
陰
り
。
・
ぜ
唱
輔
ミ
辞
去
醜
曽
響
霧
黛
q
理
（
ド
｝
■
　
司
ド
ー
刈
悼
）
に
つ
い

　
て
、
第
一
決
議
は
何
ら
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
、
⑧
第
一
決
議
に
、
入
籍
に

　
関
す
る
「
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
の
法
」
べ
晋
ミ
交
建
輔
晋
砥
田
下
。
輔
§
ミ
軌
ら
℃

　
（
午
に
占
0
）
な
る
も
の
の
存
在
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
の
三
つ
の
霧
実
か
ら

　
明
ら
か
で
あ
る
。
本
碑
文
の
第
一
・
第
二
決
議
は
、
そ
れ
以
前
に
成
立
し
た
入
籍

　
に
か
か
わ
る
総
会
決
議
に
対
し
て
修
正
決
議
た
る
の
位
概
を
有
す
る
。
な
か
で
も

　
第
二
決
議
は
、
後
述
の
如
く
、
そ
の
内
容
か
ら
見
て
、
と
り
わ
け
第
一
決
議
へ
の

　
修
正
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
第
一
決
議
以
前
の
関
連
決

　
議
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
ω
o
げ
0
3
詳
晦
し
。
鼠
ミ
お
Q
。
り
H
押
唱
．
窃
戸
㈹
一
昌
凝
’
や

　
昏
D
誌
戸
ご
ω
o
『
o
¢
癖
0
5
鴻
肉
く
い
お
α
占
①
①
勤
回
○
類
入
戸
ω
N
や
α
o
◎
O
…
ω
H
O
。
。

　
り
曽
b
．
Q
。
2
頃
．
8
≦
㊤
伽
①
－
Ω
o
戦
ざ
円
7
0
U
o
ヨ
。
氏
〇
三
畠
巴
■
肉
恥
辱
絶
句
画
§
O
噛
．
馬
審

　
ミ
無
。
遷
．
○
蔦
o
a
”
曲
り
α
。
。
（
臓
腰
O
◎
　
　
N
α
」
　
搾
り
ω
一
）
い
℃
」
卜
。
黛
O
．
議
護
g
け
ρ
鳳

　
言
詮
。
曙
曼
煽
ぎ
誌
纂
§
帖
§
い
○
§
恥
§
岡
ミ
s
二
〇
熱
・
。
奪
ミ
ミ
簿
①
鍵
ミ
9
苧

　
、
§
冥
鉗
9
0
艮
〇
三
㌧
ち
認
℃
マ
ω
一
合
≦
．
図
。
碧
6
彗
嵩
o
P
＞
嵩
H
馨
¢
巷
円
①
匡

　
富
賦
。
コ
。
剛
夢
①
、
U
o
ヨ
。
臨
。
巳
繕
．
U
8
器
0
9
　
砂
ミ
ぴ
ミ
§
O
亀
。
偽
誤
羽
お
’

　
一
㊤
①
Q
。
、
憎
や
躍
占
し
。
恥
出
Φ
畠
識
。
ぎ
§
切
話
ミ
昏
、
ミ
ミ
遷
。
や
鳶
．
の
諸
家
が
、
行

　
論
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
は
あ
れ
、
一
致
し
て
認
め
る
。

⑬
第
一
決
議
に
先
行
す
る
決
議
な
ら
び
に
第
一
決
議
の
修
正
規
定
で
あ
る
第
二
決

　
議
を
含
意
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
註
⑫
⑲
お
よ
び
第
四
節
の
記
述
を
参
照
。

⑭
↓
勲
還
腎
ミ
野
曾
翰
脅
轡
＆
趨
。
号
8
ピ
勲
藁
（
＝
’
＝
g
。
占
一
㊤
）
の
還
へ
洋
ヘ
ミ

　
は
摘
為
自
書
§
の
意
に
解
し
得
ず
と
し
、
「
出
生
第
一
年
も
し
く
は
ク
ー
レ
イ
オ

　
ン
を
執
り
行
う
年
に
」
と
な
す
者
に
、
囲
Q
H
鳴
這
も
。
メ
や
α
。
。
ご
。
竪
困
O
・
。
㊤
b
。
一
、
戸

　
駆
9
国
。
α
ユ
。
ド
§
馬
臥
ミ
ら
、
き
蓉
畑
遷
亀
目
や
♂
欝
置
q
。
．
こ
の
説
は
、
尋
ら
零
り

　
を
鵠
為
へ
需
も
。
の
の
意
に
使
う
用
例
は
紀
元
前
に
は
見
出
さ
れ
ぬ
こ
と
（
こ
の
点
は

　
「
ク
ー
レ
イ
オ
ソ
の
前
年
」
と
解
釈
す
る
の
0
7
α
芦
の
切
紙
ミ
一
〇
。
Q
。
㊤
H
炉
や
H
O
昌
．

　
卜
。
も
認
め
る
）
を
根
拠
と
し
、
メ
イ
オ
ン
・
ク
ー
レ
イ
オ
ソ
の
二
度
の
供
犠
、
紹

　
介
が
行
わ
れ
た
事
実
と
も
照
応
す
る
が
、
し
か
し
二
度
に
わ
た
る
紹
介
と
の
斉
合

　
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
娘
よ
り
も
奏
“
を
接
続
調
と
し
て
用
い
る
は
ず
で

　
あ
り
、
第
一
－
第
ゴ
　
決
議
の
全
体
的
な
趣
旨
お
よ
び
そ
の
な
か
で
の
第
童
決
議
の

　
役
割
と
い
う
見
地
か
ら
し
て
も
、
入
籍
審
査
を
よ
り
正
確
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、

　
ク
ー
レ
イ
オ
ソ
の
更
に
前
年
に
子
の
名
を
届
出
る
よ
う
義
務
づ
け
た
も
の
と
解
す

　
る
方
が
、
説
得
的
で
あ
る
。
届
出
の
方
式
、
公
示
の
場
所
に
つ
い
て
の
詳
細
な
規

　
定
に
較
べ
、
届
臨
時
期
を
禺
生
第
一
年
も
し
く
は
ク
ー
レ
イ
オ
ソ
を
捧
げ
る
年
と

　
す
る
の
は
余
り
に
も
漠
然
と
し
た
指
定
の
仕
方
で
あ
っ
て
、
均
衡
を
失
し
、
且
つ

　
追
加
決
議
で
こ
と
さ
ら
規
定
す
る
意
味
も
明
ら
か
で
な
い
。
一
人
女
々
の
入
籍
候

　
補
者
に
つ
き
、
名
の
届
出
の
時
期
を
ク
ー
レ
イ
オ
ン
よ
り
も
更
に
一
年
前
の
、
お

　
そ
ら
く
は
ア
パ
ト
ゥ
ー
リ
ア
祭
の
直
前
と
新
た
に
規
定
し
た
も
の
と
理
解
す
れ
ば
、

　
追
加
決
議
の
一
項
と
し
て
の
意
義
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

⑮
本
碑
文
第
一
行
に
見
え
る
ゼ
ウ
ス
・
フ
ラ
ト
リ
オ
ス
が
ア
テ
ネ
の
す
べ
て
の
フ

　
ラ
ト
リ
ア
に
共
通
の
守
護
神
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
他
に
各
ブ
ラ
ト
リ
ア
は
そ
れ
ぞ

　
れ
に
固
有
の
守
護
神
を
有
し
て
い
た
。
本
碑
文
を
遺
し
た
フ
ラ
ト
リ
ア
の
場
含
、

　
女
神
レ
ー
ト
…
が
そ
れ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
o
り
囲
Ω
・
。
り
ト
。
ど
鐸
お
．

⑯
F
欝
朝
ム
b
。
①
。
乱
㍊
§
［
ミ
超
苞
℃
憲
鷲
ミ
箋
登
ミ
臼
蓋
g
～
の
焼
曽
q
］
－

　
畦
驚
餐
マ
セ
ミ
へ
℃
ミ
＆
ξ
師
烹
角
…
…
］
H
O
H
弘
お
。
。
『
と
誕
Φ
含
。
ぎ
§
馬

　
議
ミ
窃
℃
壽
ミ
馬
遷
・
℃
℃
．
①
占
一
と
の
間
に
テ
ク
ス
ト
の
異
闘
が
見
ら
れ
る
唯
一
の

　
個
所
。
下
線
部
面
は
確
実
に
読
み
取
れ
る
と
の
ヘ
ド
リ
ヅ
ク
の
言
（
鵠
①
9
，
三
r

　
◎
ワ
9
ρ
や
謡
）
を
尊
重
し
て
、
上
記
個
所
は
ヘ
ド
リ
ッ
ク
校
訂
の
本
文
に
従
う
。

　
補
い
も
ヘ
ド
リ
ッ
ク
の
そ
れ
を
採
る
。

⑰
　
四
つ
の
規
定
の
刻
文
年
代
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ド
リ
ッ
ク
の
実
見
に
基
づ
く
碑
文

　
学
的
調
査
の
成
果
が
尊
重
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
ヘ
ド
リ
ッ
ク
は
第
一
＝
二
行
、
第
二

　
決
議
鳶
尾
ま
で
を
同
一
の
石
工
の
手
に
な
る
前
馬
盤
紀
初
頭
の
も
の
と
し
、
第
一

　
一
四
行
以
下
は
鋼
の
石
工
に
よ
る
前
四
世
紀
中
葉
の
も
の
と
し
た
上
で
（
こ
の
点

　
は
在
来
よ
り
諸
家
の
間
で
意
見
の
一
致
を
見
て
い
た
。
第
三
決
議
に
つ
い
て
は
前
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三
六
〇
年
よ
り
遡
る
こ
と
な
し
と
さ
れ
る
。
こ
日
曜
℃
や
N
O
G
。
「
b
。
一
癖
b
。
お
㌔
国
b
。
b
。
1

器
も
。
二
〇
岡
唱
一
b
。
も
。
8
や
釦
。
。
O
h
ω
囲
O
・
。
り
b
。
一
．
や
◎
。
、
昌
も
。
窃
津
呂
）
、
鎮
一
決
議

と
第
二
決
議
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
刻
さ
れ
た
文
字
の
大
き
さ
の
計
測
を
基
に
、

次
の
よ
う
に
推
論
す
る
。
両
決
議
を
刻
す
第
一
三
i
＝
三
行
は
、
文
字
の
高
さ

O
b
8
～
ρ
O
O
。
。
ヨ
、
　
一
行
三
〇
字
か
ら
成
る
簿
。
答
『
①
α
8
に
よ
る
が
、
第
二
決

議
に
あ
っ
て
は
段
0
8
プ
⑦
O
o
峯
の
た
め
の
刻
字
用
格
子
α
Q
胤
島
の
高
さ
が
僅
か
に

縮
ま
り
、
第
　
決
議
の
そ
れ
の
O
b
お
讐
x
O
．
O
賢
察
か
ら
O
b
憲
轟
×
9
0
這
呂
へ

と
変
る
。
し
か
も
碑
文
頭
書
の
第
二
行
に
見
え
る
神
官
テ
オ
ド
ロ
ス
は
プ
ロ
ソ
ポ

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
研
究
に
よ
れ
ば
、
第
一
　
四
行
以
下
、
第
三
決
議
と
同
時
代
の

人
物
で
あ
り
、
さ
ら
に
彼
の
名
は
第
二
行
の
半
文
状
況
よ
り
す
る
と
、
第
｝
・
第

二
決
議
刻
文
当
時
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
て
い
た
神
官
の
名
［
を
次
々
に
消
し
、
第
ゴ
一
の

人
名
と
し
て
後
か
ら
書
き
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
推
測
す
る
な
ら
ば
、

第
二
決
議
は
第
一
決
議
の
時
と
は
異
な
る
第
一
一
の
人
物
が
神
官
と
し
て
存
在
し
て

い
た
時
期
の
舞
文
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
論
じ
な

が
ら
も
、
ヘ
ド
リ
ッ
ク
は
字
体
か
ら
両
決
議
が
同
じ
石
工
に
よ
っ
て
刻
ま
れ
た
と

推
定
さ
れ
る
事
実
を
重
視
し
て
、
二
つ
の
問
に
あ
る
程
度
の
時
闘
的
な
隔
た
り
を

想
定
し
つ
つ
、
し
か
し
そ
れ
を
余
り
大
き
く
は
見
な
い
。
韻
a
に
O
ぎ
§
馬
臥
ミ
ら

勺
為
喩
§
妹
蔭
・
℃
憎
・
b
δ
1
も
Q
陶
b
◎
一
一
b
Q
卜
。
㌧
ω
一
1
ω
心
”
刈
H
I
“
鱒
℃
織
9
註
⑲
に
日
汕
る
よ
・
り
に
、
ヘ

ド
リ
ッ
ク
は
第
｝
決
議
と
第
二
決
議
と
を
同
時
期
に
効
力
を
有
し
た
も
の
と
解
す

る
。
そ
し
て
両
者
の
年
代
的
隔
た
り
を
同
隠
尊
上
で
な
い
と
い
う
一
点
に
限
り
、

む
し
ろ
神
官
の
交
替
を
挾
む
お
そ
ら
く
は
隣
一
年
内
に
開
か
れ
た
別
々
の
成
員
総

会
で
の
決
議
の
成
立
と
刻
文
と
を
想
定
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
両
決
議

が
同
時
刻
文
に
か
か
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
屯
す
る
上
記
二
つ
の
理
由
の
う
ち
、

と
り
わ
け
在
任
神
官
が
そ
れ
ぞ
れ
鋼
の
人
物
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
事
実
は
、

神
官
の
在
任
期
間
が
一
年
で
な
く
終
身
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
し
て

（
霞
。
臼
h
。
ぎ
§
馬
臥
ミ
ら
象
ミ
透
．
℃
」
臨
）
、
両
決
議
成
立
の
間
に
少
く
と
も

数
年
の
隔
た
り
が
存
し
た
こ
と
を
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
想
定
さ
せ
る
の
で
は
な

　
か
ろ
う
か
。
二
つ
の
決
議
内
容
の
間
に
極
め
て
大
き
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

　
も
、
そ
の
種
の
推
測
を
強
め
る
。

⑱
註
⑤
参
照
。

⑲
　
本
碑
文
の
実
質
を
な
す
入
籍
に
か
か
わ
る
第
一
・
第
一
瑛
議
の
構
成
に
つ
い
て

　
は
、
　
と
り
わ
け
晶
弟
一
決
議
を
め
ぐ
り
、
　
か
ね
て
よ
・
リ
（
a
）
第
一
一
ニ
ー
二
山
ハ
行
を

　
前
三
九
六
年
の
時
点
に
お
け
る
一
回
的
な
規
定
と
解
し
、
第
二
六
行
以
下
を
前
三

　
九
六
年
を
起
点
と
す
る
属
島
的
な
規
定
と
み
な
す
説
（
こ
H
H
・
℃
℃
』
嵩
凸
一
。
。
㎞
H
O

　
目
悼
這
く
。
N
や
姻
G
。
O
h
ω
H
O
。
。
器
H
”
N
擢
■
冨
軌
≦
匙
。
－
Ω
o
厨
，
ざ
↓
ぴ
Φ
O
Φ
自
。
鉱
8
置
勘
．

℃
．
欝
α
…
繋
ぎ
ヨ
礪
。
p
硲
ミ
魯
。
§
O
§
§
義
盗
や
密
嶺
払
）
と
、
（
b
）
第

　
一
三
i
賜
五
行
を
す
べ
て
前
三
九
六
年
当
時
に
か
か
わ
る
一
回
的
な
規
定
と
し
、

　
第
四
五
行
以
下
を
以
後
に
お
け
る
恒
常
的
な
規
定
と
み
な
す
説
（
図
．
ω
三
韓
ρ

　
N
霞
葺
賦
的
畠
窪
凝
　
讐
零
一
〇
㌣
β
＆
O
①
。
。
o
巳
8
三
窪
く
。
矯
器
ω
邑
σ
Q
■
勘
沖
』
§
頸

　
劇
ρ
一
。
。
Q
。
ρ
℃
や
蟄
Q
。
ふ
一
9
瓢
噛
局
轟
琴
。
暮
①
「
卜
．
o
磁
ミ
譜
ミ
ご
起
§
旨
9
馬
駄

　
ミ
ミ
邑
ミ
§
馬
無
ミ
黛
爵
、
㌔
ミ
§
O
ミ
恥
ミ
9
塁
お
②
b
O
（
δ
箕
■
菊
。
旨
P
お
♂
y

　
℃
・
8
）
と
の
二
つ
に
分
れ
、
現
在
で
は
（
a
）
が
定
説
化
し
て
い
る
が
、
最
近

　
ヘ
ド
リ
ッ
ク
が
第
二
決
議
を
も
含
め
、
本
碑
文
に
見
え
る
入
籍
規
定
の
構
成
に
つ

　
い
て
新
た
な
解
釈
を
提
示
し
た
。
鶏
O
α
凱
O
ド
U
①
ヨ
O
訟
O
設
巳
｛
器
く
巨
8
α
琳
α
O
．
、

　
§
恥
箆
ミ
。
℃
遵
ミ
馬
蹄
幽
℃
や
り
①
占
O
b
。
」
一
峯
ー
酔
払
o
P
や
℃
．
蕊
ム
G
。
覧
8
1
㎝
舎
①
？

　
O
。
っ
℃
お
為
伊
H
o
b
。
点
8
、
ざ
。
山
O
ρ
　
ヘ
ド
リ
ッ
ク
説
の
骨
子
は
以
下
の
如
く
で
あ

　
る
。
③
第
　
決
議
に
は
前
三
九
六
年
の
隣
点
で
の
一
圓
的
な
規
定
と
以
後
の
手
続

　
を
律
す
る
恒
常
的
な
規
定
と
が
交
互
に
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
三
i
二
六
行
に

　
第
二
九
一
五
二
行
が
内
容
的
に
は
接
続
し
て
一
回
的
な
雰
常
措
置
を
定
め
、
こ
れ

　
に
対
し
て
「
爾
今
」
＆
き
§
含
（
昌
鷺
卿
α
N
）
の
句
に
導
か
れ
る
第
二
六
一
二

　
九
行
、
第
五
ニ
ー
六
八
行
が
前
三
九
六
年
以
後
に
か
か
わ
る
恒
常
的
な
措
置
を
定

　
め
る
。
②
第
一
決
議
と
第
二
決
議
と
は
、
資
格
審
査
の
主
体
に
つ
い
て
見
れ
ば
、

　
互
い
に
照
応
す
る
。
第
　
決
議
に
お
け
る
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
給
為
黙
鴨
①
聴
り
（
罫
麟

　
占
⑪
）
と
は
、
フ
ラ
ト
リ
ア
の
全
構
成
員
で
は
な
く
て
、
回
O
目
p
邸
。
G
。
麿
卿
卜
。
話
ω
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で
の
そ
れ
と
等
し
く
、
フ
ラ
ト
リ
ア
の
下
部
単
位
た
る
テ
ィ
ア
ソ
ス
の
成
員

ミ
黛
q
e
建
“
を
指
す
。
入
籍
の
一
次
的
な
審
査
と
票
決
の
主
体
が
、
か
く
て
第
一

．
第
二
決
議
を
通
し
て
テ
ィ
ア
ソ
ス
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
疎
外
さ
れ
た

者
の
上
訴
先
は
、
必
然
的
に
同
じ
く
両
決
議
を
通
じ
フ
ラ
ト
リ
ア
の
全
構
成
員
の

筈
で
あ
る
。
第
二
決
議
で
の
「
全
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
」
発
§
爲
の
鷲
嵐
爲
ゑ
り
（
洋

。。

齦
[
。
。
α
）
「
全
員
」
泌
鵠
§
鴇
り
（
一
一
．
　
㊤
Φ
1
㊤
圃
M
　
り
り
、
　
同
O
b
D
）
に
そ
の
意
味
で
対
応
す
る

の
は
、
第
一
決
議
に
お
い
て
「
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
…
ニ
ダ
イ
」
臥
謹
。
嫡
§
駄
貯
h
（
一
ド

。。

n
あ
一
、
ら
。
㊤
）
で
あ
る
。

　
こ
の
ヘ
ド
リ
ッ
ク
の
新
説
は
、
碑
文
の
独
自
に
し
て
精
密
な
読
み
に
支
え
ら
れ
、

研
究
史
上
、
注
目
に
値
す
る
が
、
し
か
し
本
碑
文
に
見
ら
れ
る
フ
ラ
ト
リ
ア
入
籍

規
定
の
形
式
・
内
容
両
面
に
わ
た
る
基
本
的
な
在
り
方
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、
必

ず
し
も
説
得
的
で
は
な
い
。
第
一
に
、
ヘ
ド
リ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
第
一
三
i
五
二

行
の
、
本
来
、
一
回
的
措
置
に
関
す
る
規
定
と
解
さ
れ
る
部
分
に
、
第
二
六
一
二

九
行
を
占
め
る
僅
か
二
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
が
恒
常
的
規
定
と
し
て
挿
入
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
こ
れ
は
如
何
に
も
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
一
一
に
、
第

一
決
議
と
第
二
決
議
と
の
間
に
は
、
入
籍
手
続
の
上
で
重
大
な
相
違
が
認
め
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
第
　
決
議
で
は
、
「
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
」
の
審
査
・
票
決
が
原
則

と
し
て
入
籍
の
可
否
を
決
め
、
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
へ
の
上
訴
は
被
疎
外
者

に
よ
る
例
外
的
な
異
議
申
立
て
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
に
反
し
、
第
二
決
議
で
は
、

審
査
は
原
則
上
、
二
段
階
制
を
採
り
、
ヘ
ド
リ
ッ
ク
が
「
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
」
と

等
弔
す
る
テ
ィ
ア
ソ
ス
成
員
に
よ
る
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
予
備
審
査
と
し
て
の
意

味
し
か
も
た
な
か
っ
た
。
第
一
一
決
議
で
被
疎
外
者
が
「
全
員
」
へ
の
上
訴
で
敗
れ

た
場
含
の
罰
金
が
一
〇
〇
ド
ラ
ク
マ
で
あ
っ
た
（
一
｝
◆
　
㊤
Q
O
一
一
〇
〇
）
の
に
対
し
、
第
一

決
議
に
お
け
る
デ
ー
モ
テ
ィ
聖
旨
ニ
ダ
イ
へ
の
上
訴
者
が
敗
れ
た
と
き
の
罰
金
が

　
一
〇
〇
〇
ド
ラ
ク
マ
で
あ
っ
た
（
一
一
●
　
G
ゆ
◎
Q
ー
ハ
O
）
事
実
も
、
そ
の
こ
と
と
関
係
が
あ

　
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
疑
点
を
蔵
す
る
碑
文
構
成
上
の
知
見
を
基
に
し
た
ヘ
ド
リ

　
ッ
ク
の
本
稿
の
第
一
主
題
に
関
す
る
結
論
は
、
し
た
が
っ
て
第
一
節
で
既
に
触
れ

　
た
よ
う
に
、
そ
の
行
論
上
の
独
自
の
工
夫
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
研
究
史
上
、
一
定

　
の
意
味
し
か
も
ち
得
な
い
。
な
お
第
一
・
第
二
快
議
を
岡
時
併
立
的
に
解
し
、
そ

　
こ
か
ら
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
す
な
わ
ち
フ
ラ
ト
リ
ア
と
の
結
論
を
導
き
出
し

　
た
先
例
と
し
て
、
カ
…
ル
シ
ュ
テ
ッ
ト
（
第
三
節
註
②
所
謹
書
、
や
b
。
鍵
昌
」
）

　
が
あ
る
。
ヘ
ド
リ
ッ
ク
の
議
論
は
、
カ
ー
ル
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
そ
れ
に
比
し
、
よ
り

　
緻
密
で
は
あ
っ
て
も
、
碑
文
の
基
本
的
理
解
に
お
い
て
岡
じ
く
説
質
的
で
な
い
と

　
｝
冨
わ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

⑳
8
げ
9
竜
ω
§
、
留
｝
き
。
§
O
肋
、
§
§
防
轟
毛
．
9
ふ
。
。
・

⑳
　
フ
ラ
ト
リ
ア
入
籍
年
齢
を
一
六
歳
と
見
る
こ
と
に
よ
る
。
第
一
節
註
④
所
掲
拙

　
稿
参
照
。

⑳
）
ト
ム
ソ
ン
の
こ
の
詳
論
に
は
、
同
じ
く
本
碑
文
決
議
と
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争

　
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
諸
家
の
所
説
が
学
説
史
的
前
提
と
し
て
あ
る
。
ω
N
琶
ぎ
い

　
肉
壁
　
憲
覇
．
癖
9
℃
ワ
9
州
1
8
Q
。
脳
の
。
ン
α
詳
明
切
箆
』
織
一
G
。
Q
。
O
H
押
や
や
？
9

　
6
∩
o
｝
5
0
瞬
。
び
鳶
時
メ
一
華
占
雷
噛
二
一
一
．
℃
●
b
。
8
㎞
ω
回
○
⇔
O
卜
。
ご
ロ
．
。
。
9
≦
♂
ω
梱

　
男
①
護
霧
9
r
§
δ
〉
夢
2
ρ
一
p
⇒
護
≒
霧
二
㊦
ω
．
O
勺
伊
一
り
一
9
や
ト
。
O
合
鑑
．
男

　
翼
一
罪
ω
9
ど
9
ミ
勲
さ
ミ
笥
、
O
着
匙
羽
窺
噛
ミ
勺
ミ
ミ
覇
註
も
§
恥
9
＆
O
篭
8
p

　
》
℃
℃
①
嵩
＆
醤
H
h
■
円
7
0
勺
げ
厭
9
け
鳳
⑦
ω
．
ぴ
葺
乙
、
一
り
q
r
℃
．
同
α
野
ト
ム
ソ
ン
瓢
鋼
文
発

　
表
後
も
、
℃
弓
。
弓
N
ご
r
。
ワ
鼻
．
℃
ワ
Φ
念
「
O
心
野
①
＄
よ
q
轡
O
器
－
①
り
分
量
。
鐸
ω
ω
卑

　
o
や
鉱
ρ
℃
．
慰
α
㎞
口
①
自
臨
9
内
㌧
縫
ぎ
婆
§
、
遵
ミ
雪
幕
鯨
℃
℃
。
ざ
欝
b
。
G
。
Q
。
に
同
様

　
の
論
議
が
あ
る
。

⑫
お
三
一
b
。
恥
＝
一
・
O
・
。
ふ
蒔
魎
O
N
第
三
節
参
照
。
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三

16 （692）

　
H
O
H
憶
日
器
『
は
、
一
つ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
に
さ
し
あ
た
り
限
ら
れ
る
と
は
言
え
、
お
よ
そ
ア
テ
ネ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
入
籍
手
続
に
つ
い
て
最

も
纒
ま
っ
た
知
見
を
供
す
る
史
料
で
あ
る
。
と
り
わ
け
入
籍
年
齢
や
女
子
入
籍
の
存
否
と
い
っ
た
研
究
史
上
、
議
論
の
分
れ
る
論
点
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

考
察
の
た
め
の
貴
重
な
史
料
を
成
す
。
し
か
し
こ
の
碑
文
の
緬
値
は
、
先
ず
も
っ
て
フ
ラ
ト
リ
ア
の
構
造
に
つ
き
、
一
史
料
と
し
て
他
に
類
を

見
ぬ
ほ
ど
豊
か
な
示
唆
を
与
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
こ
の
観
点
か
ら
碑
文
を
考
察
す
る
際
、
予
め
念
頭
に
置
く
べ
き
は
、
決
議
主
体
た
る
フ
ラ
ト
リ
ア
を
表
す
固
有
名
詞
は
デ
ー
モ
テ
ィ
ナ
ー
ニ

ダ
イ
か
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
か
、
と
い
う
第
一
節
で
触
れ
た
名
称
確
定
の
問
題
で
あ
る
。
右
の
二
つ
の
名
を
そ
れ
ぞ
れ
冠
す
る
集
団
の
何
れ
か
が

フ
ラ
ト
リ
ア
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
二
つ
の
集
団
と
も
に
決
議
の
な
か
で
重
要
な
役
割
を
演
じ
、
し
た
が
っ
て
フ
ラ
ト
リ
ア
の
名
称
の
決
定
が
当

該
フ
ラ
ト
リ
ア
の
構
造
理
解
に
と
り
不
可
避
の
予
備
作
業
た
る
こ
と
は
動
か
せ
ぬ
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
碑
文
に
見
え
る
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
、
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
の
何
れ
が
四
つ
の
規
定
を
遺
し
た
フ
ラ
ト
リ
ア
の
名
称
で
あ
る
か
は
、
か
く

て
フ
ラ
ト
リ
ア
の
構
造
の
究
明
と
密
接
に
か
か
わ
る
論
点
と
し
て
、
一
九
世
紀
以
来
、
数
多
く
の
学
者
に
よ
り
様
々
な
形
で
言
及
さ
れ
て
来
た
。

学
説
史
は
当
然
な
が
ら
次
の
二
つ
の
見
方
に
大
別
さ
れ
る
。

　
（
A
）
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
を
フ
ラ
ト
リ
ア
と
看
罰
し
、
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
を
そ
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
る
氏
族
制
的
集
団
、
も
し
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

デ
ケ
レ
イ
ア
区
所
属
成
員
か
ら
な
る
地
縁
的
な
特
権
保
有
者
集
団
と
見
る
説
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
（
B
）
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
を
フ
ラ
ト
リ
ア
と
解
し
、
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
を
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
氏
族
σ
q
Φ
8
ω
と
見
る
説
。

　
大
勢
を
要
約
す
れ
ぼ
、
（
A
）
説
が
ヴ
ィ
ラ
モ
ヴ
ィ
ッ
ツ
手
摩
レ
ン
ド
ル
フ
以
来
、
有
力
説
の
位
置
に
立
つ
一
方
、
と
り
わ
け
ウ
ェ
イ
ド
ー

ゲ
リ
ー
の
影
響
の
下
に
近
年
、
英
米
の
第
一
線
に
あ
る
古
代
史
家
の
間
で
（
B
）
説
が
勢
い
を
得
つ
つ
あ
る
の
が
眼
を
惹
く
が
、
し
か
し
最
近

で
も
氏
族
制
的
諸
集
団
に
つ
い
て
の
新
研
究
を
著
し
た
ル
ッ
セ
ル
、
ブ
リ
オ
が
と
も
に
（
A
）
説
を
採
り
、
ま
た
第
一
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
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ヘ
ド
リ
ッ
ク
が
正
面
か
ら
こ
の
問
題
を
論
じ
、
（
A
）
説
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。
学
説
史
的
に
見
て
、
議
論
は
今
な
お
未
決
着
で
あ
る
と
言

　
　
　
　
　
　
④

っ
て
誤
り
で
な
い
。
我
々
は
先
行
諸
研
究
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
も
、
碑
文
の
本
文
を
改
め
て
自
ら
の
眼
で
見
直
し
、
そ
の
分
析
に
拠
り
つ
つ

先
ず
は
右
の
問
題
に
つ
い
て
我
々
な
り
の
答
を
見
出
し
、
そ
の
上
に
立
っ
て
当
該
フ
ラ
ト
リ
ア
の
内
部
構
成
に
関
し
て
も
能
う
限
り
推
論
の
歩

を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
、
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
の
何
れ
が
フ
ラ
ト
リ
ア
で
あ
る
か
。
碑
文
を
通
読
す
る
と
、
こ
の
問
い
へ
の
答
が
な
か
な
か

に
困
難
か
つ
微
妙
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
先
ず
（
A
）
説
に
と
り
有
利
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
諸
点
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
1
．
第
一
四
1
一
五
行
に
よ
れ
ぽ
、
こ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
入
籍
審
査
に
関
す
る
以
前
よ
り
の
規
定
は
、
「
デ
…
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
の
法
」

　
　
　
　
　
　
⑤

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
2
．
ま
た
第
二
〇
一
一
＝
行
で
は
、
フ
ラ
ト
リ
ア
の
成
員
名
簿
が
「
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
一
入
ダ
イ
の
許
（
文
書
保
管
所
）
に
あ
る
名
簿
」
と
言
わ

　
　
　
⑥

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
入
籍
審
査
の
手
続
を
定
め
、
且
つ
入
籍
者
の
名
簿
を
保
管
す
る
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
こ
そ
フ
ラ
ト
リ
ア
で
あ
る

と
の
推
測
は
、
テ
ク
ス
ト
に
沿
っ
た
当
然
の
立
論
と
評
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
3
．
第
三
〇
1
三
一
行
に
よ
れ
ば
、
こ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
入
籍
審
査
に
か
か
わ
る
上
訴
①
讐
①
。
・
置
の
訴
え
先
は
デ
竃
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
で

　
　
⑦

あ
っ
た
。
入
籍
可
否
の
決
定
権
は
フ
ラ
ト
リ
ア
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
右
の
場
合
、
そ
の
種
の
権
限
を
掌
握
し
て
い
る
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ

こ
そ
ブ
ラ
ト
リ
ア
と
看
敏
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
た
自
然
な
見
方
で
あ
ろ
う
。
第
九
六
行
で
審
査
の
上
訴
先
が
「
（
フ
ラ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

リ
ア
成
員
）
全
員
」
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
（
A
）
説
に
有
利
に
働
く
と
見
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
4
．
一
方
の
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
に
つ
い
て
、
碑
文
は
第
三
三
、
四
二
行
で
「
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
の
オ
イ
コ
ス
」
な
る
表
現
を
用
い
て
い
る
。

オ
イ
コ
ス
。
鱒
。
。
。
は
本
来
「
家
」
を
指
し
、
し
た
が
っ
て
こ
の
語
を
付
せ
ら
れ
る
集
団
は
、
フ
ラ
ト
リ
ア
と
見
る
よ
り
も
、
そ
こ
に
包
摂
さ

れ
る
、
よ
り
小
さ
な
、
家
々
の
結
合
体
で
あ
る
と
す
る
方
が
理
解
し
易
い
。
こ
れ
も
デ
ー
モ
テ
ィ
ナ
！
ニ
ダ
イ
す
な
わ
ち
フ
ラ
ト
リ
ア
と
見
る

解
釈
の
有
力
な
論
拠
と
な
ろ
う
。
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以
上
の
諸
点
か
ら
す
れ
ば
、
（
A
）
説
の
優
位
は
動
か
ぬ
か
に
見
え
る
。
し
か
し
第
一
決
議
を
中
心
と
す
る
碑
文
本
文
を
今
少
し
く
立
ち
入

っ
て
検
討
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
説
の
必
ず
し
も
充
分
に
説
得
意
で
な
い
所
以
が
明
ら
か
と
な
る
。

　
1
．
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
が
入
籍
可
否
の
最
終
決
定
権
を
掌
握
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
第
三
〇
…
三
一
行
の
記
事
に
関
連
し
て
、

我
々
は
（
A
）
説
に
対
し
次
の
よ
う
な
反
論
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
通
常
、
フ
ラ
ト
リ
ア
の
入
籍
資
格
審
査
の
主
体
は
、
そ
の
成
員
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

会
で
あ
る
。
法
廷
弁
論
の
関
係
記
事
、
例
え
ば
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
弁
論
第
四
三
番
第
一
四
節
の
如
き
が
そ
れ
を
示
す
が
、
当
面
の
碑
文
テ
ク
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

も
、
第
一
五
一
＝
紀
行
で
「
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
た
ち
℃
鐸
p
8
話
ω
」
が
入
籍
審
査
の
任
に
当
る
べ
き
旨
を
規
定
す
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
仮
に

デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
を
フ
ラ
ト
リ
ア
と
解
す
る
場
合
、
こ
の
同
じ
集
団
が
通
常
の
入
籍
資
格
審
査
と
上
訴
と
を
共
に
審
決
す
る
こ
と
に
な

り
、
上
訴
の
調
度
そ
の
も
の
の
在
り
方
と
矛
盾
す
る
。
こ
こ
は
む
し
ろ
次
項
2
．
で
指
摘
す
る
事
実
を
も
勘
案
し
、
デ
；
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ

を
フ
ラ
ト
リ
ア
自
体
で
な
く
、
そ
れ
に
包
摂
さ
れ
な
が
ら
、
成
員
の
入
籍
審
査
に
際
し
問
題
が
残
る
場
合
、
上
訴
を
受
け
て
独
自
の
判
断
を
下

す
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
た
小
集
団
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
よ
り
合
理
的
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。
第
二
決
議
に
見
え
る
、
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
全
員

へ
の
上
訴
に
敗
れ
た
入
籍
候
補
者
の
後
見
人
へ
の
罰
金
が
一
〇
〇
ド
ラ
ク
マ
で
あ
る
（
第
九
八
一
一
〇
〇
行
）
の
に
対
し
、
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
雪
下

ダ
イ
へ
の
上
訴
に
敗
れ
た
場
合
の
罰
金
が
一
〇
〇
〇
ド
ラ
ク
マ
で
あ
る
（
第
三
八
一
四
〇
行
）
点
も
、
フ
ラ
ト
リ
ア
と
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ

と
を
等
置
す
べ
き
で
な
い
こ
と
、
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
の
地
位
の
特
別
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
2
．
第
三
ニ
ー
三
四
行
に
よ
れ
ば
、
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
へ
の
上
訴
に
際
し
、
「
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
の
オ
イ
コ
ス
は
彼
ら
（
デ
ー
モ
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

オ
ー
ユ
ダ
イ
）
に
加
え
共
同
審
決
人
照
⇒
①
σ
q
o
目
9
と
し
て
三
〇
歳
以
上
の
男
子
五
人
を
選
出
す
る
漏
定
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
記
事
は
（
A
）
説

に
不
利
で
あ
る
。
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
を
フ
ラ
ト
リ
ア
に
包
摂
さ
れ
る
小
集
団
と
見
、
そ
れ
に
よ
る
上
訴
の
受
理
と
審
決
に
際
し
て
、
他

の
一
般
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
の
な
か
か
ら
フ
ラ
ト
リ
ア
全
体
の
代
表
と
し
て
五
人
を
選
び
、
審
決
に
参
与
せ
し
め
た
と
解
す
る
の
が
、
唯
一
の
理

に
適
つ
た
見
方
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
3
，
第
六
三
一
六
四
、
一
二
二
…
＝
一
三
行
に
よ
れ
ば
、
神
官
が
非
常
時
に
入
籍
の
た
め
の
供
華
を
執
り
行
う
場
所
を
、
そ
し
て
ま
た
フ
ラ
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⑬

ト
リ
ア
の
長
が
入
籍
候
補
者
の
名
を
、
そ
れ
ぞ
れ
公
示
す
る
の
は
、
「
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
（
の
人
々
）
が
屡
々
赴
く
と
こ
ろ
扁
で
あ
っ
た
。
右
の

二
つ
の
事
項
は
何
れ
も
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
全
体
に
か
か
わ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
を
記
す
碑
文
の
文
言
は
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
こ
そ
フ
ラ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

リ
ア
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
4
．
第
五
二
一
五
四
行
で
は
、
前
三
九
六
年
以
後
の
平
時
に
お
け
る
入
籍
の
た
め
の
供
犠
の
場
所
が
指
定
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
犠
牲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
捧
げ
ら
れ
る
祭
壇
は
デ
ケ
レ
イ
ア
に
あ
っ
た
。
ま
た
第
六
四
一
六
八
行
は
、
入
籍
審
査
に
か
か
わ
る
第
一
決
議
と
供
犠
の
際
の
神
官
役
得
分

に
関
す
る
規
定
と
の
無
文
、
な
ら
び
に
両
者
を
刻
し
た
碑
の
設
置
を
定
め
る
。
こ
の
碑
が
置
か
れ
た
の
も
、
デ
ケ
レ
イ
ア
に
あ
る
祭
壇
の
前
で

　
　
⑯

あ
っ
た
。
以
上
の
記
事
か
ら
、
こ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
本
拠
が
ア
ッ
テ
ィ
カ
東
北
部
の
一
デ
ー
モ
ス
、
デ
ケ
レ
イ
ア
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ

る
。
成
員
た
ち
の
精
神
的
中
心
で
あ
る
祭
壇
が
あ
り
、
彼
ら
の
多
数
が
古
典
期
に
も
な
お
そ
こ
に
住
み
つ
い
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
点

か
ら
し
て
も
、
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
が
こ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
名
で
あ
っ
た
蓋
然
性
は
高
い
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
5
．
「
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
の
オ
イ
コ
ス
」
な
る
表
現
は
、
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
の
比
較
的
小
さ
な
集
団
で
あ
る
こ
と
、
　
し
た
が
っ
て
デ
ー
モ
テ

ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
が
フ
ラ
ト
リ
ア
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
、
　
（
A
）
説
の
最
も
直
戯
な
論
拠
と
看
倣
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
事
実
が
指
摘
さ
れ
て
よ
い
。
H
O
×
昌
9
鰹
O
勲
H
O
禽
に
収
録
さ
れ
て
い
る
前
三
世
紀
の
ケ
オ
ス
島
カ
ル
タ
イ

ア
の
二
枚
の
顕
彰
碑
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ビ
ュ
ザ
ン
テ
ィ
オ
ン
人
リ
ュ
コ
ン
お
よ
び
シ
ラ
ク
サ
人
ヒ
エ
ロ
ン
な
る
人
物
へ
の
カ
ル
タ
イ
ア
市
民
権

の
賦
与
を
定
め
る
が
、
そ
の
際
、
二
つ
の
民
会
決
議
は
何
れ
も
被
賦
与
者
の
下
部
構
成
単
位
へ
の
帰
属
を
同
時
に
定
め
る
。
そ
こ
に
「
オ
イ
コ

ス
」
の
語
が
見
え
る
。
「
彼
お
よ
び
彼
の
子
孫
は
、
彼
ら
の
希
望
す
る
フ
ユ
レ
ー
と
オ
イ
コ
ス
の
一
員
た
る
」
べ
し
と
規
定
す
る
両
碑
文
共
通

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
文
言
が
そ
れ
で
あ
る
。
特
定
の
ポ
リ
ス
の
市
民
で
あ
る
た
め
に
は
同
時
に
そ
の
下
部
構
成
単
位
の
成
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
む
し

ろ
本
来
こ
の
種
の
小
集
団
の
成
員
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
ポ
リ
ス
市
民
た
り
う
る
こ
と
を
そ
れ
は
示
し
、
第
一
節
で
述
べ
た
古
典
期
ア

テ
ネ
の
状
況
を
改
め
て
想
起
さ
せ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
フ
ユ
レ
…
と
オ
イ
コ
ス
と
を
並
記
す
る
定
型
句
導
趨
り
曽
轡
曾
艶
§
建
“

西
袋
～
O
罪
O
q
の
「
オ
イ
コ
ス
」
が
ア
テ
ネ
の
市
民
権
賦
与
決
議
碑
文
の
同
様
の
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
お
け
る
「
フ
ラ
ト
リ
ア
」
℃
為
黛
N
為
融
り
（
σ
q
①
學
）
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⑲

に
符
合
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
カ
ル
タ
イ
ア
碑
文
に
見
え
る
上
記
の
如
き
オ
イ
コ
ス
は
、
ア
テ
ネ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
に
相
当
す

る
、
帯
民
団
編
制
上
、
継
要
の
地
位
を
占
め
、
且
つ
小
さ
か
ら
ぬ
規
模
を
も
つ
集
団
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
他
ポ
リ
ス
に
お
け
る
間

接
的
な
証
拠
な
が
ら
、
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
の
「
オ
イ
コ
ス
」
を
「
フ
ラ
ト
リ
ア
」
と
同
義
と
解
す
べ
き
余
地
の
あ
る
こ
と
を
、
以
上
の
事
実
は

暗
に
示
す
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
オ
イ
コ
ス
な
る
語
の
附
記
を
理
由
に
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
は
フ
ラ
ト
リ
ア
な
ら
ず
と
す
る
論
拠
は
、
実
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
ほ
ど
確
か
で
は
な
い
と
雷
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
6
．
こ
の
ブ
ラ
ト
リ
ア
の
入
籍
審
査
に
関
す
る
法
が
「
デ
…
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
の
法
」
と
呼
ば
れ
（
第
一
四
－
一
五
行
〉
、
ま
た
成
員
名
簿

が
デ
～
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
の
管
理
の
下
に
あ
っ
た
（
第
二
〇
1
二
一
行
）
事
実
も
、
（
A
）
説
と
は
別
の
見
地
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
が
フ
ラ
ト
リ
ア
の
な
か
に
あ
っ
て
成
員
の
入
籍
に
つ
い
て
特
別
の
権
能
を
も
つ
集
団
で
あ
る
と
す
れ
ぼ
、

彼
ら
が
入
籍
規
定
を
知
悉
し
、
そ
の
適
用
に
あ
た
っ
て
他
に
抜
ん
出
た
発
言
権
を
も
つ
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
「
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ

の
法
」
と
は
、
彼
ら
が
入
籍
規
定
の
右
の
よ
う
な
意
味
で
の
解
釈
者
Φ
×
。
σ
q
簿
巴
で
あ
る
と
の
謂
に
他
な
ら
ず
、
名
簿
の
保
管
も
、
解
釈
者
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
て
の
そ
の
地
位
に
由
来
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
第
二
〇
1
二
二
行
に
よ
れ
ば
、
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
の
許
に
保
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

さ
れ
た
正
規
の
成
員
名
簿
と
並
ん
で
、
そ
の
写
し
ρ
暮
お
峯
讐
8
の
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
　
こ
の
写
し
は
、
　
フ
ラ
ト
リ
ア
全

体
の
代
表
者
た
る
「
フ
ラ
ト
リ
ア
の
長
」
が
保
管
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
①
第
一
節
註
④
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掲
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恥
、
ま
駄
勘
妬
特
立
題
．
困
難
糺
ミ
野
守
電
轟
、
駄
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．
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①
心
一
戸
幽
幽
一
”
℃
．
φ
膳
膳
口
回
．
戯
禽
9
℃
．
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①
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．
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＄
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．
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ロ
。
・
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⇔
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。
な
か
で
も
シ
ェ
ル
と
ヘ
ド
リ
ッ
ク
と
が
、
。
舞
。
り
を
集
会
所
の
建
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テ
ィ
カ
内
外
の
若
干
の
事
例
を
援
用
し
つ

つ
、
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
と
は
こ
の
種
の
集
会
駈
を
共
有
す
る
デ
ケ
レ
イ
ア
区
出

　
身
の
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
成
員
の
小
集
団
な
る
旨
を
詳
論
す
る
。
ω
o
げ
α
鐸

　
出
し
口
㌧
一
宰
賊
一
〇
Q
c
◎
り
H
H
悌
℃
℃
．
同
O
l
卜
o
h
⊃
川
口
⑦
色
筑
O
岸
㌧
§
恥
諏
こ
鳶
㌧
為
．
ミ
鵯
．
鳶
．
℃
ワ
O
Q
Q
I
①
8

　
一
一
◎
◎
㌧
一
同
α
1
一
爬
①
甲

③
乏
。
菊
．
勺
韓
。
軒
ゴ
δ
U
①
o
巴
。
㊤
p
H
霧
臼
，
言
賦
8
9
邑
≧
焦
。
コ
匿
p
三
。
の
．

　
O
均
一
H
◎
◎
り
押
℃
噸
邸
b
Ω
｝
月
虹
β
匹
O
－
Q
O
境
団
㌧
8
ぴ
O
U
O
諺
O
自
◎
コ
凶
α
帥
P
℃
や
一
目
Q
っ
I
H
一
P

　
同
区
ω
！
一
b
o
倉
一
N
①
－
一
G
ゆ
押
一
も
O
Q
Q
l
同
。
◎
鼻
旧
自
。
こ
国
鐸
℃
伊
稗
ユ
鳥
P
抄
》
同
。
一
6
誤
G
o
℃
鍵
回
ユ
〉
憎
①
o
－

　
℃
㊤
σ
q
β
ω
マ
国
恥
動
騒
穂
ω
帖
§
O
噛
．
器
》
ミ
無
O
馬
出
・
○
呂
h
O
『
全
一
り
窃
Q
o
（
薩
O
O
　
b
o
α
”
　
H
㊤
G
Q
一
）
層

　
ワ
。
。
ご
〉
・
u
三
。
び
霧
¢
u
8
『
8
。
h
u
⑦
筥
。
℃
姦
p
5
。
。
藤
？
。
。
ホ
し
6
■
o
．

　
↓
」
㌧
》
置
①
Q
◎
、
一
〇
ω
鱒
℃
℃
，
一
㊤
◎
o
－
H
㊤
P
鱒
O
二
一
吋
O
窃
…
鳥
O
こ
ω
O
機
日
賦
津
冤
舘
一
焦
〉
勺
娼
O
㊤
一

　
凶
謬
〉
畠
日
2
踏
螢
昌
O
溶
痴
N
O
昌
ω
7
一
℃
’
O
、
ω
9
　
ド
㊤
ω
伊
℃
℃
■
ω
0
9
Q
◎
一
〇
l
Q
σ
一
H
崩
ン
角
．

　
∩
｝
二
曽
羽
島
償
O
O
一
、
　
一
じ
い
一
ω
け
一
汁
鶉
凶
h
O
P
O
　
α
⑦
嵩
9
　
h
同
ρ
仲
り
凶
㊤
　
詳
①
嵩
9
　
Ω
『
Φ
O
一
㊤
　
騨
昌
け
一
〇
ρ
　
O

　
コ
⑦
＝
O
O
O
ざ
コ
一
〇
◎
登
樽
①
O
げ
①
良
り
H
け
㊤
牒
四
H
。
罫
ミ
O
ミ
馬
蝿
ミ
㍉
翁
禍
福
誉
窺
“
偽
鳶
職
恥
ミ
画
轟

　
壽
斜
媛
帖
O
隷
犠
ミ
　
叙
価
馬
　
卜
姫
ミ
副
馬
．
　
O
一
帥
ω
o
o
⑦
　
二
一
　
ロ
o
O
一
①
コ
N
①
　
昌
μ
O
門
㊤
一
一
、
　
o
◎
け
O
同
一
〇
げ
O
　
O
梓

　
⇒
δ
ざ
σ
q
一
〇
げ
ρ
＜
囲
ρ
目
O
ω
刈
”
℃
℃
．
脳
悼
－
心
点
㎞
］
）
■
勺
．
O
O
珍
¢
鵠
P
圏
O
け
⑦
o
◎
O
コ
け
『
㊦

　
〉
尊
り
9
既
p
ユ
コ
｝
．
転
℃
“
．
誉
砺
α
G
Q
、
明
り
G
Q
G
◎
．
や
一
“
O
廟
〉
■
〉
謬
α
『
O
ノ
く
O
ω
ヤ
勺
7
瞭
O
O
げ
O
「
O
G
o

　
O
醇
℃
げ
『
9
♪
二
二
〇
し
。
凸
旨
嚥
砺
○
◎
押
一
㊤
①
ド
℃
℃
。
膳
一
P
一
劇
…
月
7
0
ヨ
℃
ω
O
P
夢
ミ
愚
O
司
馬

　
O
紙
O
ミ
榊
鴇
恥
心
卜
。
㌧
℃
℃
．
0
鱒
一
α
蒔
㌧
α
①
一
窃
Q
◎
鴇
い
内
．
U
斜
〈
一
〇
し
自
、
〉
け
げ
2
二
9
P
O
潮
嵐
O
類
－

　
ω
一
二
℃
．
6
げ
O
］
）
①
o
o
O
O
二
け
O
村
〇
二
℃
壁
回
鳥
伸
々
O
》
揮
①
旨
曜
9
鉱
く
Φ
ω
．
O
、
団
ρ
一
㊤
『
圃
－
圃
◎
◎
、

　
や
一
一
Q
◎
…
匹
O
こ
｝
一
心
碕
』
ミ
＆
起
翫
願
望
㌔
O
さ
O
ヤ
＆
§
袋
N
き
篤
起
O
智
恥
恥
ご
窺
N
箆
暮
恥
こ
恥
■

　
窯
画
く
く
〇
二
ひ
叢
り
◎
◎
ザ
℃
ワ
一
〇
α
i
同
O
①
㎞
O
．
勺
ρ
簿
O
諺
O
詳
、
ミ
、
貯
N
恥
軌
G
衛
凝
ミ
嵩
弾
鴬

　
卜
自
さ
魚
虹
団
㎏
＼
O
切
．
O
．
H
）
♂
q
り
陰
℃
①
鵠
昂
ω
望
一
く
曾
凱
2
一
㊤
刈
9
℃
。
Q
Q
ρ
唱
．
一
偽
鵠
図
ピ
一
心
“

　
℃
■
い
菊
げ
O
ロ
O
ρ
」
O
O
ミ
ミ
ミ
匙
袋
曙
O
起
簿
恥
箆
篭
象
ミ
馬
識
象
鳶
弓
馬
壽
ミ
蕊
ご
嵩
℃
O
N
㍗

　
～
ミ
麟
O
呂
隔
O
一
，
倉
一
¢
c
Q
一
℃
℃
。
窃
O
一
…
自
O
こ
§
馬
O
鳶
恥
む
G
紮
陵
砺
馬
斜
鳳
儲
帥
臥
晦
ミ
ミ
、
聴

　
切
O
O
長
目
O
出
α
9
ご
昂
り
G
◎
伊
℃
■
一
〇
⑩
廟
α
O
こ
這
的
一
〇
ρ
℃
璽
一
G
Q
窃
F
G
⇔
9

④
　
最
近
に
お
い
て
も
第
一
節
註
⑧
所
為
の
霊
。
謹
⑦
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．
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⑲
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下
部
単
位
テ
ィ
ァ
ソ
ス
の
成
員
で
あ
る
と
看
書
す
。
し
か
し
第
～
決
議
冒

　
頭
の
こ
の
個
所
の
前
後
は
、
前
三
九
六
年
多
門
の
非
常
措
置
、
す
な
わ
ち
フ
ラ
ト

　
リ
ア
名
簿
の
点
検
と
、
資
格
な
き
入
籍
者
の
除
籍
、
さ
ら
に
除
籍
の
場
合
に
家
父

　
に
課
せ
ら
る
べ
き
罰
金
に
つ
い
て
ま
で
細
か
く
定
め
て
、
内
容
的
に
完
結
し
て
い

　
る
。
注
濁
す
べ
き
は
、
そ
こ
に
お
い
て
第
二
九
行
以
下
あ
る
い
は
第
九
篤
行
以
下

　
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
上
訴
に
つ
い
て
の
規
定
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
点
で
、

　
こ
の
事
実
は
第
～
五
1
一
六
行
の
「
フ
ラ
ト
リ
ァ
成
員
」
の
審
決
が
少
く
と
も
原

　
則
的
に
は
そ
れ
自
体
で
完
結
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
上
訴
は
非
常
の
措
鷺
ゆ

　
え
認
め
ら
れ
な
い
か
、
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
直
ぐ
後
に
つ
づ
く
第
二
六
行
以
下

　
の
恒
常
的
規
定
に
準
じ
、
デ
…
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
へ
の
そ
れ
が
含
意
さ
れ
て
い

　
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
入
籍
可
否
の
馨
査
に
か
か
わ
る
権
能
を
行
使

　
し
得
た
「
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
」
は
、
成
員
総
会
以
外
に
あ
り
え
な
い
。
な
お
第
二

　
六
行
以
下
の
恒
常
的
規
定
で
は
、
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
総
会
が
原
則
と
し
て
入
籍
審

　
査
に
あ
た
る
唇
の
明
文
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
と

　
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。

⑫
註
⑦
所
掲
本
文
、
下
線
都
（
b
）
（
c
）
を
参
照
。
註
⑳
を
も
参
看
さ
れ
た
い
。

⑬
（
イ
）
F
2
よ
。
。
■
還
S
．
嵐
黒
ヒ
…
…
穿
。
を
昏
驚
N
侮
馬
り
還
。
q
§
h
葛
ミ
℃
留

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ε

　
燕
q
鴇
h
●
a
説
念
下
馬
曇
窺
＆
動
n
養
～
銭
軌
巷
悉
§
遷
登
ミ
為
臥
芯
ミ
a
℃
～
超
踏

　
㍗
q
鉱
N
ミ
N
ヘ
ミ
蕊
“
N
焦
亀
侮
℃
＆
燭
e
歴
程
昏
請
鳶
へ
智
ミ
紋
勘
向
ミ
↓
g
り
軌
き
＆
．

　
　
　
　
　
　
　
　
（
ぴ
）

　
下
線
部
（
a
）
を
参
照
。
　
（
ロ
）
　
｝
一
●
一
鎗
－
這
ω
■
乱
℃
謝
竃
黛
竃
ミ
［
ミ
§

　
響
ミ
二
毛
窺
烹
℃
§
　
を
ミ
も
黙
息
§
鑓
　
㍗
［
N
ミ
警
ミ
　
穿
§
　
登
　
臥
舞
］
三
紋
8

　
選
。
q
§
嵩
＄
q
“
下
線
部
を
参
照
。

⑭
但
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
留
保
を
付
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で

　
あ
ろ
う
。
諸
家
の
指
摘
す
る
通
り
、
本
碑
文
の
上
記
二
個
所
に
見
え
る
宇
句
「
デ

　
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
（
の
人
々
）
が
級
々
赴
く
と
こ
ろ
」
に
は
、
リ
ュ
シ
ア
ス
弁
論
第

　
二
三
番
第
三
節
の
「
デ
ケ
レ
イ
ェ
イ
ス
（
デ
ケ
レ
イ
ア
区
所
属
の
人
々
）
が
履
々

　
赴
く
（
ア
ゴ
ラ
西
北
隅
の
）
　
ヘ
ル
メ
ス
群
像
近
傍
の
床
屋
」
こ
款
§
b
鶏
建
こ

　
角
食
ミ
岩
牙
．
肉
ミ
渤
9
ミ
昏
三
雲
鈍
り
還
。
q
竃
3
＆
q
建
が
文
言
の
上
で
明
ら
か

　
に
照
応
す
る
。
o
｛
」
，
H
＆
法
。
ぎ
§
偽
誌
ミ
ら
℃
ミ
冨
、
一
個
℃
ワ
誠
勲
一
ω
。
。
■
た
し

　
か
に
リ
ュ
シ
ア
ス
の
記
鱗
に
お
け
る
「
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
扁
は
デ
ケ
レ
イ
ア
区
の

　
人
々
を
意
味
し
、
他
方
、
本
碑
文
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
デ
ケ
レ
イ
ア
区
出
身

　
の
成
員
の
比
重
が
中
心
市
へ
の
移
住
者
も
含
め
て
無
視
し
え
ぬ
程
度
に
上
っ
た
で

　
あ
ろ
う
こ
と
は
、
以
下
本
文
で
述
べ
る
、
こ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
と
デ
ケ
レ
イ
ア
区
と

　
の
密
接
な
関
係
か
ら
し
て
、
否
定
し
難
い
購
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
碑
文
本
文

　
に
あ
る
よ
う
な
、
デ
ケ
レ
イ
ア
で
の
供
儀
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
が
如
き
状
況

　
が
想
定
さ
れ
る
場
合
、
中
心
甫
に
あ
っ
て
彼
ら
デ
ケ
レ
イ
ア
出
身
の
多
数
成
員
が
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古典期アテネのフラトリア（伊藤）

　
日
常
し
ば
し
ば
訪
れ
る
、
例
え
ば
上
掲
リ
ュ
シ
ア
ス
の
記
事
に
示
さ
れ
る
よ
う
な

　
場
所
が
、
た
と
い
フ
ラ
ト
リ
ア
固
有
の
そ
れ
で
な
く
と
も
、
成
員
全
体
の
た
め
公

　
示
の
場
と
し
て
指
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
充
分
に
理
由
の
あ
る
こ
と
と
晃
な
く
て
は

　
な
ら
な
い
。
第
一
決
議
だ
け
で
な
く
第
三
決
議
に
お
け
る
「
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
が

　
屡
々
赴
く
と
こ
ろ
」
も
、
中
心
市
所
在
と
の
限
定
句
を
欠
く
け
れ
ど
も
、
同
じ
場

　
所
を
詣
す
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
本
碑
文
の
上
記
二
個
所
に
見
え

　
る
「
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
」
が
仮
に
デ
ケ
レ
イ
ア
区
出
身
の
玖
々
の
謂
で
あ
る
と
す

　
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
を
我
女
の
立
論
の
直
接
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は
避
け
な
く
て

　
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
具
体
的
な
場
所
と
し
て
は
上
記
リ
ュ
シ
ア
ス
の

　
記
事
の
指
し
示
す
と
こ
ろ
を
碑
文
本
文
も
ま
た
暗
示
す
る
と
し
て
も
、
先
の
二
つ

　
の
公
示
事
項
が
フ
ラ
ト
リ
ア
全
体
に
か
か
わ
る
事
実
を
勘
案
す
る
と
、
碑
文
当
該

　
個
所
に
見
え
る
「
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
」
の
証
㎎
そ
の
も
の
は
、
こ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の

　
成
員
た
ち
を
含
意
す
る
と
受
取
る
の
が
、
む
し
ろ
自
然
で
あ
ろ
う
。

⑮
F
認
ふ
心
●
＆
説
N
ミ
註
℃
勲
殴
君
影
［
需
實
鳶
ミ
鼠
映
書
＆
優
伽
り
浮
槍
玉
建

　
轡
～
嫡
［
晋
鳥
e
胤
＆
下
線
部
を
参
照
。

⑯
本
節
註
⑬
所
掲
本
文
、
（
イ
）
下
線
部
（
b
）
を
参
照
。

⑰
　
以
下
本
文
で
挙
げ
る
碑
文
史
料
に
つ
い
て
は
、
○
燐
霞
α
零
9
0
℃
．
9
ρ
や
心
即

　
竃
煽
霞
P
G
O
も
。
G
。
b
℃
．
㊤
一
戸
b
⊇
㎞
り
。
ぎ
ρ
ミ
ざ
戯
9
や
ω
9
ピ
賦
α
①
＝
あ
8
洋
’

　
O
§
審
－
三
皇
馬
齢
卜
塁
融
ミ
N
。
Q
り
郎
℃
覧
。
き
。
暮
．
。
。
・
〈
．
勘
震
り
に
す
で
に
言
及
が
あ

　
る
が
、
当
該
碑
文
を
起
点
と
す
る
以
下
の
推
論
の
当
否
は
、
す
べ
て
筆
者
に
帰
せ

　
ら
れ
る
。

⑱
H
Q
×
嵩
9
罐
O
F
訟
点
弥
頓
。
幅
藁
h
需
＆
［
＆
二
越
岸
鷲
畦
曲
の
ま
計
e
り

　
＆
の
昼
寝
瓦
馬
＆
h
釈
§
］
舞
～
円
。
牙
砺
ミ
9
§
り
＆
8
9
磯
鳳
8
0
罵
房
…
…
マ
＆
～

　
§
下
り
浮
孕
悪
驚
ヘ
ミ
『
ミ
建
～
。
罪
。
ε
一
三
二
「
一
8
一
F
嵩
ム
①
■
E
ミ
伽
セ
ミ

　
＆
こ
じ
慧
訣
門
ミ
蓬
～
8
牙
伽
融
『
警
§
の
＆
嫡
8
決
り
獣
紙
墨
り
凡
下
［
映
巷
畠
ミ
転
§
㌧

　
奏
～
§
鳶
り
浮
轡
曾
艶
§
建
暇
養
～
曳
き
q
亀
手
h
．
ζ
＆
①
一
一
あ
8
夢
O
§
審
－

　
導
N
曳
禍
事
網
嚢
讐
§
．
ω
鶴
b
℃
一
．
ρ
く
．
O
～
さ
り
が
お
そ
ら
く
O
量
a
蓉
O
㌍
O
℃
．
9
戸

　
聞
直
ω
コ
・
q
【
に
倣
っ
て
囲
Ω
×
目
9
総
G
。
P
H
朝
を
。
隷
。
の
1
1
鷺
為
窺
『
黛
袋
と
解

　
す
る
典
拠
の
一
つ
と
し
て
引
く
の
は
、
H
O
の
現
行
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
言
え
ば
、

　
適
切
で
な
い
。
こ
の
碑
文
は
竃
三
δ
一
口
O
。
。
に
相
当
し
、
ミ
シ
ェ
ル
の
読
み
で
は
、

　
そ
の
第
一
三
一
一
五
行
が
同
じ
く
、
市
民
権
を
賦
与
さ
れ
る
外
人
の
フ
ユ
レ
…
と

　
オ
イ
コ
ス
へ
の
帰
属
を
必
須
と
定
め
る
文
言
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
第
一
五
行

　
を
囲
○
で
は
［
養
～
蔦
り
＆
N
ミ
の
側
肖
唱
ミ
］
ぐ
諏
ミ
亀
さ
。
滋
養
へ
と
補
い
、
エ

　
ン
ク
テ
ー
シ
ス
の
賦
与
を
想
定
し
て
、
。
舞
。
り
を
家
屋
の
意
に
解
す
る
。
　
し
た
が

　
っ
て
H
O
本
文
の
読
み
を
採
る
限
り
、
こ
の
碑
文
は
当
面
の
問
題
と
は
か
か
わ
り

　
を
分
た
な
い
。
な
お
マ
ン
ロ
ウ
お
よ
び
ロ
ッ
ツ
ェ
は
、
市
民
権
賦
与
に
関
す
る
カ

　
ル
タ
イ
ア
碑
文
に
見
え
る
。
～
さ
り
を
、
フ
ラ
ト
リ
ア
よ
り
も
、
む
し
ろ
ゲ
ノ
ス
を

　
指
す
も
の
と
解
す
る
。

⑲
例
え
ば
、
著
名
な
プ
リ
ュ
ニ
コ
ス
殺
害
者
顕
彰
碑
文
の
一
部
、
竃
い
。
。
α
戸
嶺

　
高
刈
．
侮
Ψ
ミ
説
④
、
黛
竃
［
曾
N
§
、
臥
も
魯
ミ
。
ド
養
～
§
穿
り
撃
茎
］
ミ
も
b
暑
黛
8

　
剛
尚
7
登
悪
沁
魯
ミ
竃
魯
q
黛
q
唱
ミ
＆
賦
冒
．
の
下
線
部
と
註
⑱
中
敷
の
二
枚
の

　
カ
ル
タ
イ
ア
碑
文
の
下
線
部
と
を
比
較
対
照
さ
れ
た
い
。
な
お
ア
テ
ネ
の
宿
民
権

　
賦
与
に
か
か
わ
る
一
連
の
碑
文
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
貞
夫
「
古
典
期
ア
テ
ネ
の
フ

　
ラ
ト
リ
ア
ー
そ
の
組
織
度
を
め
ぐ
っ
て
一
」
『
西
洋
古
典
学
研
究
』
三
一
、

　
一
九
八
三
年
、
一
…
一
八
頁
、
と
く
に
同
論
文
、
七
一
一
〇
頁
を
参
照
。
こ
の
種

　
の
碑
文
の
包
括
的
研
究
と
し
て
、
そ
の
後
、
蜜
．
旨
○
。
・
σ
o
ヨ
。
℃
ミ
ミ
ミ
、
凝
黛
欺
§

　
§
ミ
ξ
蕊
・
沸
く
〇
一
。
・
・
詩
箋
。
。
器
ど
一
㊤
Q
。
乍
這
Q
。
ω
が
公
刊
さ
れ
た
。
フ
ラ
ト
リ
ア
と

　
の
関
係
に
つ
い
て
は
害
置
’
團
く
．
℃
や
一
刈
Φ
占
Q
。
ド

⑳
　
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
の
オ
イ
コ
ス
を
デ
ケ
レ
イ
ア
区
出
身
の
成
員
か
ら
な
る
フ
ラ

　
ト
リ
ア
内
部
の
特
別
な
地
縁
集
団
と
す
る
見
方
に
対
し
て
も
、
「
オ
イ
コ
ス
」
を

　
集
会
所
な
い
し
そ
こ
に
集
う
人
々
と
す
る
解
釈
の
当
否
と
は
別
に
、
デ
ー
モ
テ
ィ

　
オ
ー
ニ
ダ
イ
と
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
と
が
碑
文
本
文
に
同
時
に
出
る
唯
一
の
個
所
、

　
第
二
九
－
三
四
行
の
記
窮
と
の
関
連
で
、
疑
義
を
呈
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
デ

　
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
を
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
…
ニ
ダ
イ
に
包
摂
さ
れ
る
小
集
団
と
解
す
る
こ
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と
自
体
、
碑
文
の
上
記
個
所
の
示
す
と
こ
ろ
と
背
弛
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
フ
ラ
ト
リ
ア
と
し
て
の
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
の
上
訴
審

決
に
際
し
、
そ
こ
に
包
摂
さ
れ
る
地
縁
的
小
集
団
た
る
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
は
如
何

な
る
資
格
に
お
い
て
代
表
を
派
し
、
そ
れ
に
与
り
え
た
と
解
す
べ
き
か
。
彼
ら
が

フ
ラ
ト
リ
ア
の
本
拠
で
あ
る
デ
ケ
レ
イ
ア
に
古
く
か
ら
住
む
中
核
的
な
成
員
だ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
全
員
に

よ
る
上
訴
審
決
に
お
い
て
、
彼
ら
は
誰
よ
り
も
先
に
、
し
か
も
全
員
そ
の
任
に
当

る
べ
き
地
位
に
あ
っ
た
筈
で
、
「
彼
ら
（
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
）
に
加
え
て
」

（
第
三
二
行
の
腎
、
＆
叫
ミ
リ
は
こ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
、
国
。
α
臥
。
ぎ
§
馬

」
ミ
。
℃
壽
ミ
ミ
亨
℃
・
ぱ
の
、
、
詳
夢
霧
o
o
器
。
ω
．
、
の
如
き
解
釈
は
納
得
し
が
た

　
い
）
代
表
五
人
を
選
び
、
も
っ
て
審
決
に
参
加
す
べ
し
と
の
規
定
は
、
デ
ケ
レ
イ

　
エ
イ
ス
を
フ
ラ
ト
リ
ア
に
内
包
さ
れ
る
小
集
団
と
す
る
限
り
、
不
可
解
と
言
う
べ

　
き
で
あ
る
。
こ
こ
は
先
に
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
な
る
フ
ラ

　
ト
リ
ア
が
小
集
団
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
に
よ
る
上
訴
審
決
に
際
し
、
フ
ラ
ト

　
リ
ア
全
体
の
意
向
を
反
映
さ
せ
る
べ
く
代
表
五
人
を
送
り
込
ん
で
、
そ
れ
に
参
与

　
さ
せ
た
と
解
す
る
以
外
に
道
は
な
い
。
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
を
ゲ
ノ
ス
と
見
る
説
に

　
対
し
て
も
、
そ
れ
は
妥
当
す
る
批
判
点
で
あ
る
。

⑳
　
以
上
、
デ
；
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
を
フ
ラ
ト
リ
ア
の
窪
①
σ
q
。
欝
一
と
見
る
解
釈

　
は
、
芝
p
鎌
？
O
⑦
巴
ざ
目
置
①
U
①
旨
。
鋒
。
口
置
ρ
P
唱
や
嵩
り
占
銭
の
創
見
に
負
う
。

㊧
　
本
節
詰
⑥
欝
欝
本
文
、
下
線
部
（
b
）
。
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四

　
H
Ω
目
N
お
G
。
圃
の
碑
文
を
遺
し
た
フ
ラ
ト
リ
ア
は
、
か
く
し
て
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
な
る
名
で
呼
ば
れ
る
集
団
で
あ
っ
た
。
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー

ニ
ダ
イ
と
は
、
そ
の
な
か
で
一
種
特
別
な
地
位
を
有
す
る
小
集
団
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
し
て
碑
文
を
今
一
度
読
み
直
し
、
そ

こ
か
ら
こ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
構
造
を
探
っ
て
み
よ
う
。

　
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
は
、
そ
の
名
称
と
祭
壇
の
所
在
と
か
ら
し
て
、
疑
い
な
く
、
か
の
デ
ケ
レ
イ
ア
を
本
拠
と
す
る
フ
ラ
ト
リ
ア
で
あ
る
。
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

典
期
に
お
い
て
も
成
員
の
う
ち
の
か
な
り
の
部
分
が
こ
の
地
に
居
住
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
ア
ヅ
テ
ィ
カ
の
他
の
地
域
な
か
ん
づ
く
中

心
市
ア
テ
ネ
と
成
員
た
ち
と
の
関
係
の
無
視
し
え
ぬ
こ
と
は
、
非
常
時
に
お
け
る
供
犠
の
場
所
を
公
示
す
る
の
に
「
中
心
市
の
う
ち
デ
ケ
レ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

エ
イ
ス
（
の
人
々
）
が
屡
々
赴
く
と
こ
ろ
」
（
第
六
三
1
六
四
行
）
を
選
ん
で
い
る
事
実
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
こ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
成
員
数
は
不
明
で
あ
る
。
　
一
般
成
員
℃
鐸
暮
震
＄
の
な
か
か
ら
聖
俗
の
世
話
役
と
し
て
各
々
一
名
の
神
官
ま
Φ
お
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
ら
び
に
「
フ
ラ
ト
リ
ア
の
馬
偏
℃
訂
緯
ほ
母
。
び
○
ω
が
選
ば
れ
、
碑
文
本
文
が
示
す
よ
う
に
様
々
な
責
務
を
果
す
が
、
入
籍
資
格
審
査
の
ご
と



古典期アテネのフラトリア（伊藤）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

き
重
要
事
項
は
成
員
総
会
㊤
σ
q
o
欝
（
第
八
六
行
）
の
票
決
に
委
ね
ら
れ
る
。
入
籍
資
格
審
査
に
関
し
、
各
フ
ラ
ト
リ
ア
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
規

定
を
所
有
し
て
い
た
ら
し
い
。
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
の
場
合
、
「
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
の
法
」
（
第
一
四
一
一
五
行
）
と
呼
ば
れ
る
の
が
そ
れ
で

あ
る
。
し
か
し
法
廷
弁
論
や
古
辞
書
と
い
っ
た
他
の
史
料
と
の
照
応
が
示
す
よ
う
に
、
H
O
H
憶
お
。
。
団
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
な
、
供
犠
・
資
格
審
査
・
票
決
の
一
連
の
方
式
や
、
出
生
・
性
別
・
年
齢
に
よ
る
入
籍
基
準
の
ご
と
き
中
心
的
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
細
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
知
ら
ず
大
綱
に
限
れ
ば
、
ア
テ
ネ
の
各
フ
ラ
ト
リ
ア
は
ほ
ぼ
共
通
の
規
定
を
有
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
。
古
典
期
に
は
国
制
上
の
位
置
を
大

方
失
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
な
お
ポ
リ
ス
市
民
団
の
構
成
に
事
実
上
、
重
要
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
フ
ラ
ト
リ
ア
に
対
し
、
ア
テ
ネ
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
何
ら
か
の
形
で
斉
一
的
な
規
制
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
を
、
そ
れ
は
想
像
さ
せ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ト
リ
ア
の
構
造
如
何
と
い
う
視
点
か
ら
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
の
決
議
碑
文
を
見
る
と
き
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
最
大
の
知
見

は
何
か
。
こ
れ
ま
で
の
分
析
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
入
籍
審
査
と
い
う
成
員
構
成
を
決
定
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
少
く
と
も
第

一
決
議
が
行
わ
れ
た
前
四
世
紀
初
頭
の
時
点
で
は
、
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
な
る
小
集
団
が
フ
ラ
ト
リ
ア
の
内
部
で
特
権
的
な
地
位
を
占
め

て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ト
リ
ア
は
そ
の
成
員
構
成
に
お
い
て
必
ず
し
も
均
質
で
な
い
。
そ
れ
は
一
部
に
地
位
の
上
で
他
に
抜
き

ん
出
た
グ
ル
ー
プ
を
含
ん
で
い
る
ら
し
い
。
こ
の
事
実
の
も
つ
意
味
を
よ
り
的
確
に
理
解
す
る
に
は
、
し
か
し
な
が
ら
ア
テ
ネ
の
フ
ラ
ト
リ
ア

全
般
に
つ
い
て
、
そ
の
構
造
上
の
特
質
を
指
し
示
す
史
料
を
他
に
求
め
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
し
て
断
片
的
で
は
あ
っ
て
も
、
フ
ラ
ト
リ
ア

に
関
す
る
こ
の
種
の
言
及
を
含
む
史
料
が
、
事
実
、
伝
存
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
が
、
ド
ラ
コ
ン
の
殺
人
に
関
す
る
法
で
あ
る
。

　
前
六
二
四
年
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
こ
の
法
は
、
ソ
ロ
ン
に
よ
り
廃
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
前
五
世
紀
末
の
古
法
改
編
を
も
く
ぐ
り
抜
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
、
前
事
〇
九
年
、
一
枚
の
碑
に
刻
さ
れ
て
我
々
の
手
に
遺
さ
れ
て
い
る
。
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
の
法
廷
弁
論
に
お
け
る
引
用
か
ら
も
、
そ
れ
が
古

典
期
末
に
い
た
る
ま
で
法
と
し
て
の
効
力
を
も
ち
続
け
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
無
意
志
殺
人
の
加
害
者
に
対
す
る
処
遇
を
定
め
た
こ
の
法

の
う
ち
、
当
面
の
問
題
と
か
か
わ
る
の
は
和
解
に
つ
い
て
の
条
文
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
加
害
者
は
被
害
者
の
父
・
兄
弟
・
息
子
、
も
し

く
は
同
じ
く
被
害
者
の
従
兄
弟
の
子
に
い
た
る
親
族
の
聞
で
全
員
一
致
に
よ
る
同
意
が
成
立
す
る
な
ら
ぼ
、
有
罪
判
決
を
受
け
国
外
退
去
の
身

25　（701）



で
あ
っ
て
も
許
さ
れ
て
帰
国
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
法
は
和
解
の
同
意
を
与
う
べ
き
右
の
範
囲
の
親
族
が
い
な
い
場
合
を
想
定
し
、
そ
れ
に

代
る
者
と
し
て
被
害
者
の
属
す
る
ブ
ラ
ト
リ
ア
の
成
員
一
〇
名
を
挙
げ
る
。
そ
の
さ
い
注
目
す
べ
き
は
、
審
判
人
た
る
エ
ブ
ェ
タ
イ
に
よ
る
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ラ
ト
リ
ア
代
表
の
選
出
が
家
柄
を
基
準
と
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。

　
フ
ラ
ト
リ
ア
に
つ
い
て
ド
ラ
コ
ン
の
法
が
教
え
る
の
は
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。
ア
テ
ネ
に
お
い
て
も
フ
ラ
ト
リ
ア
は
少
く
と
も
前
七
世
紀
ま

で
そ
の
歴
史
を
確
実
に
遡
り
う
る
古
い
社
会
集
団
で
あ
る
こ
と
、
ド
ラ
コ
ン
の
法
か
ら
先
ず
知
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
こ
の
簡
単
な
事
実
で
あ

る
が
、
上
述
の
よ
う
な
史
料
と
し
て
の
法
の
伝
存
状
況
か
ら
し
て
同
時
に
推
論
し
う
る
こ
と
は
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
改
革
以
後
、
国
市
上
の

機
能
を
フ
ユ
レ
ー
・
デ
…
モ
ス
と
い
っ
た
地
縁
原
理
に
立
脚
す
る
新
し
い
社
会
集
団
に
譲
り
は
し
た
も
の
の
、
古
典
期
後
半
に
い
た
る
ま
で
フ

ラ
ト
リ
ア
は
ア
テ
ネ
市
民
に
対
す
る
組
織
度
と
内
部
構
成
と
の
両
面
に
お
い
て
、
そ
の
基
本
的
な
在
り
方
を
変
え
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
古

典
期
に
お
い
て
も
効
力
を
保
っ
た
刑
法
上
の
一
規
定
に
登
場
し
て
名
を
留
め
、
親
族
に
代
る
機
能
を
場
合
に
よ
っ
て
は
果
す
べ
く
法
の
な
か
で

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
事
実
を
も
っ
て
し
て
も
、
フ
ラ
ト
リ
ア
が
古
典
期
に
お
い
て
な
お
全
市
民
を
組
織
し
て
い
た
こ
と
は
一
先
ず
明
ら
か
で

　
　
⑪

あ
る
が
、
当
面
の
問
題
と
の
関
連
で
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、
ポ
リ
ス
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
家
柄
に
よ
り
市
民
と
し
て
の
権
利
の
行
使
に
法
的

に
何
の
格
差
も
付
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
民
主
政
完
成
期
の
ア
テ
ネ
に
お
い
て
も
、
こ
と
フ
ラ
ト
リ
ア
の
内
部
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
貴
族

政
期
以
来
の
家
柄
に
よ
る
成
員
間
の
地
位
の
格
差
が
厳
存
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
家
柄
を
基
準
と
し
た
、
エ
フ
ェ
タ
イ
に
よ
る
フ
ラ
ト
リ
ア

代
表
一
〇
名
の
選
抜
は
、
端
的
に
右
の
事
実
を
表
し
て
い
る
。
先
に
我
々
は
H
O
H
緊
匿
鵯
に
つ
い
て
、
成
員
の
入
籍
資
格
審
査
と
い
う
フ

ラ
ト
リ
ア
の
存
続
と
構
成
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
事
項
に
関
し
特
権
的
な
地
位
に
立
つ
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
な
る
小
集
団
の
存
在
を

指
摘
し
た
が
、
彼
ら
の
特
権
的
地
位
も
、
貴
族
政
期
に
由
来
し
民
主
政
調
に
い
た
っ
て
な
お
命
脈
を
保
っ
た
、
フ
ラ
ト
リ
ア
内
部
に
お
け
る
、

家
柄
に
基
づ
く
成
員
間
の
格
差
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
フ
ラ
ト
リ
ア
内
部
に
お
け
る
こ
の
種
の
特
権
保
有
者
集
団
が
成
員
の
入
籍
に
関
し
他
の
一
般
成
員
と
は
異
な
る
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
を

示
す
事
例
を
、
我
々
は
他
に
も
前
四
世
紀
ア
テ
ネ
の
法
廷
弁
論
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
古
典
期
ア
テ
ネ
に
あ
っ
て
個
々
の
家
の
存
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⑫

続
を
計
る
上
で
の
有
力
な
手
段
と
目
さ
る
べ
き
も
の
に
養
子
縁
組
制
度
が
あ
る
。
こ
と
に
富
裕
市
民
の
間
で
こ
の
種
の
制
度
が
用
い
ら
れ
た
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

子
を
法
廷
弁
論
の
関
連
記
事
は
伝
え
る
。
市
民
の
家
の
養
子
た
る
に
は
他
の
市
民
の
嫡
出
男
子
で
あ
る
こ
と
を
要
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
出
生

に
ま
つ
わ
る
資
格
を
審
査
し
、
養
家
へ
の
家
成
員
と
し
て
の
入
籍
の
可
否
を
認
定
し
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
フ
ラ
ト
リ
ア
で
あ
っ
た
。
養
父
は
自

ら
の
属
す
る
フ
ラ
ト
リ
ア
に
養
子
た
る
べ
き
男
子
を
右
の
如
き
審
査
を
経
て
入
籍
さ
せ
る
が
、
関
連
記
事
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ト
リ
ア
入
籍
と
前

後
し
て
同
じ
く
血
縁
原
理
に
基
づ
く
小
集
団
に
養
子
を
入
籍
登
録
す
る
慣
わ
し
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
小
集
団
と
は
ゲ
ノ
ス
と
オ
ル
ゲ
オ
ー

ネ
ス
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
へ
の
養
子
た
る
べ
き
男
子
の
紹
介
、
成
員
に
よ
る
資
格
審
査
と
票
決
、
名
簿
へ
の
登
録
を
語
る
弁
論
の
記
事
は
、

フ
ラ
ト
リ
ア
と
上
記
二
集
団
そ
れ
ぞ
れ
と
の
関
係
の
必
ず
し
も
斉
一
で
な
い
事
情
を
明
か
す
か
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
オ
ル
ゲ
オ
f
ネ
ス
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
て
は
、
フ
ラ
ト
リ
ア
入
籍
の
後
に
行
わ
れ
る
デ
ー
モ
ス
へ
の
登
録
と
同
時
に
入
籍
の
手
続
が
と
ら
れ
る
様
が
読
み
と
れ
る
の
に
反
し
、
ゲ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ス
の
場
合
は
入
籍
の
た
め
の
審
査
と
投
票
が
フ
ラ
ト
リ
ア
入
籍
の
た
め
の
そ
れ
と
阿
じ
場
で
な
さ
れ
た
様
子
が
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
さ

い
直
ち
に
問
題
と
な
る
の
は
、
ゲ
ノ
ス
と
フ
ラ
ト
リ
ア
そ
れ
ぞ
れ
の
決
定
が
相
反
し
た
場
合
の
、
養
子
た
る
べ
き
男
子
の
フ
ラ
ト
リ
ア
入
籍
し

た
が
っ
て
養
子
縁
組
そ
の
も
の
の
成
否
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
少
か
ら
ぬ
示
唆
を
与
え
る
の
が
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
の
弁
論
第
五
九
番
第
五

五
－
六
三
節
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
作
と
伝
え
ら
れ
る
こ
の
長
大
な
弁
論
は
ア
テ
ネ
社
会
史
研
究
の
宝
庫
と
評
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
右
の
問
題
に
つ
い
て
も

具
体
例
に
即
し
つ
つ
貴
重
な
知
見
を
我
々
に
与
え
る
。
弁
論
の
上
記
個
所
に
よ
れ
ば
、
ア
テ
ネ
市
民
フ
ラ
ス
ト
ル
は
被
告
ネ
ア
イ
ラ
の
娘
フ
ァ

ノ
ー
を
彼
女
の
身
分
の
詐
称
に
気
づ
い
て
離
婚
し
た
の
ち
、
故
あ
っ
て
自
分
た
ち
二
人
の
間
の
男
子
を
改
め
て
養
子
と
し
て
入
籍
さ
せ
よ
う
と

フ
ラ
ト
リ
ア
と
ゲ
ノ
ス
に
願
い
出
る
。
然
る
に
彼
の
出
身
ゲ
ノ
ス
で
あ
る
ブ
リ
ュ
テ
ィ
ダ
イ
が
、
男
子
の
母
で
あ
る
フ
ァ
ノ
ー
が
市
民
身
分
出

身
で
な
い
と
い
う
理
由
で
こ
れ
を
否
決
し
、
登
録
を
拒
む
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
養
予
縁
組
、
す
な
わ
ち
父
フ
ラ
ス
ト
ル
の
所
属
フ
ラ
ト
リ

ア
へ
の
、
件
の
男
子
の
入
籍
は
、
成
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
注
園
す
べ
き
は
、
フ
ラ
ト
リ
ア
へ
の
入
籍
審
査
の
場
で
当
該
フ
ラ
ト
リ
ア
の
一
部

を
成
す
ゲ
ノ
ス
の
成
員
た
ち
σ
q
Φ
目
黒
鉱
が
先
ず
審
査
・
票
決
を
行
い
、
そ
の
う
え
少
く
と
も
否
決
の
場
合
、
彼
ら
の
意
志
が
完
全
に
優
先
し
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た
事
実
で
あ
る
。
　
フ
ラ
ト
リ
ア
内
部
に
お
け
る
こ
の
ブ
リ
ュ
テ
ィ
ダ
イ
の
位
置
は
、
例
え
ば
第
二
節
で
訳
出
し
た
H
O
H
矯
匿
G
。
¶
の
第
二
決

議
に
見
え
る
テ
ィ
ア
ソ
ス
の
そ
れ
と
甚
だ
対
照
的
で
あ
る
。
ブ
リ
ュ
テ
ィ
ダ
イ
に
よ
る
入
籍
審
査
は
、
最
終
的
判
断
を
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
総
会

に
委
ね
る
予
備
的
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
逆
に
、
ゲ
ノ
ス
と
し
て
の
彼
ら
自
身
の
成
員
構
成
に
つ
い
て
、
ブ
リ
ュ
テ
ィ
ダ
イ
が
一
種

独
立
の
地
位
を
保
証
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
彼
ら
が
フ
ラ
ト
リ
ア
入
籍
審
査
全
般
に
ど
の
よ
う
に
か

か
わ
っ
て
い
た
か
を
史
料
は
教
え
な
い
。
し
か
し
貴
族
政
期
に
由
来
す
る
、
家
柄
に
基
づ
く
特
権
保
有
者
集
団
の
後
置
を
彼
ら
の
裡
に
認
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

こ
と
は
、
お
そ
ら
く
誤
り
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
H
O
回
鷹
這
鵯
に
即
し
て
言
え
ば
、
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
な
る
フ
ラ
ト
リ
ア
に
お
け
る
デ
ー
モ
テ

ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
の
位
置
は
、
こ
の
ブ
リ
ュ
テ
ィ
ダ
イ
の
そ
れ
に
近
い
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
古
典
期
に
お
い
て
も
ア
テ
ネ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
内
部
に
は
家
柄
に
基
づ
く
成
員
間
の
地
位
上
の
格
差
が
存
在
し
、
一
部
上
層
の
成
員
は
独
自

の
小
集
団
を
成
し
て
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ト
リ
ア
へ
の
入
籍
手
続
に
関
し
上
述
の
よ
う
な
特
権
を
享
受
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
フ
ラ

ト
リ
ア
は
一
種
複
合
的
な
構
造
を
有
し
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
更
に
考
え
る
に
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
初
期
の
ア
テ

ネ
地
方
史
家
フ
ィ
ロ
コ
ロ
ス
の
遺
し
た
著
名
な
断
片
を
避
け
て
通
る
わ
け
に
行
く
ま
い
。
ビ
ザ
ン
ツ
時
代
の
古
辞
書
の
引
用
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ

虞
コ
戸
ス
は
ア
テ
ネ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
に
つ
い
て
、
「
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
は
、
オ
ル
ゲ
オ
ー
ネ
ス
を
も
、
ま
た
我
々
が
ゲ
ノ
ス
成
員
σ
q
①
昌
コ
亀
嵩

と
呼
ぶ
ホ
モ
ガ
ラ
ク
タ
イ
け
。
き
。
σ
q
巴
㊤
葬
巴
（
乳
を
同
じ
く
す
る
者
た
ち
）
を
も
、
必
ず
受
け
容
れ
る
べ
し
」
と
す
る
法
の
存
在
し
た
こ
と
を
伝

　
⑱

え
る
。
ペ
リ
ク
レ
ス
時
代
の
叙
述
の
な
か
で
の
言
及
と
想
定
さ
れ
、
古
典
期
の
フ
ラ
ト
リ
ア
を
規
制
し
た
と
考
え
ら
れ
る
右
の
法
は
、
し
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

専
門
家
の
問
で
成
立
年
代
に
諸
説
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
も
論
議
喧
し
く
、
当
面
の
問
題
に
関
し
て
確
か
な
史

料
た
り
う
る
か
ど
う
か
に
は
疑
問
が
残
る
。
し
か
し
上
記
断
片
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
法
の
文
言
と
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
関
連
史
料
よ
り
得
ら
れ

る
知
見
と
を
綜
合
す
る
と
、
以
下
の
諸
点
は
承
認
さ
れ
よ
う
。

　
第
一
に
、
ア
テ
ネ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
は
、
ゲ
ン
ネ
ー
タ
イ
と
オ
ル
ゲ
オ
ー
ネ
ス
と
い
う
少
く
と
も
二
種
類
の
成
員
か
ら
成
っ
て
い
た
。
こ
の
構

成
は
前
古
典
期
か
ら
古
典
期
に
か
け
て
変
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
第
二
に
、
フ
ラ
ト
リ
ア
入
籍
手
続
と
の
関
連
で
法
廷
弁
論
か
ら
知
ら
れ
る
、
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ゲ
ン
ネ
ー
タ
イ
・
ナ
ル
ゲ
オ
ー
ネ
ス
双
方
の
フ
ラ
ト
リ
ア
内
部
に
お
け
る
相
対
的
関
係
は
、
ゲ
ン
ネ
ー
タ
イ
の
よ
り
自
立
的
か
つ
優
先
的
な
地

位
に
大
き
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
格
差
の
由
来
は
前
古
典
期
に
遡
る
。
第
三
に
、
成
員
間
の
地
位
の
上
で
の
格
差
は
、
ド
ラ
コ
ン
の

法
が
示
す
よ
う
に
、
家
柄
を
基
準
と
し
て
決
め
ら
れ
る
。
然
る
に
フ
ィ
ロ
コ
ロ
ス
引
用
の
法
に
よ
れ
ば
、
ゲ
ン
ネ
ー
タ
イ
こ
そ
古
く
は
「
乳
を

同
じ
く
す
る
者
」
と
呼
ば
れ
て
、
血
縁
集
団
と
し
て
の
由
緒
の
正
し
さ
と
結
束
の
強
さ
と
を
自
他
と
も
に
認
め
る
人
々
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
第

四
に
、
フ
ラ
ト
リ
ア
は
、
と
り
わ
け
前
古
典
期
に
お
い
て
、
ア
テ
ネ
市
民
権
を
有
す
る
人
々
す
べ
て
を
包
摂
す
る
ポ
リ
ス
の
下
部
構
成
単
位
で

あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
貴
族
も
平
民
も
と
も
に
含
ま
れ
る
。
そ
の
場
合
、
以
上
の
よ
う
な
文
脈
か
ら
し
て
、
神
々
な
い
し
英
雄
に
系
譜
上
の
源
を

求
め
る
貴
族
た
ち
こ
そ
、
他
な
ら
ぬ
ゲ
ン
ネ
ー
タ
イ
す
な
わ
ち
ゲ
ノ
ス
を
構
成
す
る
人
々
、
な
か
ん
づ
く
そ
の
中
核
を
成
す
存
在
で
あ
っ
た
と

推
定
さ
れ
よ
う
。
回
O
H
H
・
。
一
b
⊃
。
。
刈
の
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
は
、
こ
の
種
の
ゲ
ン
ネ
…
タ
イ
と
し
て
、
古
典
期
に
あ
っ
て
も
な
お
フ
ラ
ト
リ

ア
の
な
か
で
、
上
述
の
よ
う
に
特
権
的
な
地
位
を
占
め
つ
づ
け
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

古典期アテネのフラトリア（伊藤）

　
前
三
九
六
年
の
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
の
決
議
に
よ
れ
ば
、
デ
ー
エ
、
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
な
る
ゲ
ノ
ス
は
、
こ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
成
員
登
録
に
際
し

て
、
自
ら
の
氏
族
成
員
に
限
ら
ず
一
般
成
員
に
つ
い
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
最
終
的
判
断
を
下
す
権
能
を
有
し
て
い
た
。
彼
ら
ゲ
ノ
ス
成
員

は
、
少
く
と
も
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
フ
ラ
ト
リ
ア
内
部
で
別
格
の
立
場
を
前
四
世
紀
初
頭
に
い
た
る
ま
で
保
持
し
て
い
た
。
し
か
し
碑
文
本

文
第
三
二
一
三
四
行
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
決
議
成
立
の
時
点
で
右
の
特
権
に
あ
る
種
の
制
限
が
加
え
ら
れ
る
に
い
た
る
。
す
な
わ
ち
デ
ケ
レ

イ
エ
イ
ス
は
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
！
ニ
ダ
イ
に
よ
る
最
終
審
決
に
際
し
、
お
そ
ら
く
こ
の
と
き
以
降
、
共
同
審
決
人
と
し
て
一
般
成
員
の
な
か
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

五
人
を
代
表
と
し
て
送
り
込
む
よ
う
に
な
っ
た
。

　
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
内
部
の
右
の
よ
う
な
意
味
で
の
民
主
化
、
す
な
わ
ち
ゲ
ノ
ス
に
認
め
ら
れ
た
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
登
録
に
関
す
る
特
権
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

制
約
は
、
第
二
決
議
に
お
い
て
更
に
進
展
を
見
せ
る
。
前
三
九
六
年
よ
り
や
や
下
っ
た
前
四
世
紀
前
半
の
あ
る
時
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ

る
こ
の
第
二
決
議
で
の
フ
ラ
ト
リ
ア
入
籍
手
続
と
、
第
一
決
議
に
お
け
る
そ
れ
と
の
間
に
は
、
次
の
よ
う
な
重
要
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
第
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一
に
、
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
の
入
籍
資
格
審
査
に
際
し
て
、
第
二
決
議
で
は
下
部
構
成
単
位
の
テ
ィ
ア
ソ
ス
が
一
定
の
役
割
を
果
し
て
い
る
。
第

二
に
、
し
か
し
テ
ィ
ア
ソ
ス
に
よ
る
審
査
は
、
い
わ
ば
予
備
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
で
は
原
則
と
し
て
完
結
し
な
い
。

入
籍
の
可
否
は
、
同
じ
場
で
行
わ
れ
る
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
全
員
に
よ
る
審
査
で
決
定
さ
れ
る
。
第
一
決
議
の
場
合
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
は
フ

ラ
ト
リ
ア
成
員
総
会
が
最
終
決
定
権
を
掌
握
す
る
。
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
第
三
に
、
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
の
入
籍
手
続
の
上
で
、
デ
ー
モ
テ

ィ
ォ
ー
ニ
ダ
イ
は
も
は
や
何
の
役
割
を
も
担
わ
な
い
。
成
員
一
介
の
決
定
に
関
し
、
少
く
と
も
こ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
で
は
前
四
世
紀
前
半
の
あ
る

早
い
時
期
に
、
先
に
見
た
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
ゲ
ノ
ス
の
特
権
的
地
位
は
消
滅
し
た
と
考
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

①
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
（
フ
ラ
ト
リ
ア
）
と
デ
ケ
レ
イ
ア
（
デ
ー
モ
ス
）
と
の
本
来

　
的
な
結
び
つ
き
は
、
名
称
の
上
で
の
共
通
性
、
祭
壇
の
所
在
の
他
に
、
碑
文
中
に

　
現
れ
る
人
名
か
ら
も
、
う
か
が
わ
れ
る
。
フ
ラ
ト
リ
ア
の
長
と
し
て
見
え
る
パ
ン

　
タ
ク
レ
ス
（
F
＝
占
b
。
）
の
出
身
区
が
デ
ケ
レ
イ
ァ
東
南
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
オ
イ
オ

　
ソ
で
あ
る
ほ
か
、
神
官
テ
オ
ド
ロ
ス
（
智
N
）
、
決
議
提
案
者
ニ
コ
デ
ー
モ
ス
（
例

　
①
g
。
）
は
、
何
れ
も
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ヅ
ク
な
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
デ
ケ
レ
イ

　
ア
区
出
身
の
寓
裕
な
、
フ
ラ
ト
リ
ア
の
な
か
の
お
そ
ら
く
は
名
門
に
属
す
る
寒
々

　
で
あ
っ
た
。
鶏
＆
二
〇
ぎ
§
恥
ミ
§
㌧
鳶
ミ
熾
ミ
．
℃
娼
．
ω
b
。
占
幽
”
念
、
認
－
刈
ω
、
H
膳
ド

　
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
フ
ラ
ト
リ
ア
の
半
ば
地
縁
的
な
性
格
は
、

　
他
の
具
体
例
に
即
し
て
も
考
察
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
フ
ラ
ト
リ
ア
の
起
源
と
構

　
造
と
の
両
面
に
蔦
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
の
機
会

　
を
倹
っ
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

②
　
第
三
節
註
⑭
参
照
。

③
総
じ
て
ア
テ
ネ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
規
模
は
把
捉
困
難
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
第
一
節
註
⑧
所
掲
の
フ
ラ
ウ
ア
ー
論
文
が
改
め
て
考
察
を
試
み
る
が
、
そ
こ
で
論

　
じ
ら
れ
る
囲
O
圃
唱
b
。
。
。
鐘
は
、
フ
ラ
ト
リ
ア
全
体
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
下
部

　
単
位
で
あ
る
テ
ィ
ア
ソ
ス
の
成
員
表
と
見
る
べ
き
で
、
こ
れ
を
韮
に
し
た
約
二
〇

　
人
と
の
フ
ラ
ウ
ア
ー
の
結
論
は
、
し
た
が
っ
て
説
得
的
で
な
い
。
テ
ィ
ア
ソ
ス
成

　
員
表
を
確
認
で
き
る
だ
け
で
六
つ
列
記
す
る
H
O
H
唱
b
。
認
O
が
む
し
ろ
ア
テ
ネ

　
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
規
模
を
知
る
上
に
手
掛
り
と
な
ろ
う
が
、
こ
れ
も
碑
の
上
部
が

　
著
し
く
欠
け
て
い
て
、
確
か
な
知
見
を
与
え
る
に
は
程
遠
い
。
お
よ
そ
フ
ラ
ト
リ

　
ァ
の
成
員
数
を
弱
記
す
る
現
存
唯
一
の
史
料
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
前
触
世

　
紀
末
、
デ
ル
フ
ィ
出
土
の
い
わ
ゆ
る
ラ
ビ
ュ
ア
ダ
イ
の
碑
文
（
切
口
9
（
O
b
Ω
）
で
あ

　
る
。
そ
の
》
お
一
b
。
も
。
に
よ
れ
ば
、
当
該
フ
ラ
ト
リ
ア
に
か
か
わ
る
入
籍
規
定
は
、

　
成
員
総
会
巴
昼
の
投
票
数
一
入
二
で
可
決
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
岡
碑
文
切
α
i

　
δ
は
、
こ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
に
お
け
る
入
籍
可
否
の
決
定
が
少
く
と
も
成
員
一
〇
一

　
人
の
出
席
を
得
て
の
票
決
に
よ
っ
た
濤
を
伝
え
る
。
以
上
よ
リ
ラ
ビ
ュ
ア
ダ
イ
の

　
成
員
数
お
よ
そ
二
〇
〇
と
い
う
数
値
が
得
一
ら
れ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
も
ア
ヅ
テ
ィ

　
カ
な
ら
ぬ
フ
ォ
キ
ス
地
方
に
お
け
る
一
フ
ラ
ト
リ
ア
の
規
模
で
あ
っ
て
、
古
典
期

　
ア
テ
ネ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
成
員
規
模
如
何
と
い
う
当
面
の
問
い
に
直
接
に
答
え
る

　
も
の
で
は
な
い
。

④
算
蕊
歯
N
漣
－
卜
。
9
。
。
令
ら
。
。
。
”
＆
ム
N
ま
ム
。
。
℃
9
占
紳
ま
一
α
。
。
」
8
よ
。
。
㌧
刈
。
。
－

　
Q
◎
Q
O
”
一
〇
①
一
H
O
◎
◎
い
二
①
占
b
コ
伊

⑥
嘗
罷
占
。
。
匂
塾
。
①
凸
ρ
“
。
。
山
O
①
■

⑥
第
一
節
註
④
所
掲
抽
稿
を
参
照
。
な
か
ん
づ
く
討
器
．
＜
嵩
H
①
に
よ
れ
ば
、

　
ア
テ
ネ
悲
心
身
分
の
女
を
母
と
し
、
正
規
の
婚
姻
の
結
果
生
れ
た
子
で
あ
る
こ
と
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響

古典期アテネのフラトリア（伊藤）

　
を
各
フ
ラ
ト
リ
ア
共
通
の
入
籍
審
査
基
準
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ

　
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
第
二
節
で
訳
出
し
た
碑
文
本
文
の
第
一
〇
九
i
一
一
一
行

　
と
の
照
応
に
注
意
。
他
に
傍
証
と
し
て
、
こ
こ
で
も
ラ
ピ
ェ
ア
ダ
イ
の
碑
文
を
挙

　
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
同
碑
文
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
る
当
該
フ
ラ
ト
リ
ア

　
の
役
人
畠
σ
q
9
の
誓
い
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
「
ラ
ビ
ェ
ア
ダ
イ
の
法
」
の
ほ
か

　
「
ポ
リ
ス
の
法
」
に
従
っ
て
成
員
の
入
籍
審
査
の
手
続
を
進
め
な
く
て
は
な
ら
な

　
か
っ
た
。
切
¢
9
（
加
島
。
＞
一
睡
。

⑦
　
フ
ラ
ト
リ
ア
入
籍
が
デ
ー
モ
ス
に
お
け
る
市
民
登
録
に
先
立
っ
て
、
個
々
の
ア

　
テ
ネ
人
男
子
に
と
り
市
厩
資
格
取
得
の
第
一
闘
門
を
な
し
て
い
た
こ
と
、
し
た
が

　
っ
て
そ
れ
に
関
す
る
各
フ
ラ
ト
リ
ア
の
規
定
に
は
公
的
規
制
が
及
ん
で
い
た
と
推

　
測
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
註
⑲
所
長
拙
稿
、
一
三
－
一
四
頁
参
照
。

⑧
　
鎧
い
。
。
⑦
・
こ
の
碑
文
に
つ
い
て
は
、
前
沢
伸
行
「
ド
ラ
コ
ン
の
殺
人
の
法
と
ア

　
テ
ナ
イ
市
民
団
」
『
法
制
史
研
究
』
三
五
、
一
九
八
六
年
、
一
1
四
七
頁
。

⑨
U
①
ヨ
0
9
。
昏
．
×
口
H
H
ゆ
ご
区
×
踏
H
鵯
－
も
。
。
。
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

⑩
窓
い
。
。
⑦
二
一
？
H
㊤
．
［
匙
℃
諺
8
陣
§
騰
諺
法
り
伽
ひ
碕
］
転
写
翼
壁
融
。
マ
］
㌔

　
畦
＆
ミ
諏
ぎ
［
（
鶉
旧
臣
［
舞
ミ
魂
震
甦
～
需
の
ぎ
（
警
恥
ミ
無
。
ぐ
昌
寝
澆
曾
ミ
層

　
軌
織
亀
［
o
で
諺
ミ
ミ
乱
瓦
黙
『
。
ゑ
り
砺
習
伽
寂
き
q
へ
㌧
説
建
．
8
鋒
。
り
軌
］
砺
ぎ
h

　
鶉
耳
緊
。
マ
胃
冒
養
～
］
需
り
瓢
瓦
畠
暑
［
へ
乙
建
ぎ
へ
烹
亀
。
乱
下
線
部
を
参
照
。

⑪
古
典
期
ア
テ
ネ
に
お
け
る
フ
ラ
ト
リ
ァ
の
組
織
度
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
註
⑲

　
所
掲
笠
田
描
の
一
評
論
を
参
照
。

⑫
ア
テ
ネ
の
養
子
縁
組
四
度
に
つ
い
て
は
、
〉
■
搾
≦
■
鵠
㌶
鴨
房
。
P
§
鶏
ぎ
き

　
＆
ミ
ぎ
浅
町
§
馬
鐸
噛
ミ
電
ミ
曽
載
℃
唾
愚
ミ
電
■
○
蔦
o
a
、
一
8
Q
。
㌧
勺
噂
．
○
。
b
。
1
8
■

⑬
H
鈴
⑦
．
≦
目
峯

⑭
H
舞
ρ
頃
罫
昌
§
鼠
、
§
。
の
§
尋
ミ
騰
厚
き
号
馨
隊
醜
。
鷺
の
：
…
二
鶏
帥

　
⑳
～
り
ぎ
号
9
ミ
謎
り
騰
貸
竃
＾
ぜ
m
へ
鶏
～
偽
～
り
8
号
嘲
ミ
亀
遷
の
．
下
線
部
を
参
照
。

　
こ
こ
で
の
オ
ル
ゲ
オ
ー
ネ
ス
を
フ
ラ
ト
リ
ア
の
下
部
集
団
と
し
て
の
そ
れ
と
見
る

　
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ω
o
ま
罫
恥
切
箆
・
ミ
お
Q
。
㊤
H
押
喝
・
↑
黛
〉
鼠
お
≦
①
ω
・
這
砺

　
Q
。
押
℃
勺
．
o
。
i
9
膨
閑
2
器
。
鍔
N
総
p
b
騨
8
ミ
鯵
N
巳
＆
．
℃
鍵
賞
H
8
9
℃
・

　
轟
O
戸
ご
第
一
節
註
④
所
掲
拙
稿
、
三
九
頁
、
五
三
頁
註
⑥
参
照
。

⑮
H
墨
Φ
●
＜
巖
お
占
メ
と
り
わ
け
尊
3
、
転
難
山
詑
鑓
牙
曾
竃
牙
鼻
『
。
号

　
需
ミ
腎
窺
り
需
建
～
鷺
も
黙
零
℃
寝
の
（
誉
置
●
H
窃
）
の
ご
と
き
文
言
を
参
照
。

⑯
　
伊
藤
頁
央
『
古
典
期
の
ポ
リ
ス
社
会
陶
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
、
第
二
部
第

　
五
章
参
照
。

⑰
フ
ラ
ト
リ
ア
内
部
に
あ
っ
て
入
籍
手
続
上
の
独
立
性
を
保
持
し
て
い
た
ゲ
ノ
ス

　
の
具
体
例
と
し
て
、
他
に
ア
テ
ネ
き
っ
て
の
宗
教
的
名
門
氏
族
ケ
ー
リ
ェ
ケ
ス
の

　
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。
〉
コ
α
o
ρ
H
一
ト
⊃
α
占
卜
。
メ

⑱
男
ρ
口
も
。
卜
。
。
。
団
。
。
蜜
噛
8
賢
婦
還
黙
8
ミ
リ
毒
心
3
蕊
の
象
馨
亀
袋
賎
養
～
6
＆
り

　
軌
ミ
＆
遷
り
甦
～
輔
巳
り
暑
ミ
鉱
渇
§
嫡
8
竪
＆
り
苓
遙
驚
房
糞
N
o
ミ
建
’

⑲
　
こ
の
法
に
つ
い
て
は
、
成
立
年
代
と
立
法
意
図
の
双
方
に
わ
た
っ
て
諸
家
の
見

　
解
が
分
れ
、
帰
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
成
立
年
代
に
つ
い
て
言
え
ば
、
①
ソ

　
ロ
ン
の
改
輩
・
（
例
え
ば
、
崔
・
帰
・
≦
a
o
－
Ω
韓
ざ
目
お
い
鱒
，
く
O
h
壌
δ
貯
二
国
窪
。
ω
．

　
鳴
偽
簑
鴇
§
O
篭
罫
ミ
無
。
蔓
■
○
艮
o
a
㌧
お
㎝
○
。
（
1
1
G
◎
b
。
N
一
Φ
G
。
ω
y
娼
℃
．
一
包
－

　
嵩
ω
い
冒
8
σ
ざ
凋
O
噌
置
瓢
H
σ
討
お
忽
」
ワ
器
ご
四
一
冨
。
・
o
P
9
ミ
角
■
℃
や

　
一
α
ρ
一
①
一
占
魯
）
、
あ
る
い
は
②
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
改
革
と
の
関
連
を
考
え
る

　
説
（
例
え
ば
、
函
易
。
言
0
9
≧
H
℃
．
器
b
。
嚇
甲
回
磯
ま
芦
。
や
。
一
ρ
　
℃
．
ω
O
一
）

　
と
、
⑧
前
五
世
紀
中
葉
な
い
し
後
半
と
り
わ
け
ペ
リ
ク
レ
ス
の
布
民
権
法
と
の
関

　
係
を
考
え
る
説
（
例
え
ば
、
2
乙
門
①
’
壽
。
。
”
㍉
篤
砺
。
。
r
冨
．
b
。
欝
一
G
。
甲
”
プ
。
号
。
・
、

　
G
o
ミ
ミ
馬
ミ
黛
電
凸
や
圃
O
）
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
、
第
一
説
を
採
る
論
者
が
多
数

　
を
占
め
る
が
、
史
料
上
の
決
め
手
は
な
い
。
立
法
意
㎝
凶
に
つ
い
て
の
推
論
は
、

　
o
同
α
q
o
o
p
o
ω
お
よ
び
7
0
8
0
σ
q
騨
冨
蓉
鉱
の
両
語
の
解
釈
に
よ
り
左
右
さ
れ
る
。
オ

　
ル
ゲ
オ
…
ネ
ス
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
ゲ
ソ
ネ
ー
タ
イ
に
非
ざ
る
、
す
な
わ
ち
ゲ

　
ノ
ス
を
構
成
し
え
ぬ
平
民
と
児
、
法
は
こ
れ
ら
の
人
々
を
も
フ
ラ
ト
リ
ア
に
受
容

　
す
べ
き
旨
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る
の
が
有
力
説
で
あ
る
が
（
例
え
ば
、
切
霧
。
言

　
δ
ρ
9
け
∴
≦
器
？
Ω
窪
ざ
円
プ
Φ
い
諄
く
o
h
区
一
三
。
。
夢
8
0
。
。
．
℃
℃
．
一
郭
占
認
崩
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智
8
σ
ど
男
Ω
冠
出
員
H
ぴ
ゲ
勺
℃
■
ω
b
。
b
二
る
器
…
茗
一
一
霧
o
P
◇
ミ
馬
防
・
喝
や
嵩
Q
。
占
2
…

出
お
昌
。
窪
「
ざ
ρ
o
溶
）
、
ゲ
ソ
ネ
…
タ
イ
に
次
ぐ
悪
難
市
民
の
一
部
と
見
る
解
釈

も
あ
り
（
〉
邑
『
虫
く
。
し
。
、
旨
」
い
◎
。
ご
娼
・
卜
。
嚇
導
出
6
創
㊦
ω
㌔
G
o
ミ
ミ
ミ
嚇
鷺
曙
9
勺
O
O
）
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ゲ
ン
ネ
ー
タ
イ
も
オ
ル
ゲ
オ
ー
ネ
ス
も
、
彼
ら
自
身
に
よ
る
入

籍
審
査
に
信
を
措
か
れ
て
、
自
動
的
に
フ
ラ
ト
リ
ア
入
籍
を
果
し
う
る
と
す
る
の

が
法
の
趣
旨
で
あ
っ
た
。
何
れ
の
解
釈
を
と
る
に
し
て
も
、
ゲ
ン
ネ
ー
タ
イ
が
市

民
の
な
か
で
特
に
血
統
に
誇
り
を
も
ち
、
彼
ら
の
み
か
ら
成
る
血
縁
集
団
ゲ
ノ
ス

を
形
成
す
る
人
々
で
あ
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
近
年
こ
れ
に
対
す
る
懐

疑
説
が
現
れ
、
こ
の
説
に
立
て
ば
、
ゲ
ノ
ス
と
は
本
来
、
ポ
リ
ス
の
重
要
な
神
官

職
を
握
う
一
族
を
指
す
語
で
あ
り
、
ホ
モ
ガ
ラ
ク
タ
イ
も
、
古
典
期
に
入
っ
て
ゲ

ソ
ネ
ー
タ
イ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
旧
き
宗
教
的
伝
統
を
保
持
す
る
特
別

な
村
落
共
同
体
の
成
員
の
謂
で
あ
っ
た
（
⇔
ご
。
霞
鼠
。
紗
。
℃
．
。
搾
唱
や
O
＄
ふ
圃
◎

①
。
。
ω
ふ
。
。
心
）
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
劉
に
、
旧
四
部
族
制
の
下
で
ア
テ
ネ
市
民
は
＝
一

の
フ
ラ
ト
リ
ア
に
分
属
し
、
さ
ら
に
各
フ
ラ
ト
リ
ア
の
包
摂
す
る
そ
れ
ぞ
れ
三
〇

の
ゲ
ノ
ス
の
何
れ
か
に
所
属
し
て
い
た
と
伝
え
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ア
テ
ナ
イ

人
の
園
制
』
の
散
逸
し
た
冒
頭
部
の
断
片
〉
誘
ρ
〉
夢
．
勺
O
ピ
h
吋
』
（
・
留
琴

Ω
影
ヨ
σ
㊦
諺
）
の
記
事
に
信
を
措
き
、
ア
テ
ネ
市
民
た
る
も
の
ホ
モ
ガ
ラ
ク
タ
イ
も

オ
ル
ゲ
オ
ー
ネ
ス
も
と
も
に
ゲ
ソ
ネ
ー
タ
イ
と
呼
ば
れ
た
と
解
す
べ
き
こ
と
（
註

⑱
所
載
の
引
用
文
の
関
係
代
名
詞
＆
り
は
書
属
ら
℃
禽
と
魯
S
、
箋
§
司
り
と

の
双
方
を
受
け
る
と
み
な
す
）
、
し
か
し
同
時
に
ホ
モ
ガ
ラ
ク
タ
イ
は
各
フ
ラ
ト

リ
ア
に
あ
っ
て
筆
頭
ゲ
ノ
ス
の
成
員
と
し
て
優
越
的
地
位
を
占
め
た
と
推
測
さ
れ

る
こ
と
、
　
の
二
点
を
強
調
す
る
ヘ
ド
リ
ッ
ク
の
説
も
あ
る
。
踏
Φ
血
二
〇
ぎ
『
ぎ

　
」
ミ
儀
勺
ミ
ミ
葭
．
℃
や
一
念
占
戯
9
誠
心
－
卜
。
峯
．
o
暁
．
℃
や
置
。
。
一
一
濠
」
b
。
ト
ユ
心
－
器
9
　
こ

　
の
よ
う
な
学
説
史
的
状
況
を
前
に
、
法
文
の
真
意
を
疸
ち
に
断
定
す
る
こ
と
は
差

　
控
え
た
い
が
、
法
の
成
立
年
代
は
当
面
の
閥
題
と
は
無
関
係
な
こ
と
、
ホ
モ
ガ
ラ

　
ク
タ
イ
に
関
す
る
ブ
リ
オ
の
新
説
は
受
け
容
れ
難
い
こ
と
、
オ
ル
ゲ
オ
ー
ネ
ス
も

　
ゲ
ソ
ネ
ー
タ
イ
と
も
ど
も
特
権
保
有
者
と
し
て
フ
ラ
ト
リ
ア
に
自
動
的
に
入
籍
し

　
え
た
と
す
る
解
釈
も
、
文
言
白
仏
体
に
即
し
て
言
え
ば
、
読
み
込
み
が
過
ぎ
る
よ
う

　
に
思
わ
れ
る
こ
と
、
ヘ
ド
リ
ッ
ク
の
説
は
、
ゲ
ノ
ス
を
貴
族
集
団
と
見
な
い
点
で

　
ブ
リ
オ
の
説
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
の
、
学
説
史
上
吉
く
よ
り
存
し
た
、

　
ア
テ
ネ
市
罰
す
べ
て
が
所
属
す
る
三
六
〇
も
の
ゲ
ノ
ス
の
入
為
的
な
創
設
を
伝
承

　
通
り
に
受
け
容
れ
る
考
え
方
（
そ
の
特
異
な
ヴ
ァ
リ
ア
ソ
ト
と
し
て
、
ホ
モ
ガ
ラ

　
ク
タ
イ
も
オ
ル
ゲ
オ
ー
ネ
ス
も
、
と
も
に
ア
テ
ネ
に
と
っ
て
本
来
は
外
人
で
あ
り
、

　
彼
ら
は
右
く
は
ホ
モ
ガ
ラ
ク
タ
イ
と
し
て
何
れ
か
の
ゲ
ノ
ス
に
、
や
が
て
は
オ
ル

　
ゲ
オ
ー
ネ
ス
と
し
て
直
接
に
フ
ラ
ト
リ
ア
に
受
容
さ
れ
た
の
だ
と
す
る
翼
・
Q
・
い
．

　
瓢
帥
ヨ
旨
。
⇔
9
い
僧
コ
島
ρ
昌
0
6
Q
o
鼠
9
望
穿
け
｝
届
》
夢
①
嵩
ω
o
h
ω
巳
9
ピ
的
簿
馬
ミ
塁

　
§
O
暑
罫
ミ
無
。
曼
．
○
嫁
o
a
℃
お
謎
（
1
1
這
恥
Q
。
押
一
8
目
）
㌧
勺
や
δ
O
ム
一
b
。

　
の
説
が
あ
る
）
を
前
提
と
し
て
お
り
、
容
易
に
従
い
難
い
こ
と
、
　
の
四
点
を
さ

　
し
あ
た
り
指
摘
し
、
改
め
て
考
察
す
る
機
会
を
倹
ち
た
い
。
な
お
ゲ
ン
ネ
ー
タ
イ

　
に
関
す
る
ブ
リ
オ
の
新
説
に
つ
い
て
は
、
研
藤
貞
炎
「
ポ
リ
ス
の
成
立
と
構
造
」

　
弓
削
達
・
伊
藤
貞
夫
編
『
ギ
リ
シ
ア
と
ロ
ー
マ
ー
古
典
古
代
の
比
較
史
的
考
察

　
1
一
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
八
年
、
四
八
i
四
九
頁
参
照
。

⑳
第
三
節
註
⑳
参
照
。

⑳
　
第
二
富
国
⑰
参
照
。
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五

H
O
H
目
・
。
H
b
。
宥
の
第
一
お
よ
び
第
二
決
議
よ
り
得
ら
れ
る
知
見
を
基
に
、
さ
し
あ
た
り
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
の
場
合
を
通
じ
て
古
典
期
ア
テ
ネ
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の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
構
造
に
つ
き
知
り
う
る
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
ぼ
、
以
下
の
如
く
に
な
ろ
う
。

　
（
一
）
テ
ィ
ア
ソ
ス
は
、
入
籍
手
続
上
の
そ
の
位
置
か
ら
見
て
、
ゲ
ノ
ス
の
よ
う
な
自
律
性
の
高
い
集
団
で
は
な
い
。
そ
れ
は
フ
ラ
ト
リ
ア

の
完
全
な
意
味
に
お
け
る
下
部
購
成
単
位
で
あ
っ
た
。
第
二
節
に
訳
出
し
た
碑
文
本
文
で
は
、
第
二
決
議
に
お
い
て
テ
ィ
ア
ソ
ス
は
初
出
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

関
係
史
料
全
般
の
伝
存
状
況
か
ら
し
て
も
、
前
四
世
紀
に
入
っ
て
そ
の
存
在
が
漸
く
確
認
さ
れ
る
の
は
事
実
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は

テ
ィ
ア
ソ
ス
が
こ
の
時
期
に
ア
テ
ネ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
内
部
に
創
設
さ
れ
た
舗
度
で
あ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
第
七
六
一
七
八
行
に

成
員
が
三
人
を
下
廻
る
場
合
を
予
想
し
て
の
規
定
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
の
影
響

を
む
し
ろ
そ
こ
に
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
テ
ィ
ア
ソ
ス
の
歴
史
が
確
実
に
前
五
世
紀
な
い
し
そ
れ
以
前
に
遡
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
ど
言
わ
な

　
　
　
　
　
　
②

く
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
二
）
他
方
、
第
二
決
議
に
お
け
る
知
見
の
み
か
ら
、
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
な
る
ゲ
ノ
ス
が
前
四
世
紀
前
半
に
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
の
内

部
で
消
滅
し
た
と
雪
口
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
ゲ
ノ
ス
の
歴
史
は
古
く
に
遡
る
が
、
ポ
リ
ス
衰
頽
期
に
お
け
る
そ
の
生
命
も
ま
た
長
く
、
碑
文
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

料
は
ロ
ー
マ
帝
政
期
に
い
た
る
ま
で
社
会
集
団
と
し
て
存
続
し
た
事
実
を
伝
え
る
。
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
の
場
合
も
、
第
二
決
議
成
立
の

時
点
で
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
の
成
員
入
籍
手
続
の
上
で
の
特
権
を
失
っ
た
の
み
で
あ
る
と
解
し
て
間
違
い
な
い
。

　
（
三
）
か
く
し
て
古
典
期
ア
テ
ネ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
内
部
に
は
、
ゲ
ン
ネ
ー
タ
イ
と
然
ら
ざ
る
人
々
と
を
分
け
る
編
制
原
理
と
、
テ
ィ
ア
ソ

ス
に
よ
っ
て
成
員
を
分
け
る
編
制
原
理
と
が
並
存
・
交
錯
し
て
い
た
。
前
者
は
フ
ラ
ト
リ
ア
の
形
成
期
に
起
源
を
有
し
、
古
典
期
に
い
た
る
ま

で
命
脈
を
保
ち
つ
つ
、
フ
ラ
ト
リ
ア
の
い
わ
ば
非
均
質
的
な
側
面
を
表
現
し
て
い
た
。
こ
れ
に
反
し
テ
ィ
ア
ソ
ス
は
フ
ラ
ト
リ
ア
の
下
部
単
位

と
し
て
糟
互
に
均
質
的
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
ど
の
テ
ィ
ア
ソ
ス
も
ゲ
ン
ネ
ー
タ
イ
と
然
ら
ざ
る
人
々
と
を
共
に
包
括
す
る
。
テ
ィ
ァ
ソ
ス
ご
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
、
そ
し
て
ま
た
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
全
員
に
よ
る
、
何
れ
も
単
純
な
多
数
決
方
式
は
、
ゲ
ノ
ス
の
特
権
的
位
置
を
消
去
し
、
フ
ラ
ト
リ
ア
内
部

に
お
け
る
民
主
的
な
意
思
決
定
を
保
証
す
る
。

　
パ
四
）
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
の
場
合
、
少
く
と
も
成
員
登
録
に
関
し
て
前
失
世
紀
末
ま
で
ゲ
ノ
ス
の
特
権
的
地
位
が
保
た
れ
て
い
た
。
r
前
三
九
、
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六
年
、
第
一
決
議
成
立
の
時
点
で
こ
れ
に
最
初
の
制
約
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
後
、
前
四
世
紀
前
半
の
あ
る
時
期
に
こ
の
種
の
特
権
が
廃
さ
れ
て
、

相
互
に
均
質
的
な
下
部
単
位
テ
ィ
ア
ソ
ス
が
入
籍
手
続
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
。
ゲ
ン
ネ
…
タ
イ
の
意
思
表
示
は
各
テ
ィ
ア
ソ
ス
に
分
散
吸

収
さ
れ
、
フ
ラ
ト
リ
ア
内
部
で
そ
の
力
を
失
う
。
し
か
も
テ
ィ
ア
ソ
ス
の
審
査
は
予
備
的
な
そ
れ
で
あ
る
に
止
ま
り
、
入
籍
可
否
の
決
定
は
完

全
に
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
総
会
の
掌
中
に
握
ら
れ
る
。
成
員
構
成
そ
の
も
の
が
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
全
員
に
よ
り
最
終
的
に
決
定
さ
れ
る
に
い
た
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
こ
と
で
、
フ
ラ
ト
リ
ア
の
民
主
化
は
お
そ
ら
く
完
成
す
る
。
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こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
よ
う
な
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
内
部
の
構
成
、
な
ら
び
に
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
諸
集
団
の
機
能
上
の
変
化
が
古
典
期
ア
テ

ネ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
一
般
的
な
実
状
を
ど
の
程
度
に
代
表
し
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
懐
疑
論
を
呈
示
す
る
こ
と
は
さ
し
て
難
し
い
こ
と
で
は

な
い
。
し
か
し
関
連
史
料
の
極
度
に
乏
し
い
状
況
の
下
に
あ
っ
て
、
H
O
H
H
・
、
這
鵯
が
も
つ
意
味
は
き
わ
め
て
大
き
く
、
少
く
と
も
フ
ラ
ト
リ

ア
の
全
体
的
な
輪
郭
を
把
握
す
る
上
に
唯
一
の
手
掛
り
を
供
す
る
史
料
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
加
え
て
我
々
は
、
ア
テ
ネ
の
フ
ラ
ト
リ

ア
の
一
般
的
な
構
造
を
示
唆
す
る
他
の
い
く
つ
か
の
史
料
と
の
符
合
に
も
注
意
を
払
っ
て
来
た
。

　
本
稿
の
な
か
で
最
も
試
論
と
し
て
の
性
格
が
著
し
い
の
は
、
成
員
構
成
の
決
定
過
程
に
ま
つ
わ
る
フ
ラ
ト
リ
ア
内
部
の
民
主
化
に
つ
い
て
の

推
論
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
す
る
他
史
料
と
の
照
応
は
如
何
。
二
つ
の
事
実
に
先
ず
留
意
し
た
い
。
第
一
は
、
ア
テ
ネ
聖
主
政
の
完
成
を
前

五
世
紀
中
葉
に
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
に
お
け
る
先
に
見
た
よ
う
な
意
味
で
の
民
主
化
が
そ
れ
よ
り
更
に
半
世
紀
の
ち
に
開

始
さ
れ
た
と
い
う
年
代
上
の
ず
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
容
易
に
気
付
か
れ
る
、
し
か
し
な
か
な
か
に
解
き

難
い
問
い
で
あ
る
。
そ
れ
と
並
ん
で
第
二
に
指
摘
す
べ
き
は
、
右
の
よ
う
な
フ
ラ
ト
リ
ア
内
部
の
民
主
化
と
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
が
そ
の
決
議
碑

文
で
入
籍
資
格
の
こ
と
さ
ら
厳
密
な
適
用
を
志
向
し
て
い
る
事
実
と
の
間
に
、
果
し
て
斉
合
性
が
存
す
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
。
関
係
史
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
示
す
と
こ
ろ
、
前
堂
世
紀
の
ア
テ
ネ
で
は
フ
ラ
ト
リ
ア
の
入
籍
資
格
審
査
に
弛
み
が
生
じ
て
い
た
ら
し
い
。
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
の
決
議
自
体
、

そ
の
事
実
を
反
映
す
る
こ
と
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
ア
テ
ネ
民
主
政
の
完
成
期
は
、
し
か
し
市
民
団
の
閉
鎖
性
が
固
持
さ
れ
た
時
期
と
考
え
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⑦

ら
れ
て
い
る
。
ポ
リ
ス
民
主
政
と
市
民
団
構
成
の
厳
格
性
と
の
間
に
認
め
ら
れ
る
、
こ
の
種
の
表
裏
一
体
の
関
係
は
、
H
O
目
、
。
誌
鵯
と
一
連

の
法
廷
弁
論
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ト
リ
ア
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
存
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
史
料
は
む
し
ろ
フ
ラ
ト
リ
ア
の
民
主
化
が
生

じ
た
時
期
に
は
、
そ
の
成
員
構
成
に
弛
み
が
見
ら
れ
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
通
し
て
ポ
リ
ス
市
民
団
の
枠
組
に
も
何
ほ
ど
か
の
弛
み
が
生
じ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

　
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
の
決
議
碑
文
を
基
に
我
々
が
先
に
得
た
知
見
の
な
か
に
は
、
こ
の
よ
う
に
古
典
期
ポ
リ
ス
社
会
の
在
り
方
に
関
す
る
基
本

的
理
解
に
そ
ぐ
わ
ぬ
か
に
見
え
る
要
素
が
混
在
す
る
。
し
か
し
実
は
、
右
に
挙
げ
た
二
つ
の
事
実
は
ポ
リ
ス
の
変
質
と
衰
頽
と
い
う
古
典
期
の

ギ
リ
シ
ア
史
を
め
ぐ
る
主
要
論
点
を
媒
介
と
し
て
結
び
つ
き
、
ポ
リ
ス
社
会
の
本
質
を
一
面
に
お
い
て
む
し
ろ
照
し
出
す
も
の
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　
フ
ラ
ト
リ
ア
の
民
主
化
が
進
ん
だ
と
見
ら
れ
る
前
四
世
紀
は
、
同
時
に
フ
ラ
ト
リ
ア
の
入
籍
資
格
審
査
に
全
般
的
な
弛
み
が
生
じ
、
そ
の
こ

と
を
一
つ
の
表
徴
と
も
、
ま
た
要
因
と
も
す
る
ポ
ジ
ス
市
民
団
の
変
質
が
徐
々
に
進
行
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
に
即
し
て
言

え
ば
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
入
籍
審
査
厳
格
化
の
試
み
は
、
三
度
に
わ
た
る
綱
度
改
革
の
企
て
が
暗
示
す
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
は
失
敗
に
帰

し
た
。
そ
の
直
接
的
な
理
由
は
、
本
来
成
員
の
入
籍
審
査
に
も
っ
と
も
大
き
な
発
語
力
を
有
し
た
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
グ
イ
の
こ
の
分
野
に
お

け
る
比
重
の
低
下
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
も
と
も
と
貴
族
を
少
く
と
も
中
核
と
す
る
特
権
保
有
者
集
団
と
し
て
の
ゲ
ノ
ス
を
構
成
す
る
彼
ら
は
、

フ
ラ
ト
リ
ア
全
体
の
成
員
資
格
審
査
に
対
し
て
も
厳
格
な
態
度
を
も
っ
て
臨
み
、
そ
れ
を
通
じ
て
フ
ラ
ト
リ
ア
の
規
律
維
持
ひ
い
て
は
ポ
リ
ス

市
民
団
の
適
正
な
る
構
成
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
少
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
第
二
節
所
掲
の
碑
文
本
文
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス

戦
争
を
契
機
と
し
た
フ
ラ
ト
リ
ア
内
部
に
お
け
る
彼
ら
の
権
威
の
退
潮
は
、
貴
族
雌
蕊
以
来
の
古
き
小
共
同
体
へ
の
民
主
化
の
浸
透
を
意
味
す

る
反
面
、
そ
の
成
員
構
成
と
規
偉
維
持
に
負
の
作
用
を
及
ぼ
し
た
に
違
い
な
い
。
法
廷
弁
論
に
散
見
す
る
こ
の
時
期
の
フ
ラ
ト
リ
ア
入
籍
審
査

の
規
律
弛
緩
に
か
か
わ
る
記
事
は
、
ひ
と
り
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
に
と
ど
ま
ら
ず
同
じ
よ
う
な
状
況
が
ア
テ
ネ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
全
般
に
見
ら
れ
た

こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
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フ
ラ
ト
リ
ア
内
部
で
の
民
主
化
の
進
行
は
、
か
く
し
て
そ
の
成
員
構
成
に
か
か
わ
る
規
律
の
弛
み
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
は
ポ
リ
ス
市
民
団

の
構
成
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
点
で
ポ
リ
ス
の
変
質
と
衰
頽
と
に
通
ず
る
。
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
見
れ
ば
、
貴
族
政
期
以
来
の
特
権
保
有
者
集
闘

で
あ
る
ゲ
ノ
ス
が
、
史
上
稀
有
の
徹
底
し
た
民
主
政
を
具
現
し
え
た
盛
期
ポ
リ
ス
を
、
少
く
と
も
成
員
構
成
の
一
点
に
限
っ
て
言
う
な
ら
ば
、

支
え
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
ポ
リ
ス
と
い
う
甚
だ
特
異
な
社
会
が
抱
え
る
、
い
く
つ
か
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
一
つ
と
評
し
て
よ
い
か

も
し
れ
な
い
。

　
響
胴
、
H
O
H
囲
p
這
鵯
は
さ
し
あ
た
り
デ
ケ
レ
イ
エ
イ
ス
な
る
一
フ
ラ
ト
リ
ア
の
状
況
を
指
し
示
す
に
と
ど
ま
る
と
は
言
え
、
同
時
代
の
他

史
料
と
相
照
応
し
つ
つ
、
ア
テ
ネ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
講
造
上
の
輪
郭
を
か
な
り
の
程
度
に
明
か
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
か
で
あ
る
。

そ
こ
に
見
出
し
う
る
基
本
的
事
実
は
上
述
二
つ
の
成
員
編
鋼
原
理
の
並
存
・
交
錯
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
複
合
的
構
造

で
あ
る
。
ア
テ
ネ
市
民
た
る
に
は
何
れ
か
の
デ
！
モ
ス
の
成
員
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
何
れ
か
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
成

員
で
あ
る
こ
と
を
も
要
し
た
。
そ
の
さ
い
市
民
一
人
々
々
は
さ
ら
に
フ
ラ
ト
リ
ア
の
下
部
構
成
単
位
で
あ
る
テ
ィ
ア
ソ
ス
に
属
す
る
と
と
も
に
、

あ
る
い
は
ゲ
ノ
ス
に
、
あ
る
い
は
オ
ル
ゲ
オ
ー
ネ
ス
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
少
く
と
も
ゲ
ノ
ス
に
つ
い
て
見
る
限
り
、
フ
ラ
ト

リ
ア
と
の
関
係
は
さ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
ゲ
ン
ネ
ー
タ
イ
は
市
民
の
一
部
を
成
す
に
と
ど
ま
る
。
彼
ら
の
構
成
す
る
社
会
集
団
ゲ
ノ
ス
は
フ

ラ
ト
リ
ア
に
包
摂
さ
れ
る
よ
り
小
さ
い
共
同
体
で
あ
る
に
し
て
も
、
独
立
性
が
高
く
、
後
者
に
対
し
て
単
な
る
下
部
単
位
と
し
て
の
位
置
に
立

つ
も
の
で
は
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
フ
ラ
ト
リ
ア
の
複
雑
な
在
り
方
を
追
究
し
、
ポ
リ
ス
の
内
部
構
造
を
仔
網
に
明
ら
か
に
し
て
、
市
民
一
人

々
々
が
置
か
れ
て
い
た
社
会
的
境
位
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
は
、
右
に
挙
げ
た
フ
ラ
ト
リ
ア
に
包
含
さ
れ
る
更
に
小
さ
な
社
会
集
団
す
な

わ
ち
テ
ィ
ア
ソ
ス
、
ゲ
ノ
ス
、
オ
ル
ゲ
オ
ー
ネ
ス
の
そ
れ
ぞ
れ
の
構
造
上
の
機
微
と
、
フ
ラ
ト
リ
ア
を
始
め
と
す
る
四
つ
の
集
団
の
相
互
関
係

と
を
よ
り
詳
密
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
も
黒
熊
の
碑
文
史
料
の
分
析
が
作
業
の
中
心
を
成
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
申
し

添
え
、
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。
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①
テ
ィ
ア
ソ
ス
関
係
史
料
は
、
不
充
分
な
が
ら
、
開
p
ぽ
ω
8
臼
・
o
や
9
ド
唱
・
お
。
。

　
戸
邸
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
但
し
そ
の
大
部
分
は
特
定
の
神
や
英
雄
へ
の
信
仰

　
を
核
と
し
て
結
ば
れ
た
宗
教
的
な
団
体
と
し
て
の
テ
ィ
ア
ソ
ス
で
あ
っ
て
、
フ
ラ

　
ト
リ
ア
の
下
部
単
位
と
し
て
の
テ
ィ
ア
ソ
ス
に
か
か
わ
る
史
料
と
し
て
は
、
H
O

　
h
鳴
誌
。
。
“
の
他
、
H
O
H
憶
b
。
ω
匙
、
b
。
。
。
ホ
’
卜
。
鳶
。
。
の
一
二
枚
の
碑
文
が
あ
る
の
み
で

　
あ
る
。
　
o
囲
●
〉
昌
臼
9
話
ρ
遠
騎
。
。
H
”
℃
℃
●
一
〇
1
旨
い
ノ
＜
’
ψ
男
。
お
器
9
甲
’
繋
δ

　
〉
け
餓
o
O
お
8
器
。
。
。
魯
黛
§
ミ
§
偽
ミ
薦
一
度
ミ
沁
恥
ミ
黛
。
ウ
。
8
δ
愈
」
℃
や
O
刈
よ
。
。
。

②
〉
＆
お
芝
①
9
㍉
蔑
恥
Q
。
ど
や
影
’
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
は
テ
ィ
ア
ソ
ス
を
前
五
世
紀

　
後
半
の
創
設
に
か
か
る
鋼
度
と
推
定
す
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地

　
が
残
る
。

③
ア
ミ
ュ
ナ
ソ
ド
リ
ダ
イ
の
成
員
表
（
H
O
H
鳩
㈹
ω
し
。
Q
。
前
二
七
…
一
八
年
）
お
よ

　
び
ケ
ー
リ
ュ
ケ
ス
の
成
m
輿
表
（
目
O
H
鴇
昏
二
ら
。
ハ
O
紀
元
後
出
〇
〇
年
頃
）
の
二
枚
の

　
碑
文
が
、
そ
の
こ
と
を
証
す
る
。

④
　
H
Ω
目
に
一
ト
3
ω
刈
一
一
，
刈
Q
。
占
O
Φ
’
本
稿
第
二
簾
の
試
訳
を
参
照
。

⑤
し
か
し
、
そ
の
後
も
ゲ
ン
ネ
ー
タ
イ
の
な
か
か
ら
フ
ラ
ト
リ
ア
の
長
お
よ
び
神

　
官
が
選
ば
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
言
う
民
主
化
は
否
定
す
る
も
の
で
は

　
な
い
。

⑥
　
第
一
簾
註
④
所
掲
拙
稿
、
四
八
頁
。

⑦
伊
藤
貞
夫
『
古
典
期
ア
テ
ネ
の
政
．
治
と
社
会
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二

　
年
、
一
三
二
一
一
四
七
頁
。
な
お
、
本
稿
の
論
旨
こ
と
に
第
四
節
以
下
の
そ
れ
に

　
つ
い
て
、
筆
者
は
か
つ
て
同
書
、
一
八
四
－
一
九
五
頁
で
素
描
を
試
み
た
こ
と
が

　
あ
る
。

（
東
京
大
学
文
学
部
教
授

）

古典期アテネのフラトリア（俘藤）
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An　lnterpretation　of　the　so－called

　　　　　Demotionid　lnscription

　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　Sadao　lto

　　The　aim　of　this　paper　is　to　clarify　the　structure　of　Athenian　phratries

by　analyzing　a　famous　inscription　discovered　at　Tatoi　（the　slte　of　an

Attic　deme　Del〈eleia），　IG　II2　1237，　where　a　phratry　inscribed　three

decrees　on　rules　governing　the　entry　of　children．

　　The　first　half　of　the　paper　is　concerned　with　the　name　of　the　above－

mentioned　phratry，　which　many　scholars　have　discussed　since　the　end

of　the　nineteenth　century．　Analyzing　IG　II2　1237，　especially　lines　29－34

0f　the　inscription，　and　surveying　some　citizenship　decrees　of　Keos　（IG

XII　5，　540　；　ibid．　1061）　，　the　author　concludes　that　Defeeleieis　is　the　name　of

the　phratry　which　inscribed　the　decrees　and’that　Demotionidai，　another

name　found　in　the　inscription，　represents　a　group　of　privileged’members．

In　the　latter　half　of　the　paper，　the　author　gives　an　outline　of　the

structure　of　Athenian　phratries．　His　arguments　are　based　on　the

inscription　of　Dekeieieis　（IG　II2　1237），　Drakon’s　homicide　law　（IG　13　104）　，

some　passages　in　Attiごorations（lsae．　II　14；Isae．　VII　13－17；De狐osth．

LIX　55－63；　Andoc．　1　126－127）　and　a　fragment　of　Philochoros　（FGrH

328　F35a）．　He　emphasizes　two　points．　First，　from　the　archaic　to　the

classical　period，　Athenian　phratries　were　composed　o£　two　kinds．　of

rnembers，　gennetai　（aristocratic　Phrateres）　and　orgeones　（commoner

Phrateres）．　At　the　same　time，　however，　the　phratry’s　basic　unit　was

the　thiasos，　which　included　gennetai　as　well　as　orgeones．　The　coexistence

of　these　organizational　principles　was　characteristic　．　of・　Attic　phratries．

Second，　at　least　upon　examining　requirements　for　membership，　the

gennetai’s　position’　of　superiority　began　to　disappear　in’　about　the

beginning　of　the　fourth　century　B．　C．　Gennetai，　the　．aristocratic　compo－

nent　of　a　phratry，　seem　to　have　played　an　important　role　in　the，

membership　of　a　phratry　and　in　maintaining　the　sound　condition　of

the　Athenian　state　up　to　that　time．

（828）




